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第１１７回あわら市議会定例会議事日程 

 

                         第 １ 日 

                         令和５年８月２８日（月） 

                         午前９時３０分開議 

 

１.開会の宣告 

１.市長招集挨拶 

１.開議の宣告 

１.諸般の報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 報告第 ９号 放棄した非強制徴収公債権等の報告について 

日程第 ４ 報告第１０号 令和５年度あわら市健全化判断比率及び各公営企業に係る

資金不足比率の報告について 

日程第 ５ 報告第１１号 令和５年度芦原温泉上水道財産区水道事業に係る資金不足

比率の報告について 

日程第 ６ 議案第４２号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度あわら

市一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ７ 議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度あわら

市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議案第４４号 令和４年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ９ 議案第４５号 令和４年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１０ 議案第４６号 令和４年度あわら市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１１ 議案第４７号 令和４年度あわら市農業者労働災害共済特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第１２ 議案第４８号 令和４年度あわら市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

日程第１３ 議案第４９号 令和４年度あわら市水道事業会計決算の認定について 

日程第１４ 議案第５０号 令和４年度あわら市公共下水道事業会計決算の認定につい

て 

日程第１５ 議案第５１号 令和４年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定

について 

日程第１６ 議案第５２号 令和４年度あわら市水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１７ 議案第５３号 令和４年度あわら市公共下水道事業会計剰余金の処分につ
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いて 

日程第１８ 議案第５４号 令和５年度あわら市一般会計補正予算（第５号） 

日程第１９ 議案第５５号 令和５年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第５６号 あわら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第２１ 議案第５７号 あわら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２２ 議案第５８号 セントピアあわら条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第２３ 議案第５９号 あわら市監査委員の選任について 

日程第２４ 陳情第 １号 飲酒運転根絶に関する議会決議要望書 

日程第２５ 陳情第 ２号 四半世紀に及ぶ１日平均１万人以上の乗客の新幹線敦賀駅

での乗換えをやめ、新幹線大阪延伸完成まで、現行の特急

「サンダーバード」「しらさぎ」を存続させるよう国に対し、

意見書を提出することを求める陳情 

 

 （散  会） 
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出席議員（１５名） 

   １番 三 上 寛 了     ２番 青 柳 篤 始 

   ３番 島 田 俊 哉     ４番 木 下 勇 二 

   ５番 北 浦 博 憲     ６番 堀 田 あけみ 

   ７番 室 谷 陽一郎     ８番 平 野 時 夫 

   ９番 毛 利 純 雄    １０番 吉 田 太 一 

  １２番 八 木 秀 雄    １３番 笹 原 幸 信 
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  １６番 卯 目 ひろみ 

 

欠席議員（１名） 
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地方自治法第１２１条により出席した者 

 市 長  森   之 嗣    副 市 長  前 川 嘉 宏 

 教 育 長  甲 斐 和 浩    総 務 部 長  江 守 耕 一 
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事務局職員出席者 

 事 務 局 長  渡 邉 清 宏    事務局長補佐  吉 田 さゆり 

 主 事  鍜 川 昂 志 
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   ◎議長開会宣告 

○議長（毛利純雄君） ただいまから、第１１７回あわら市議会定例会を開会いたしま

す。 

（午前９時３０分） 

                                        

   ◎市長招集挨拶 

○議長（毛利純雄君） 開会に当たり、市長から招集のご挨拶がございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 本日ここに、第１１７回あわら市議会定例会が開会されるに当

たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ８月も終わりを迎え、暦の上では秋になりますが、厳しい残暑が続いております。 

 議員各位におかれましては、何かとご多忙中にもかかわらず、本定例会にご参集

をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、今年の夏は、記録と記憶に残る猛暑日が続きましたが、そのような中で、

各集落では４年ぶりに様々なイベントが開催され、久しぶりに子どもから大人まで

世代を超えて大勢の方々が集い、にぎわいを見せておりました。私も参加させてい

ただきましたが、たくさんの笑顔に出会い、温かな触れ合いを感じることができま

した。改めて、人と人とのつながりや交流が私たちの生活に必要不可欠であると感

じたところであります。このにぎわいを新幹線開業の機運醸成につなげてまいりた

いと考えております。 

 さらに、９月には、新幹線開業半年前イベントや日本スポーツマスターズ２０２

３、日本女子オープンゴルフ選手権などのビッグイベントが開催され、国内外から

多くの方があわら市を訪れます。この多くの注目が集まる好機を生かし、本市の魅

力を広く発信し、交流人口の拡大を図ってまいります。 

 次に、市政に関する取組状況等について報告させていただきます。 

 初めに、トレンドマイクロ株式会社との連携協定について申し上げます。 

 本市が実施している「スマホ・タブレットよろず相談所」のネットニュースがき

っかけとなり、去る７月２３日に、トレンドマイクロ株式会社と「ウェルビーイン

グ向上のための安心・安全なデジタル利用推進に関する連携協定」を締結いたしま

した。本協定に基づき、サイバーセキュリティ研修を開催するなど、誰一人取り残

さないデジタル社会の実現を目指してまいりたいと考えております。 

 次に、あわら温泉開湯１４０周年記念事業について申し上げます。 

 去る８月８日・９日に、「第１８回あわら湯かけまつり」と「民謡の夕べ」が盛大

に開催され、あわら温泉開湯１４０周年記念事業がスタートしました。多くの市民

や観光客が集い、会場は大勢の熱気に包まれました。 

 今年の湯かけまつりは、「二湯（刀）流」をテーマとし、温泉街のほかに、金津地
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区のトリムパークかなづでも開催し、５００名の方が参加され、多くの皆さんが楽

しんでいました。 

 また、誘客キャンペーンにつきましては、ＪＲ上野駅や長野駅などの北陸新幹線

沿線開業駅で観光出向宣伝等を行っているほか、東京で開催された北陸観光ＰＲ会

議や大阪や名古屋などでの観光商談会に参加し、あわら市への誘客を積極的に行っ

ているところです。 

 来年春の新幹線開業まで、音楽や街歩きなどのイベント、まちなか装飾などを行

い、あわら温泉のにぎわいを創出し、新幹線開業時には、福井の北の玄関口として

多くの方をお迎えしたいと思っております。 

 最後に、あわらカップカヌーポロ大会について申し上げます。 

 ８月１８日から２０日にかけ、第３４回あわらカップカヌーポロ大会を開催いた

しました。ジュニアの部３０チーム、一般の部４１チームの計７１チーム、６０７

名の方に参加いただきました。 

 大会は好天に恵まれ、連日、熱い戦いが繰り広げられていました。また、昼食に

は、大会名物の“あわら市産の越のルビー”を使った「ハヤシライス」を提供し、

特産品のＰＲを行ったところでございます。 

 今後も、あわら市の観光資源である北潟湖を生かしたカヌー競技の普及と交流人

口の拡大に努めてまいります。 

 さて、本定例会では、健全化判断比率等の報告３件のほか、各会計の決算の認定

等に関するもの、令和５年度補正予算、条例の制定、人事に関するものなど、１８

議案の審議をお願いするものであります。 

 各議案の内容につきましては後ほどご説明を申し上げますが、慎重なご審議の上、

妥当なるご決議を賜りますようお願いを申し上げまして、招集のご挨拶とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

                                        

   ◎開議の宣告 

○議長（毛利純雄君） 本日の出席議員数は、１５名であります。 

 １１番、山田重喜君は欠席の届けが出ております。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（毛利純雄君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                        

   ◎諸般の報告 

○議長（毛利純雄君） 諸般の報告を行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 事務局長。 

○事務局長（渡邉清宏君） 諸般の報告をいたします。 

 本定例会までに受理いたしました陳情等につきましては、お手元に配付してあり

ます請願・陳情等文書表のとおりでございます。 
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 次に、本定例会に市長より提出されました付議事件は、報告３件、議案１８件で

あります。 

 本定例会の出席説明者は、市長以下１４名であります。 

 なお、本日の会議には伊東代表監査委員が出席しております。 

 以上でございます。 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（毛利純雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１０番、吉田太一君、

１２番、八木秀雄君の両名を指名します。 

                                        

   ◎会期の決定 

○議長（毛利純雄君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１０月１３日までの４７日間といたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は本日より１０月１３日までの４７日間と決定しま

した。 

 なお、会期中の日程は、お手元に配付しました会期日程表のとおりであります。 

                                        

   ◎報告第９号の上程・提案理由説明 

○議長（毛利純雄君） 日程第３、報告第９号、放棄した非強制徴収公債権等の報告に

ついてを議題といたします。 

○議長（毛利純雄君） 報告に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました報告第９号、放棄した非強制徴収公債

権等の報告について申し上げます。 

 本案は、あわら市債権の管理に関する条例第１９条第１項の規定に基づき、令和

４年度中に放棄した非強制徴収公債権等について、同条第２項の規定により議会に

報告するものであります。 

 放棄した債権につきましては、水道料金１０件、総額で３２万８,４４５円となっ

ております。 

 以上、ご報告いたします。 

○議長（毛利純雄君） 報告第９号は、これをもって終結します。 
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   ◎報告第１０号及び報告第１１号の一括上程・提案理由説明 

○議長（毛利純雄君） 日程第４、報告第１０号、令和４年度あわら市健全化判断比率

及び各公営企業に係る資金不足比率の報告について、日程第５、報告第１１号、令

和４年度芦原温泉上水道財産区水道事業に係る資金不足比率の報告について、以上

の報告２件を一括議題といたします。 

○議長（毛利純雄君） 報告に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました報告第１０号、令和４年度あわら市健

全化判断比率及び各公営企業に係る資金不足比率の報告について及び報告第１１号、

令和４年度芦原温泉上水道財産区水道事業に係る資金不足比率の報告について申し

上げます。 

 報告第１０号につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条

第１項及び第２２条第１項の規定により、令和４年度における本市の実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率と各公営企業に係る資金不足

比率について、監査委員の意見を付して議会に報告するものであります。 

 内容につきましては、健全化判断比率等報告書に記載のとおりでありますが、実

質赤字比率及び連結実質赤字比率については、黒字決算のため該当がありません。

また、実質公債費比率は対前年度比０.３ポイント増の７.０％、将来負担比率は対

前年度比７.８ポイント減の２８.０％となっており、本市における早期健全化基準

を大きく下回る数値となっております。 

 次に、公営企業会計に係る資金不足比率について申し上げます。 

 資金不足比率については、公営企業の全ての会計において資金不足となっていな

いため該当がありません。 

 なお、これらの指標については、議会への報告の後、公表することとしておりま

す。 

 報告第１１号につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２

条第１項の規定により、令和４年度における芦原温泉上水道財産区水道事業会計の

資金不足比率について、監査委員の意見を付して議会に報告するものであります。 

 内容につきましては報告書に記載のとおりでありますが、資金不足比率について

は資金不足となっていないため該当がありません。 

 以上、ご報告いたします。 

○議長（毛利純雄君） 報告第１０号及び報告第１１号は、これをもって終結します。 

                                        

   ◎議案第４２号及び議案第４３号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・討論・採決 

○議長（毛利純雄君） 日程第６、議案第４２号、専決処分の承認を求めることについ

て（令和５年度あわら市一般会計補正予算（第４号））、日程第７、議案第４３号、
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専決処分の承認を求めることについて（令和５年度あわら市公共下水道事業会計補

正予算（第２号））、以上の議案２件を一括議題とします。 

○議長（毛利純雄君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました、議案第４２号及び議案第４３号の専

決処分の承認を求めることについての提案理由を申し上げます。 

 議案第４２号、令和５年度あわら市一般会計補正予算（第４号）につきましては、

７月１２日からの大雨に伴う被災施設の復旧等に要する経費２億１,９０８万７,０

００円を計上し、補正後の予算総額を１５０億２,５７７万６,０００円としたもの

であります。 

 歳出の主なものといたしまして、災害復旧費では、農地災害復旧費で、農地災害

復旧工事１,３００万円、農業用施設災害復旧費で、農業用施設災害復旧工事２,１

１０万円、災害復旧事業補助金１,９４５万円、林業施設災害復旧費で、林業施設災

害復旧工事２,０７０万円、道路橋梁災害復旧費で、道路橋梁災害復旧工事５,６８

６万９,０００円、河川災害復旧費で、河川災害復旧工事３,２５０万円などを計上

いたしております。 

 歳入といたしましては、分担金及び負担金９９６万円、国庫支出金３,２４１万５,

０００円、県支出金２,４３６万５,０００円、繰越金５,４７４万７,０００円、市

債９,７６０万円を計上しており、８月４日付で専決処分を行ったものであります。 

 次に、議案第４３号、令和５年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第２号）

につきましては、７月１２日からの大雨に伴う被災施設の復旧に要する経費を計上

しております。 

 収益的収入の営業外収益で災害共済金１４９万２,０００円を計上しております。 

 また、収益的支出の営業費用でポンプ所内清掃委託料１４０万１,０００円、設備

修繕料１５８万４,０００円などを計上しており、８月４日付で専決処分を行ったも

のであります。 

 以上、２議案につきましてご審議をいただき、ご承認を賜りますようお願いを申

し上げます。 

○議長（毛利純雄君） 上程議案に対する総括質疑を許可します。 

○議長（毛利純雄君） 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 質疑なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） ただいま議題となっています議案第４２号及び議案第４３号の

２議案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採

決したいと存じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 異議なしと認めます。 
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○議長（毛利純雄君） これより討論、採決に入ります。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第４２号、専決処分の承認を求めることについて（令和５

年度あわら市一般会計補正予算（第４号））について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第４２号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第４２号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第４３号、専決処分の承認を求めることについて（令和５

年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第２号））について、討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第４３号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第４３号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

                                        

   ◎議案第４４号から議案第５３号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（毛利純雄君） 日程第８、議案第４４号、令和４年度あわら市一般会計歳入歳

出決算の認定について、日程第９、議案第４５号、令和４年度あわら市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１０、議案第４６号、令和４年度

あわら市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１１、議案

第４７号、令和４年度あわら市農業者労働災害共済特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第１２、議案第４８号、令和４年度あわら市公共用地先行取得事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１３、議案第４９号、令和４年度あわ

ら市水道事業会計決算の認定について、日程第１４、議案第５０号、令和４年度あ

わら市公共下水道事業会計決算の認定について、日程第１５、議案第５１号、令和
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４年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定について、日程第１６、議案

第５２号、令和４年度あわら市水道事業会計剰余金の処分について、日程第１７、

議案第５３号、令和４年度あわら市公共下水道事業会計剰余金の処分について、以

上の議案１０件を一括議題といたします。 

○議長（毛利純雄君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました議案第４４号、令和４年度あわら市一

般会計歳入歳出決算の認定についてから議案第５３号、令和４年度あわら市公共下

水道事業会計剰余金の処分についてまでの各会計決算の認定及び剰余金の処分に係

る１０議案について、提案理由を申し上げます。 

 議案第４４号から議案第５１号までの８議案につきましては、一般会計をはじめ

とする各会計における令和４年度決算を監査委員による決算審査意見書を付して提

出するもので、地方自治法及び地方公営企業法の規定により、議会の認定をお願い

するものであります。 

 まず、議案第４４号、一般会計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

 一般会計の歳入総額は１９８億２,６８６万８,８４０円、歳出総額は１８８億３,

９１３万５,３３６円で、歳入歳出差引額は９億８,７７３万３,５０４円となってお

ります。この中には、繰越明許費として令和４年度へ繰り越すべき財源５,７５５万

６,８５６円が含まれていますので、歳入歳出差引額からこの額を差し引いた実質収

支額は９億３,０１７万６,６４８円となるものであります。 

 歳入の主なものは、収入済額の多い順に申し上げますと、市税４４億８,９６６万

６,６９７円、地方交付税３８億８,４１６万６,０００円、国庫支出金３４億３７６

万１,５４７円、県支出金１６億１,３２２万６,４６８円、市債１５億１,５００万

９,０００円、繰越金１２億４,２１０万７,９０５円、繰入金９億４,６３８万３,９

０２円などとなっております。 

 一方、歳出の主なものにつきましては、支出済額の多い順に申し上げますと、土

木費４１億５,２７２万４,４９５円、総務費１７億１,８６６万５,００６円、諸支

出金１５億７,１０９万６,９０２円、公債費１５億６,６３８万８,７４８円、教育

費１３億８,３７４万９,９９２円、衛生費１０億１,４８５万７,７２０円、商工費

９億７,３８６万３,８９８円、農林水産業費９億２,６７４万９,８９２円などとな

っております。 

 次に、特別会計の決算について申し上げます。 

 議案第４５号、国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は２９

億３００万９,０５７円、歳出総額は２８億３２７万７,９４３円で、歳入歳出差引

額は９,９７３万１,１１４円となっております。 

 歳入の主な内訳といたしましては、県支出金２０億６,２６１万２,５１５円、国

民健康保険税５億３,０５０万５,５４１円、繰入金１億９,３０４万８,８３４円な



11 

 

どとなっております。 

 一方、歳出の主な内訳といたしましては、保険給付費２０億２,７１０万３,３５

９円、国民健康保険事業費納付金６億８,６８０万８,５８０円などとなっておりま

す。 

 議案第４６号、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は４

億２,２８４万２,８８０円、歳出総額は４億２,２７５万６,５８０円で、歳入歳出

差引額は８万６,３００円となっております。 

 歳入の主な内訳といたしましては、後期高齢者医療保険料３億４,１１０万６５０

円などとなっております。 

 一方、歳出の主な内訳といたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金４億１,

８４６万９,３１１円などとなっております。 

 議案第４７号、農業者労働災害共済特別会計歳入歳出決算については、歳入総額

は２４３万７,１８８円、歳出総額は２４２万７,８６０円で、歳入歳出差引額は９,

３２８円となっております。 

 歳入の主な内訳といたしましては、共済掛金１１７万３,０００円などとなってお

ります。 

 一方、歳出の主な内訳といたしましては、共済諸費１６４万２,９６０円などとな

っております。 

 議案第４８号、公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算については、歳入総

額は７６８万５,１６４円、歳出総額は７６８万５,１６４円で、歳入歳出差引額は

ゼロ円となっております。 

 歳入の内訳といたしましては、市債４６０万円、繰入金３０８万５,１６４円とな

っております。 

 一方、歳出の内訳といたしましては、公共用地先行取得事業費７６８万５,１６４

円となっております。 

 続いて、公営企業会計の決算について申し上げます。 

 議案第４９号、水道事業会計決算については、収益的収入及び支出で、水道事業

収益７億７,９２６万７,２２３円に対し、水道事業費用７億２,３６９万４,５０７

円で、５,５５７万２,７１６円の利益となりますが、損益計算は消費税抜きの計算

となっていますので、消費税調整後の純利益は４,７１６万５９９円となっておりま

す。 

 次に、資本的収入及び支出では、収入額７,７３５万３,３３７円に対し、支出額

１億７,８５９万８,４９９円で、１億１２４万５,１６２円の収入不足となっており

ます。この不足額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額８４０万２,５７９円、過年度分損益勘定留保資金７,６０３万９,３９４円、当年

度分損益勘定留保資金１,６８０万３,１８９円で補塡しております。 

 議案第５０号、公共下水道事業会計決算については、収益的収入及び支出で、下

水道事業収益１２億２,２０９万６,０５７円に対し、下水道事業費用１１億２,６３
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６万２,２３８円で、９,５７３万３,８１９円の利益となりますが、損益計算は消費

税抜きの計算となっておりますので、消費税調整後の純利益は９,４５８万９,３８

０円となっております。 

 また、資本的収入及び支出では、収入額４億４,２４０万５,５３２円に対し、支

出額９億１,７４９万８,６７６円で、４億７,５０９万３,１４４円の収入不足とな

っております。この不足額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額１１４万４,４３９円、過年度分損益勘定留保資金１,４４２万５,８２１

円、減債積立金取崩額８,４００万円、当年度分損益勘定留保資金３億７,５５２万

２,８８４円で補塡しております。 

 議案第５１号、芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算については、収益的収入

及び支出で、水道事業収益２億２３９万８,５７８円に対し、水道事業費用１億７,

６９５万４８８円で、２,５４４万８,０９０円の利益となりますが、損益計算は消

費税抜きの計算となっておりますので、消費税調整後の純利益は２,３３５万８,０

００円となっております。 

 また、資本的収入及び支出では、収入額２７万８,５００円に対し、支出額３,１

３７万８,８０６円で、３,１１０万３０６円の収入不足となっております。この不

足額につきましては、当年度分損益勘定留保資金２,９４６万１,９１８円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１６３万８,３８８円で補塡しておりま

す。 

 議案第５２号、令和４度あわら市水道事業会計剰余金の処分については、令和４

年度決算に係る剰余金の処分について、地方公営企業法第３２条第２項の規定によ

り、議決を求めるものであります。 

 当年度未処分利益剰余金５億８,５４１万９,２４９円のうち、建設改良積立金に

４,７００万円を積み立てるものであります。なお、残額５億３,８４１万９,２４９

円については、翌年度繰越利益剰余金として次年度に繰り越すこととしております。 

 議案第５３号、令和４度あわら市公共下水道事業会計剰余金の処分については、

令和４年度決算に係る剰余金の処分について、地方公営企業法第３２条第２項の規

定により、議決を求めるものであります。 

 当年度未処分利益剰余金１億６,２２６万３５０円のうち、減債積立金に９,４０

０万円を積み立てるものであります。なお、残額６,８２６万３５０円については、

翌年度繰越利益剰余金として次年度に繰り越すこととしております。 

 以上、１０議案につきましてご審議いただき、妥当なるご決議を賜りますようお

願いを申し上げます。 

○議長（毛利純雄君） それでは、上程議案に対する総括質疑を許可します。 

○議長（毛利純雄君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 質疑なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） ただいま議題となっています議案第４４号から議案第５３号ま
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での１０議案については、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、予算決

算常任委員会に付託します。 

 ここで、伊東代表監査委員の退席を許可します。お疲れさまでした。 

（伊東代表監査委員 退席） 

                                        

   ◎議案第５４号及び議案第５５号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（毛利純雄君） 日程第１８、議案第５４号、令和５年度あわら市一般会計補正

予算（第５号）、日程第１９、議案第５５号、令和５年度あわら市水道事業会計補正

予算（第１号）、以上の議案２件を一括議題といたします。 

○議長（毛利純雄君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました議案第５４号、令和５年度あわら市一

般会計補正予算（第５号）及び議案第５５号、令和５年度あわら市水道事業会計補

正予算（第１号）の２議案について、提案理由を申し上げます。 

 議案第５４号、令和５年度あわら市一般会計補正予算（第５号）につきましては、

歳入歳出予算にそれぞれ１億３,２５３万７,０００円を追加し、予算の総額を１５

１億５,８３１万３,０００円とするものであります。 

 まず、歳出の主なものをご説明いたします。 

 総務費では、財産管理費で、庁舎改修工事５５０万円、地域活性化推進費で、あ

わら市ＭａａＳ実証実験委託料５５０万円、Ｕ２９夫婦支援金９９０万円を計上す

る一方で、情報化推進費で、福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金８６５万１,

０００円を減額しております。 

 民生費では、令和４年度における実績の確定に伴う国や県への返還金として、障

害者福祉費で、障害者自立支援給付費国庫負担金返還金など１,５３２万３,０００

円、こども園費で、認定こども園運営費負担金返還金など１,１１１万４,０００円、

子育て世帯生活支援特別給付費で、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業国庫補

助金返還金４５２万２,０００円、生活保護扶助費で、生活保護費国庫負担金返還金

など３,４７７万６,０００円を計上する一方で、老人福祉総務費で、坂井地区広域

連合負担金２,８４１万１,０００円を減額しております。 

 衛生費では、新型コロナウイルス対策費で、ワクチン接種委託料８６０万８,００

０円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金など６４

３万５,０００円を計上する一方で、環境衛生費で、坂井地区広域連合負担金３１８

万円、塵芥処理費で、福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金８１８万円を減額

しております。 

 農林水産業費では、農地費で、農業水利施設電気料金高騰対策事業補助金１５０

万円を計上しております。 
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 商工費では、商工振興費で、電気・ガス料金高騰対策支援金２,０００万円、観光

費で、魅力発信事業委託料５００万円、北陸新幹線開業機運醸成イベント委託料５

００万円、インバウンドコンテンツ造成・販路整備事業委託料５９５万円、観光ま

ちづくりビジョン策定会議運営業務委託料６３０万円を計上しております。 

 教育費では、文化振興費で、観光施設高付加価値化改修事業補助金１,０００万円

を計上しております。 

 災害復旧費では、農地災害復旧費で、農地災害復旧工事３００万円を計上してお

ります。 

 一方、歳入につきましては、国庫支出金３,７６０万８,０００円、県支出金２,４

２９万６,０００円、繰入金１,５５０万円、繰越金６,６６５万円などを計上する一

方、市債で１,４１６万７,０００円を減額しております。 

 議案第５５号、令和５年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号）につきまし

ては、資本的支出の建設改良費で、配水管布設替工事１,０６０万円を計上しており

ます。 

 以上、２議案につきましてご審議いただき、妥当なるご決議を賜りますようお願

いを申し上げます。 

○議長（毛利純雄君） 上程議案に対する総括質疑を許可します。 

○議長（毛利純雄君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 質疑なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） ただいま議題となっています議案第５４号から議案第５５号ま

での２議案については、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、予算決算

常任委員会に付託します。 

                                        

   ◎議案第５６号から議案第５８号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（毛利純雄君） 日程第２０、議案第５６号、あわら市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について、日程第２１、議案第５７号、あわら市放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、日程第２

２、議案第５８号、セントピアあわら条例の一部を改正する条例の制定について、

以上の議案３件を一括議題とします。 

○議長（毛利純雄君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました議案第５６号、あわら市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定についてから議案第５８号、セントピアあわら条例の一部を改正する条
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例の制定についての３議案の提案理由を申し上げます。 

 議案第５６号、あわら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、引用す

る条項を改めるものであります。 

 議案第５７号、あわら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定については、国が定める放課後児童健全育

成事業実施要綱の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件である認定資格研

修の終了期限について、所要の改正を行うものであります。 

 議案第５８号、セントピアあわら条例の一部を改正する条例の制定については、

昨今の電気料金や燃料費、人件費の高騰などにより、施設維持管理経費が増大して

いることから、今後のセントピアあわらの経営健全化と安定した施設の維持管理を

図るため、入浴料金を改定するものであります。 

 以上、３議案につきましてご審議いただき、妥当なるご決議を賜りますようお願

いを申し上げます。 

○議長（毛利純雄君） 上程議案に対する総括質疑を許可します。 

○議長（毛利純雄君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 質疑なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） ただいま議題となっています議案第５６号から議案第５８号ま

での３議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常

任委員会に付託します。 

                                        

   ◎議案第５９号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（毛利純雄君） 日程第２３、議案第５９号、あわら市監査委員の選任について

を議題といたします。 

○議長（毛利純雄君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました議案第５９号、あわら市監査委員の選

任についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、地方自治法第１９６条第１項の規定により、あわら市監査委員として、

杉本一氏を選任するに当たり、議会の同意をお願いするものであります。 

 現監査委員は、１２月１日で任期満了となりますので、その後任として同氏を選

任するものであります。 

 杉本氏は、人格が高潔で、行政運営に関し優れた識見を有し、監査委員として適

任であると思われますので、よろしくご審議をいただきますよう、お願いを申し上

げます。 
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○議長（毛利純雄君） 上程議案に対する質疑を許可します。 

○議長（毛利純雄君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 質疑なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） ただいま議題となっています議案第５９号につきましては、会

議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 異議なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより討論、採決に入ります。 

○議長（毛利純雄君） 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより議案第５９号を採決します。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第５９号、あわら市監査委員の選任については、原案のとおり

同意することに決定いたしました。 

                                        

   ◎陳情第１号及び陳情第２号の上程・委員会付託 

○議長（毛利純雄君） 日程第２４、陳情第１号、飲酒運転根絶に関する議会決議要望

書、日程第２５、陳情第２号、四半世紀に及ぶ１日平均１万人以上の乗客の新幹線

敦賀駅での乗換えをやめ、新幹線大阪延伸完成まで、現行の特急「サンダーバード」

「しらさぎ」を存続させるよう国に対し、意見書を提出することを求める陳情につ

いてを議題とします。 

○議長（毛利純雄君） 陳情第１号及び陳情第２号については、お手元に配付してあり

ます請願・陳情等文書表のとおり、総務厚生常任委員会に付託します。 

                                        

   ◎散会の宣言 

○議長（毛利純雄君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、９月６日は午前９時３０分から会議を開きます。 

 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。 

（午前１０時２３分） 
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  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  令和  年  月  日 

 

               議  長 

 

 

               署名議員 

 

 

               署名議員 
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第１１７回あわら市議会定例会議事日程 

 

                         第 ２ 日 

                         令和５年９月６日（水） 

                         午前９時３０分開議 

 

１.開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 一般質問 

 

 （延  会） 
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出席議員（１６名） 

   １番 三 上 寛 了     ２番 青 柳 篤 始 
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   ◎開議の宣告 

○議長（毛利純雄君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（毛利純雄君） 本日の出席議員数は、１６名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（毛利純雄君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前９時３０分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（毛利純雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番、山田重喜君、

１２番、八木秀雄君の両名を指名します。 

                                        

   ◎一般質問 

○議長（毛利純雄君） 日程第２、これより一般質問を行います。 

◇木下勇二君 

○議長（毛利純雄君） 通告順に従い、４番、木下勇二君の一般質問を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、通

告順に従い、４番、木下勇二、一般質問をさせていただきます。 

 私のほうからは、今回、地籍調査の推進についてと豪雨による被害対策について、

２項目について一般質問をさせていただきます。分割質問分割答弁方式で行います。

よろしくお願いします。 

 まず、地籍調査の推進についてでございます。 

 人口減少とともに大量相続時代の到来が見込まれる今日、所有者が不明の土地が

全国的に増え、深刻な社会問題となっております。その面積は九州よりも広く、国

土の２２％を占めると言われており、今後さらに大きな問題になることが予想され

ます。 

 こうした所有者不明の土地の拡大は、災害復旧をはじめ道路整備や山林管理、農

地の集約、地籍調査など公共的事業を進める際に、事業の長期化やコスト増のみな

らず、民間の土地取引を停滞させ、経済成長の阻害要因になる可能性があります。 

 所有者不明の土地問題については、国がようやく制度改正に向けて動き出しまし

た。今年度には特別措置法が成立し、令和６年４月１日より土地の相続が義務化さ

れるなど土地収用手続の簡素化が進みます。しかし、これらはあくまで当面の対策

であり、基本的には、こうした土地が生まれないようにする措置が必要です。その

ため、現在、国において土地制度の抜本的な見直しを行う方針が出されております。 

 こうした中で、地籍調査はますます重要であると私は考えます。 
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 地籍調査は、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積

を測量する調査で、地籍とは、いわば土地に関する戸籍のことです。各個人には固

有の戸籍という情報があり、様々な行政場面で活用されているのと同様に、土地に

ついても地籍の情報が行政の様々な場面で活用されております。 

 我が国では、土地に関する記録は法務局、いわゆる登記所において管理されてい

ますが、土地の位置や形状等を示す情報として登記所に備えている地図や図面は、

その半分ほどが明治時代の地租改正の時に作られた地図（公図）などを基にしたも

のであります。そのため、登記所に備え付けられている地図や図面は、境界や形状

などが現実とは異なっている場合が多くあり、また、登記簿に記載された土地の面

積も、正確ではない場合があるのが実態であります。地籍調査が行われることによ

り、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されるこ

とになります。 

 地籍調査事業を行うことによる効果は様々あります。公共事業の円滑化として、

各種公共事業の計画策定、用地買収範囲の特定が地籍図上でできるため、事業の円

滑化やコスト縮減が図られます。また、災害等の復旧として、一筆ごとの境界が経

緯度と結びつけられているため、災害等により地形が変化しても元の境界を復元す

ることが可能であり、復旧作業を容易に進めることができます。 

 さらに、公租・公課等の負担の公平化として、正確な地目、面積が課税情報に反

映されるため、税金・水利費用等の負担の公平化を図ることができます。 

 先ほども述べさせていただきましたが、土地所有者不明の土地問題解決について

は地籍調査の実施が重要であると考えますが、あわら市の見解をお伺いします。地

籍調査が公共事業の円滑化や効率化にどのような効果をもたらしているのかお伺い

します。また、土地情報の正確性や公平性を確保するために、市当局がどのような

取組を行っているのかお伺いします。 

 さらに、あわら市における地籍調査の現状と進捗状況についてお伺いします。特

に、地籍調査の要調査面積やその進行度をお伺いします。また、地籍調査のための

予算や人員配置についてもお伺いしたいと思います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 土地所有者不明の土地問題解決については地籍調査の

実施が重要であると考えるが、市の見解は、また、どのような取組を行っているの

かとのご質問にお答えします。 

 土地所有者不明の問題を解決するために、国は、相続登記の義務化、相続土地国

庫帰属法の創設、所有者情報変更の登記義務化の取組を行っているところです。 

 これは、議員ご指摘のとおり所有者不明の土地の存在により、災害復旧事業や公

共事業が長期化、また、コストが増えるなどの問題が生じるおそれからです。 

 一方、あわら市においては、これまで地籍調査を行ってきた中で、このような問
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題は、ほとんど生じておらず、この所有者不明の事柄で事業が進まなかった、ある

いは、事業費が増大した事例はございません。 

 確かに地籍調査をきっかけに、災害復旧や公共事業の問題を解決することにつな

がることは考えられますが、地籍調査事業は、あくまで境界の確定を主としており、

所有者や相続などの権利関係を明らかにしていくことを目的としておりません。 

 さきにも述べたように、所有者不明の土地については、国が対策を講じており、

あわら市としては、法務局からの調査依頼や協力要請にお応えすることとしており

ます。 

 次に、あわら市の地籍調査の現状と進捗状況はどうかについてお答えをいたしま

す。 

 あわら市での地籍調査における要調査面積は、８２.３９㎢で、そのうちこれまで

の地籍調査実施済面積は、６.９㎢です。率にすると、８.４％で全体から見ても進

んでいる状態とは言えません。 

 このようになかなか進まない理由といたしましては、集落ごとの決められた区域

において、土地の境界を決定していく中で、地元区民の皆様のご協力がなければ進

まない事業だからです。 

 地籍調査事業の進め方としては、あわら市内の集落からの要望によって、実施順

番を決めて進めており、１地区約５年から６年で終了する予定をしています。 

 これまでに実施してきた例で申し上げますと、集落に調査に入ってから、この境

界の決定に時間を要したり、あるいは、その境界決定により、新たな問題が発生し

たりなど、事業に入ってからトラブルになるケースも多くございます。 

 このような問題が起こらないように、平成２６年度からは、実施事業に関する区

民皆様全員の同意印をいただいております。 

 土地問題は解決が難しく、長期化することもありますが、将来に禍根を残さない

よう、これからも慎重に対応し、また、地籍調査の重要性をしっかりと市民の皆様

に情報発信しながら、調査を進めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） これは農林水産課で出している「地籍調査の進め方」と題した

パンフレットであります。恐らくこれから地籍調査に取り組もうとする区民に対し

て配布する資料だと思います。 

 この資料によりますと、全国の地籍調査実施状況として、進捗率は全国で５２％

となっております。また、福井県は１４％となっております。あわら市の実施状況

は、先ほどご答弁がありましたように、地籍調査要調査面積８２.３９㎢のうち地籍

調査実施面積は６.９㎢で全体の８.４％ということでありますが、あわら市は非常

に地籍調査の取組が遅れているということを感じられますが、遅れている理由につ

いてお伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） ただいまのあわら市の地籍調査の取組が非常に遅れて

いる理由についてお答えをいたします。 

 先ほどの答弁でもございましたけれども、地籍調査は地元地区の皆様の協力がな

ければ進まない事業であることと、また、調査を開始するに当たり、区民全員の同

意をいただくことも事業が進みにくい要因の一つとなっております。 

 また、調査方針として、市街地や村部の宅地を優先して調査を進めております。

要調査面積８２.３９㎢のうち宅地以外の農地、山林が５７.１６㎢あり、約７０％

を占めている状況です。これが進捗状況にも影響していると考えられます。宅地の

要調査面積９.０７㎢で計算しますと、宅地部分約７６％が完了しているような状況

でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） 地籍調査の進捗率が全体の８.４％と低い状況であります。この

遅れの主な要因は、進捗を妨げる要素として、地元地区の皆様の協力を得なければ

進まない事業であること、また、調査を開始するに当たり区民全員の同意印をいた

だくことであるとの答弁でありましたが、市としてこれらの遅れの改善策について

具体的な検討をしているのかお伺いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 地籍調査は境界を決定する重要な事業であるため、性

急に事業を展開するものではないと認識をしております。実施する地区への丁寧な

説明と十分な理解を得ることが第一と考えており、今後も実施前には地区説明会を

開催して進めていきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） 引き続き地籍調査の取組の遅れていることに関する幾つかの点

についてお伺いします。 

 まず、地元地区の皆様の協力が必要なこと、また、区民全員の同意印を集めるこ

とが、進行の障害となっているとのご答弁でありましたが、このような協力と同意

印の取得に関して、市がどのような取組を行っているのかお伺いします。 

 また、市民の理解と協力を得るため、啓蒙活動やコミュニケーションの戦略につ

いてもお伺いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 今の、地区の同意印の取得に関しての取組などについ

てのご質問にお答えをいたします。 

 先ほどの答弁でもありましたとおり、事業実施前に地区への説明会を実施してお
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ります。また、今後に向けて事業の趣旨についてより分かりやすい説明資料の作成

や、ホームページでのより多くの方への周知などを実施していきたいと考えており

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） 次に、宅地以外の農地や山林の調査が進捗に影響を及ぼしてい

るとのことでありますが、これらのエリアの調査を進めるための具体的な施策や方

策があるか教えてください。市がどのようにして、これらのエリアの調査をスムー

ズに進め、地籍調査全体の進捗を加速させる計画を持っているのかお伺いします。 

 また、宅地の要調査面積が７６％完了しているということでありますが、これま

での調査データ、成果を最大限に活用し、残りの調査を進めるための戦略について

お伺いします。市がどのようにして、過去の実績を次のステップに生かし、全体の

進捗を高めるための取組を行っているのか、お伺いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 住宅、農地、山林などのエリアの調査をするための方

針等があるのか、また、これまでの実績をどのように活用しているのか、これらに

ついてお答えをしたいと思います。 

 まず、あわら市において、地籍調査事業は、宅地部、優先して行っていく方針と

しております。これは、山林や農林に比べまして、現在の公図の精度、信憑性があ

る程度見込めるため、宅地を優先しております。 

 また、これまでの事例を基に、事業に入ってから新たなトラブルが起こらないよ

うに、事業前に区民の皆様に事業の趣旨をご理解いただき、事業実施への同意印を

いただいているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） 次に、市民の皆さんに対する情報提供と連携についてお伺いし

ます。 

 市がどのようにして、市民に対して地籍調査の進捗状況や重要性を伝え、市民の

関心と協力を引き出すための取組を行っているのか、お伺いします。 

 また、市民参加型の取組やアクションについてもお伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 市民の皆様に対する情報提供と協力を得るための取組

につきまして、お答えをいたします。 

 現在、市では地籍調査事業についてはホームページ等で事業の概要や必要性をお

知らせしているところでございます。地区皆様の協力要請等につきましては、事業

実施前の集落説明会において、丁寧な説明を行っております。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） 地籍調査は、何といっても市民に大きなメリットがあります。

個人で境界を確定しようとすれば、土地家屋調査士に依頼すると数十万円かかりま

す。これが無料で行政が間に入り境界確定をしてくれるのであります。どの点から

見ても、地籍調査は推進すべき事業だと私は考えます。 

 あわら市が誕生した平成１６年には、農林水産課内に地籍調査室を設置して地籍

調査の実施推進を図っていたと思いますが、現在ありません。なぜですか、お伺い

します。 

 そもそも、あわら市において、地籍調査に取り組む基本計画及び達成目標年度等

はないでしょうか、お伺いします。 

 また、近年大きく予算を減額しています。来年度以降の見通しと、全体の、何年

で終えようとしているのか、お伺いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） ただいまのご質問にお答えします。 

 地籍調査の事業の実施により土地に関する情報が正確なものに改められ、その情

報を基に、土地の境界を現地に復元することが可能になります。よって、土地取得

や公共事業の円滑化はもとより、災害発生における早期の復旧、まちづくりの効率

性、それから高速化のメリットが創設をされます。 

 地籍調査室につきましても、旧芦原町、これ、設置されておりましたけれども、

合併後、農林水産課において設置をされております。 

 地籍調査室、これはなくなっておりますけど、専任の事務職員を置いて、対応を

行っているところでございます。 

 計画基本計画等についてですが、これまで作成はされておりません。これは、計

画どおりに進みにくい、また、計画どおりに完了しないことが原因になっているか

らと推測されます。先ほども述べたとおり、地元行政区の協力なしでは進めない事

業だからです。したがいまして、あわら市全域を、全てを完了できる年度は現在未

定でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） 地籍調査の遅れは市民や土地所有者にとって重大な問題であり

ます。不確定性や不利益を生じる可能性があります。今後とも地籍調査の遅れの解

消や市民の利益保護のために対策を進めるべきと考えますが、最後に市長の考え方

をお伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 地籍調査事業は、議員ご指摘のとおり、メリットも大変大きい
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事業であると私も思います。ただ、個人間の所有地境界の問題という内容が含まれ

ておりますので、慎重に進めなければならないという、そんな思いもしております。 

 土地の境界問題は解決が難しく、全国的に調査が完了しないまま長期化している

例が多数ございます。 

 部長の答弁との繰り返しになりますが、地籍調査は、地元地区の皆様の協力がな

ければ進まない事業でございます。市だけで推し進めることは困難でございます。 

 今後も、地区の皆様と協議をしながら、状況に合わせて進めていき、公共事業の

効率化や、課税の適正化・公平化などを念頭に、前向きに取り組んでいきたいと思

っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） 地籍調査事業は予算的なことや、何より人的負担など担当の方々

には労力をおかけすると思いますが、登記手続の簡素化・費用削減、土地の有効活

用の促進、各種公共事業の効率化など多方面での利活用が期待されます。土地境界

の調査に必要な「人証」も時間が経過すればするほど困難となり待ったなしの状況

であります。 

 何より昨今日本各地で頻発しております大規模災害等の懸念もあるので早期の復

旧・復興への対策にもつながります。地籍調査は、土地をめぐる行政活動・経済活

動全ての基礎データを築くものであり、いずれは全ての地域で完了されるものと考

えます。 

 ただいまは、市長から、長年未着手だった地籍調査地区の着手に向けて前向きに

推進していただけるとのご答弁をいただきましたので、あわら市民のため早期の着

手をお願いしまして、１問目の地籍調査の質問を終わりたいと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 続きまして、豪雨による被害対策についてお伺いします。 

 今年７月に発生した九州北部、山陰、石川県、福井県、秋田県における線状降水

帯による豪雨浸水災害や土砂災害で多くの被害と犠牲者が出ました。犠牲になられ

た方々のご冥福をお祈りし、ご遺族に対し衷心より哀悼の意を表させていただきま

す。また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、被災地の一日も

早い復旧・復興を願っております。 

 あわら市においても、７月１２日から１３日にかけて発生した線状降水帯による

豪雨はかつてないほどの規模であり、市内では床上浸水や家屋への土砂流入など深

刻な被害が多数発生し、市民の生命と財産に多大なる影響を及ぼしました。被災さ

れました市民の皆様に心よりお見舞い申し上げる次第であります。 

 市民の皆様は大変な不安と苦しみを抱え、復旧・復興に向けて支援を求めており、

今後における市の豪雨による被害について、市民の安全と防災対策の重要性を改め

て考える必要があると痛感しております。 

 私自身、過去にも土砂災害対策に関する一般質問をさせていただいた経験があり
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ますが、改めて重要性を感じております。豪雨による浸水被害や土砂災害でこれま

での取組はどのようなものであったのか、また、その効果や課題について評価を求

める次第であります。 

 そこで、７月の豪雨での市内全体の被災状況及び被災地の復旧・復興に向けての

取組、市の予算と支援策の検討についてお伺いします。また、私はこのような豪雨

災害に何よりも大切なことは、市民の皆様方に身近な災害リスクや避難所などの防

災情報をしっかりと説明し、環境を整えておくことだろうと思います。 

 あわら市において、災害対応力を強化するためにどのような取組がされているの

か、また、市民の皆様へ啓発活動の状況について、市の考えをお伺いします。 

 さらには、台風やゲリラ豪雨など災害が激甚化、頻発化する中、備えは万全を期

さなければなりません。竹田川流域における治水対策が計画的に進められていると

思いますが、その進捗状況についてお伺いします。 

 また、豪雨による浸水被害を最小限に抑えるために、市内排水システムの強化に

ついて、どのような施策を計画していますか、お伺いします。 

 以上、１回目の質問とします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） １点目の７月豪雨での市内全体の被災状況及び被災地の復旧・

復興に向けての取組はどうなっているのかというご質問にお答えをいたします。 

 今回の豪雨での被害状況につきましては、人的被害はなかったものの、物的被害

としまして、住家への土砂流入や床上床下浸水が２４棟、小屋等への浸水被害が３

２か所となっております。 

 農林業被害では法面崩壊などで農地３９か所、農業用施設７４か所、土木施設被

害では、法面・護岸崩壊などで、河川６か所、道路３０か所、下水道施設では、道

路陥没による汚水管渠破断１か所、浸水による汚水ポンプ停止１か所の被害が市内

各地で発生したところでございます。 

 こうした状況を踏まえ、市では、今回の豪雨による復旧対策として、一般会計及

び公共下水道事業会計の補正予算を編成し、８月４日付、両会計合計で２億２,２４

８万５,０００円を専決処分いたしました。 

 市といたしましては、被災された皆様の安全と生活の安定を図るため、土木施設

や下水道施設については年度内の復旧に努めてまいります。また、農林業被害につ

いては、来年度にわたりますが、できるだけ早い段階での復旧に努めてまいります。 

 次に、２点目の災害対応力を強化するためにどのような取組がされているのかと

いうご質問にお答えします。 

 市では、県内外の自治体・各種事業所と災害時応援協定を締結しております。 

 今回の豪雨では、指中区・細呂木区・富津区において、大量の災害廃棄物が発生

しましたが、一般社団法人福井県産業資源循環協会と災害時における災害廃棄物の

処理に関する協定を締結していたことで、迅速に廃棄物の処理を行うことができま
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した。 

 今後とも、企業や関係団体との災害時応援協定の締結を進めていくとともに、平

常時から緊急時の連絡体制の確認を行うなど、実効性の確保に努めてまいります。 

 また、市では、地域の防災力、災害対応力を高める取組として、毎年、総合防災

訓練を行っており、各区において、一時避難場所への避難訓練や安否確認を行って

おります。 

 その他、地域の防災力・災害対応力を高める取組として、あわら市防災士の会な

どと連携し、各地区において、各種防災講座を実施しております。 

 この講座では、市民の皆様が身近な場で防災に関する知識を学べるよう、地域ご

との特性やその地域で起こり得る災害リスクに応じた防災対策の有用性などを説明

しております。 

 また、市内の小・中学生を対象に、実際の災害事例を交えながら、防災に関する

授業を実施しております。 

 子どもの頃から実践的な防災対策を学ぶことにより、自らの命は自らが守るとい

う意識が醸成され、一人一人の防災力の向上につながることを期待しております。 

 今後とも、地域ごとのニーズや世代に応じたアプローチを行い、市民全体がより

災害対応力を高められるよう、関係機関と協力し、災害に強いまちづくりに努めて

まいります。 

 ３点目の質問については、土木部長からお答えをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 土木部長、西川秀和君。 

○土木部長（西川秀和君） ３点目の竹田川流域における治水対策計画の進捗状況はど

うかとのご質問にお答えします。 

 竹田川の河川管理者である福井県は、昭和５０年より九頭竜川合流点から上流に

向かって順次、河川改修を進めております。 

 令和４年度末での進捗状況は、角屋区で、河道拡幅に支障となる排水機場や北陸

電力の鉄塔などの移設補償のほか、新しい堤防の盛土工事を進めているところです。 

 今後も引き続き計画的に改修を進めていくと聞いております。 

 本市としましても、竹田川の整備促進を図るため、竹田川河川改修促進協議会で、

坂井市と連携して、国や県に対し、防災・減災に向けて、早期完成を強く要望して

いるところです。 

 次に、４点目の市内の排水システムの強化について、どのような施策を計画して

いるのかとのご質問にお答えします。 

 芦原温泉街や金津市街地の排水については効率的な排出を目的に都市排水路が整

備されております。 

 特に芦原温泉街においては、過去に浸水被害等が頻発したことから、令和２年度

までは、計画的に雨水管渠や汚水管渠の整備を進めてまいりました。 

 しかしながら、都市排水路の整備には莫大な費用が必要となることに加え、下水
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道事業の経営が大変厳しい状況であることから、令和３年度からは建設改良費用を

３,０００万円に縮小して、現在は国が示す令和８年度までの下水道施設の完成目標

に合わせ、汚水管渠の整備を優先しており、雨水管渠の整備は見合わせております。 

 そのような中、浸水被害を運用面でカバーするため、本年度に、監視カメラや及

び水位計を東温泉区と舟津区に設置し、携帯端末などでリアルタイムに状況を確認

して、都市排水路末端にある排水ポンプを速やかに稼働させ、芦原温泉街の浸水の

未然防止に努めていきます。 

 なお、起債の償還がピークに達する令和８年度以降、下水道事業の経営の安定化

が図られた際には、雨水管渠の整備を再開したいと考えております。 

 一方、市が管理する道路の浸水対策ですが、過去に冠水による通行止めとなった

区間について、緊急性の高いところから、随時、改良を進めているところです。 

 ここ５年間で整備した地区は、北潟地区で２か所、あわら温泉市街地で２か所、

金津市街地で１か所であり、今年度は名泉郷区内の改良を予定しております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） 今回の豪雨で見えた課題や不備についてお伺いします。市民の

安全を守るためには、十分な対策が必要です。市の防災対策をより強化し、再発防

止に向けた施策を真摯に検討していただきたいと思っております。 

 豪雨災害の発生時における避難体制について、市民への避難指示、避難場所の確

保、情報の伝達などは十分に整備されていますか、お伺いします。また、過去の災

害を踏まえ、避難体制の改善や課題の把握についてどのような取組が行われていま

すか、お伺いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 総務部長、江守耕一君。 

○総務部長（江守耕一君） まず、避難情報の発令基準は、あわら市地域総合防災計画

で定められており、その伝達は、市防災行政無線のほか、ＮＨＫなどのテレビ放送

によるＬアラートや市防災メール、ヤフー防災アプリ、市ホームページなどの複数

の媒体により行われます。 

 今回の豪雨は、７月１２日午後８時に大雨警報が発令され、７月１３日午前０時

から午前３時の夜間に１時間当たり４０ミリを超える雨が降り、市内各地で被害が

発生いたしました。 

 このため富津区や細呂木区の区長へは、自主避難所の開設を依頼したほか、区民

に対し、２階への垂直避難を呼びかけていただきました。 

 今後は、夜間に豪雨が見込まれる場合などは、避難情報の発令基準に該当しない

場合であっても、集落における自主避難所の早期開設や、垂直避難の有用性などを

呼びかけてまいりたいと考えております。 

 また、今年度からは、警報が予想される際には、国・県・市町などの関係機関を

オンラインで結ぶ、ふくい県域タイムラインＷｅｂ危機感共有会議を開催し、情報
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の共有化を図っております。 

 この会議は令和４年８月に南越前町で発生した大雨による被害を踏まえ、福井河

川国道事務所、福井地方気象台、福井県土木部砂防防災課が事務局となり開催され

ています。 

 市といたしましては、このような会議で得られる気象情報や県内の防災対策状況

を有効に活用し、市民の生命・身体・財産を守るため、万全を期してまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） これらの災害を受けて、市が地域住民と連携し、防災意識の向

上や適切な行動の促進に向けた取組を進めているのかお伺いします。地域住民の安

全を確保するために、市民の協力が欠かせませんので、市民の防災イベント、また

啓発活動の進捗状況についてもお伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 総務部長、江守耕一君。 

○総務部長（江守耕一君） 先ほどの市長答弁とも重複いたしますが、市では、毎年、

総合防災訓練を行っており、各区において一時避難場所への避難訓練や安否確認を

行っております。 

 そのほか市内各地で防災出前講座を開催し、地域の実情に応じた災害リスクに関

する講座や避難所設営訓練を実施しております。 

 さらに今年度は、小中学校の授業や放課後児童クラブ、老人クラブの集まりなど

に出向き、幅広い年齢層の方々に対しまして、防災意識の向上に努めております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） 豪雨災害に対する土砂災害への備えとして、市内の土砂災害危

険箇所の調査・指定・管理について、どのような取組が行われているのかお伺いし

ます。特に危険箇所の周知や対策について、市民への情報提供はどのようになって

いるのかお伺いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 土木部長、西川秀和君。 

○土木部長（西川秀和君） 土砂災害から住民の生命を守るため、災害が発生するおそ

れのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や、一定の行為の制限を行うこと

を目的とした土砂災害防止法が平成１３年４月に施行されました。 

 これを受け、県では、平成１８年度に市内の基礎調査を行い、土砂災害警戒区域

を指定しています。 

 この指定された情報はシステム上で管理され、随時、誰でもインターネットで閲

覧することができます。 

 また、それ以外に、各地区単位に避難場所までのルートを記載したハザードマッ

プを配布し情報の提供をしております。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） これらの災害を踏まえ、市の土砂災害対策として、防災施設、

河川整備などの予算の進捗状況について詳しく教えてください。 

 また、今回の豪雨による被害を踏まえ、現在の市の防災計画の見直しや強化を行

う予定はありませんか。土砂対策として既に施策が進められているとは思いますが、

それに対して市民からの評価や意見をどのように反映させているのかお伺いします。 

 また、被災地の復旧・復興に向けての市の予算、支援策の見直しを検討している

のか、お伺いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 土木部長、西川秀和君。 

○土木部長（西川秀和君） 防災施設の整備としましては、県が吉崎地区において、平

成３０年から令和５年度までにアンカー工や吹付枠工などの急傾斜地崩壊対策工事

を行っております。総事業費は約４億円で、今年の５月に全て完了しております。 

 本市では、令和２年度に同じく吉崎地区において工事費約４,０００万円をかけ植

生マット工などの斜面対策工事を行っております。 

 河川整備としては、今年度、準用河川宮谷川のしゅんせつ工事２２０万円を予算

計上しまして、工事は今年の６月に完了しております。 

 そのほかに本年度から４か年計画で、先ほど申し上げました名泉郷区内の道路の

冠水対策工事を予定しております。４か年の総予算は９,８００万円となっており、

今年度は、２,６４０万円の予算で、市道７０１号線と市道７１３号線の排水工事を

予定しております。 

 なお、あわら市地域防災計画については、災害対策基本法第４２条の規定に基づ

き、必要がある場合には、その都度見直しを行うこととされております。 

 今回の豪雨災害については、さらに検証作業を進める必要があると思いますが、

今のところ地域防災計画の見直しは考えておりません。 

 土砂対策として既に施策が進められている地区としましては、令和２年度に急傾

斜地の斜面対策工事を行った吉崎地区がございます。 

 対策工事により、安全性が高まり、市民が安心して暮らせる環境が整ったと認識

しております。 

 令和４年度から導入しました、マイシティレポートでは、市民の皆様から道路や

河川の異常に関する情報が多数寄せられており、危険箇所の早期補修に寄与してお

ります。なお、令和４年度は、８０件の情報提供を受けております。 

 また、土砂災害の発生が予想される豪雨や地震の際には、通常の道路や河川のパ

トロールに加え、イエローゾーン・レッドゾーンの巡回も行い、市民の安全確保に

努めております。 

 被害箇所の復旧に関する市民向けの予算と支援策については、区道整備に活用で

きる区道整備事業補助金の補助率を災害復旧時には３割から５割に引き上げており
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ます。 

 農林水産課では、災害復旧事業補助金の補助率を５割とし、農地及び農林業用施

設の災害復旧に要する経費を補助しております。 

 なお、現段階では、今回の豪雨災害における支援策の見直しは考えておりません

が、国・県などの補助事業を活用しながら、できる限り市民の負担軽減が図られる

よう努めてまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） 今回の豪雨により、高塚区の黒谷川が氾濫し、中央区に流れ込

み、中央区で約４０㎝の浸水が発生しました。公共下水排水の中央汚水ポンプ場が

浸水による漏電で故障し、一時、一般家庭の下水排水に支障を来したことは深い憂

慮を抱いております。 

 中央区の浸水被害は、過去の豪雨の際にも何度かあったと思いますが、これらの

浸水被害を未然に防ぐために、黒谷川氾濫防止の具体的な対策が取られていたのか、

お伺いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 土木部長、西川秀和君。 

○土木部長（西川秀和君） 黒谷川の氾濫防止策としましては、平成２７年度から令和

元年度に、総事業費約３,３００万円をかけて河道の断面を広げ、高塚区内の流下能

力の向上を図ったほか、区内上流部に新たな取水口を設け、竹田川に直接放流可能

な導水路を新設して、水害の軽減を図る取組を行ってまいりました。 

 近年の気候変動に伴う全国的な豪雨災害の増加を受け、国も従来からのハード整

備による対策に加え、流域のあらゆる関係者が一体となって治水対策を行う流域治

水を取り入れる動きがあります。 

 市としましても、度重なる水害を踏まえ、他市の動向や施策事例を調査して、有

効な治水対策の取組について検討を進めてまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） 黒谷川、市が管理する準用河川、宮谷川の支流の普通河川であ

ります。つまり、黒谷川も市の管理下にあるということでありますので、今も答弁

にありましたように、ぜひとも有効な治水対策の取組について、ご検討をぜひとも

お願いしたいと思います。 

 近年、地球温暖化の影響で激甚災害が多数発生しております。特に線状降水帯に

よる豪雨による浸水、そして土砂災害等で多くの犠牲者や被害が発生しております。 

 住民に対して早期の避難指示の発出が被害者が出るか否かにかかっております。

そろそろ秋雨前線も来ると思われ、豪雨も予想されます。総合的な防災避難体制に

ついて市長の考えをお伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 避難指示等の発令に関しましては、市民の命を守るために私の

最大の使命だと考えております。 

 避難指示等は、何よりもまず、命を守るということを最優先に、躊躇することな

く迅速に伝達することでございます。 

 このため、マスコミなどのあらゆる手段を用いて避難指示の情報が迅速に伝わる

よう努めております。 

 さらに、災害リスクの高い地域の市民が、我が事感を持って適切に避難行動が取

れるよう発令対象地区域を可能な限り絞り込むことも大切でございます。本市では、

気象庁や県の情報などを常に注視しながら情報収集に努めております。 

 ただし、避難の最終判断は市民に委ねられます。近年の災害では、防災リーダー

や市民一人一人の適切な行動によりまして市民の命が救われた事例がございます。 

 このため、地域の防災活動の中心となるリーダーの育成や参加型・体験型の実践

的な防災訓練を通じて、市民一人一人の「自らの命は自らが守る」意識を向上させ

ていくことが重要でございます。 

 こうした取組を継続的に行うことで地域の防災力が高まり、災害から一人でも多

くの命を救うことにつながります。 

 私自身、市民の皆様の先頭に立って、実践的な訓練を通じて、訓練でできないこ

とは本番でできないと肝に銘じ、災害時には、全責任を負う覚悟を持って陣頭指揮

を執ってまいります。 

 今後とも、国・県や関係機関と連携しながら、市民の皆様と共に防災・減災対策

に全力で取り組んでまいる所存でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ４番、木下勇二君。 

○４番（木下勇二君） ご答弁ありがとうございました。 

 本日、久しぶりの雨が降って、何か予報で見ますと嶺南地区、警報も出ているよ

うに聞いております。これから、先ほども申しましたように、秋雨前線、線状降水

帯発生すると思います。この豪雨はいつやってくるか分からんということでありま

す。ぜひとも市長を中心とした関係者の皆さん、市民の安心・安全を守るために講

じていただきたいと思います。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（毛利純雄君） 暫時休憩をいたします。なお、再開は１０時３５分といたしま

す。 

（午前１０時２４分） 

                                        

○議長（毛利純雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３５分） 

○議長（毛利純雄君） １０番、吉田太一君から早退の届が提出されましたので、これ
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を許可しております。 

                                        

◇北浦博憲君 

○議長（毛利純雄君） 続きまして、通告順に従い、５番、北浦博憲君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ５番、北浦博憲君。 

○５番（北浦博憲君） 議長のお許しをいただきましたので、一般質問を行います。分

割質問分割答弁で行います。 

 第１項目、公民館のコミュニティセンター化について。 

 関連した内容の一般質問を一昨年１２月の第１１０回定例会の中でさせていただ

きました。今回は、地域コミュニティ活動の拠点づくりについて質問をさせていた

だきます。 

 公民館は、戦後復興の中、地域に学びの場を提供することを目的とし、地域の社

会教育施設として、昭和２４年の社会教育法の制定により法的に位置づけられまし

た。 

 現在、市内には中央公民館をはじめ九つの公民館があります。定期講座、単発講

座の開催、地区の地域性を生かした公民館祭りや文化祭、音楽の集いの開催、自主

クラブの育成、趣味・教養の生涯学習の場となり、設置以来、住民の方々の生きが

いづくりに大きな貢献をしています。 

 社会教育施設として、「主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活

動」を行うもので、団体でないと使用できないことや、地域のための事業であって

も、少しでも営利を上げる団体は使用できないなどの制約があります。 

 全国に公民館が設置されるようになってから７０年以上が経過し、社会情勢の変

化とともに公民館の果たす役割も大きな変化が生じ、生涯学習の場としてだけでな

く、防災、地域づくりや地域コミュニティのさらなる活性化のための拠点施設とし

て新たな役割が期待されるようになっています。 

 以上を踏まえ、次の５点についてお伺いをいたします。 

 １点目、公民館の設置及び運営に関する基準では、市町村は、公民館事業の主た

る対象となる区域を定めることになっている。本市での対象区域はどうなっている

か。 

 ２点目、令和５年９月策定のあわら市公共施設再配置計画では、公民館の再配置

の方向性はどうなっているか。 

 ３点目、公民館を地域の防災や住民の自主的な地域づくり活動の拠点として使用

する場合、どのような制限があるか。 

 ４点目、公民館などは、地方公共団体の判断により、教育委員会から市長部局へ

移管することが可能になった。定期講座を含め、公民館でなければできないことは

あるか。 



35 

 

 ５点目、公民館を地域づくりの拠点としてコミュニティセンターへの移行を検討

してはどうか。 

 １回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 教育部長、岡田晃昌君。 

○教育部長（岡田晃昌君） １点目の公民館の設置及び運営に関する基準では、市町村

は公民館事業の主たる対象となる区域を定めることになっている。本市での対象区

域はどうなっているかとのご質問にお答えをいたします。 

 文部科学省が定める公民館の設置及び運営に関する基準の第２条では、公民館を

設置する市町村は、公民館活動の効果を高めるため、日常生活圏や社会教育関係団

体の活動状況等を勘案して、公民館事業の対象区域を定めるものとしています。 

 これを受け、本市では、中央公民館は金津地区、伊井公民館は伊井地区、坪江公

民館は坪江地区、剱岳公民館は剱岳地区、細呂木公民館は細呂木地区、吉崎公民館

は吉崎地区、湯のまち公民館は温泉地区と山方里方地区、本荘公民館は本荘地区と

新郷地区、北潟公民館は北潟地区と波松地区を対象区域としています。 

 次に、２点目の令和元年９月策定のあわら市公共施設再配置計画では、公民館の

再配置の方向性はどうなっているかとのご質問にお答えをいたします。 

 令和元年９月に策定しました、あわら市公共施設再配置計画では、公民館の再配

置の方向性について、湯のまち公民館は、芦原図書館との複合・集約とし、その他

の公民館については、維持としています。 

 また、再配置の方向性の考え方としては、今後の高齢化の進行が予測される中、

防災や健康づくりなど、地域の拠点としての機能を検討するとしています。 

 次に、３点目の公民館を地域防災や地域の自主的な地域づくり活動の拠点として

使用する場合、どのような制限があるかとのご質問にお答えをいたします。 

 公民館は、地域の学びの拠点として、社会教育法に基づき、生活文化の振興、社

会福祉の増進に寄与することを目的として設置されています。 

 この目的を達成するため、あわら市公民館条例第５条では、公民館の設置目的に

違反するときや、専ら営利を目的とした事業に使用しようとするとき、特定の政党

の利害に関する事業を行おうとするとき、特定の宗教を支持しようとするとき、こ

のほか、公民館の管理上支障があるときは、利用を許可しないものと定めています。 

 したがって、議員ご質問の公民館を地域防災や住民の自主的な地域づくり活動の

拠点として使用する場合は、この規定の範囲内での使用となります。 

 次に、４点目の公民館等は、地方公共団体の判断により教育委員会から市長部局

へ移管することが可能になった。定期講座を含め、公民館でなければできないこと

はあるかとのご質問にお答えをいたします。 

 議員がおっしゃるように、令和元年６月公布の第９次地方分権一括法において、

教育委員会が所管する図書館や公民館等の社会教育施設は、条例により、市長部局

に移管することが可能になりました。 
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 これにより、社会教育施設は、社会教育はもとより、観光振興や地域振興等の分

野に利用の幅を広げることができるようになります。 

 公民館では、現在、生涯学習の専門的なノウハウを有する社会教育主事等の職員

が、各種の教室や講座を様々な角度から企画し、市民に学習機会を提供しています。 

 このような社会教育施設としての専門性がしっかりと確保されれば、公民館以外

でも学習の機会を提供できるものと考えます。 

 ５点目の質問については、市長からお答えをさせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ５点目の公民館を地域づくりの拠点としてコミュニティセンタ

ーへの移行を検討してはどうかとのご質問にお答えをいたします。 

 地域づくりとは、安心して、生き生きと暮らせる住みよい地域社会を構築するた

め、住民が主体となって地域課題を解決していく活動や取組のことをいいます。 

 こうした活動や取組をさらに推進していくためには、核となる拠点づくりが重要

でございます。 

 地域づくりの拠点については、公民館や現在、休校となっている小学校などをコ

ミュニティセンター化する方法が考えられます。 

 この場合、教育委員会から市長部局への移管の方法や施設の運営方法、組織体制

などについても十分に検討していく必要があると考えております。 

 また、コミュニティセンターは、地域住民自ら地域課題を解決する地域づくりの

拠点と位置づけられることから、地域が連携して課題に取り組む地域づくり組織に

ついて、検討していく必要があるとも考えております。 

 この地域づくり組織の設立には、その地域における現状と課題を把握し、住民と

の合意形成を図りつつ、必要な広域組織の規模や役割、目標、地域づくり協議会と

いった新たな推進体制、運営費用などを十分に洗い出す必要があります。 

 さらに、拠点となる施設の改修や運営に要する人件費などの費用がかかることも

見込まれることから、その内容や時期も含め、検討する必要があります。 

 人口減少が進み、行政だけでまちづくりの全てを担うことが困難になってくる中、

地域の実情をよく知る地域の皆様が主体となり、一緒に、住みよい地域社会をつく

ることが重要でございます。 

 将来を見据え、地域づくり組織やその活動の拠点整備は必要であると考えており

ますので、今後、可能性のある地区から検討を進めるとともに、地域の皆様の声も

お聞きしながら、市民が主役のまちづくりを推進してまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ５番、北浦博憲君。 

○５番（北浦博憲君） ただいま１点から５点目までご答弁をいただきました。 

 まず、再質問で１点目の確認なんですが、今ほどのご説明の対象区域については、

定められたのはいつなのかお伺いをします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 教育部長、岡田晃昌君。 

○教育部長（岡田晃昌君） 先ほど申し上げました公民館事業の対象区域でございます

が、これは平成１６年３月１日の両町合併のときに定められています。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ５番、北浦博憲君。 

○５番（北浦博憲君） 一部の公民館においては、対象区域が周知されていない地区も

あったと聞いています。住民の皆さんが生涯学習活動に参加する機会の確保につい

て、万全を期していただきたいというふうに思います。 

 次の再質問、３点目なんですけども、公民館の利用制限についてなんですけども、

これは私の意見になるかもしれませんけども、ご答弁のとおり、社会教育法の第２

０条では、公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する

教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、健康の増進、情操の純化を図り、

生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とするというふうになって

おります。 

 また、公民館の設置は社会教育法に基づくものです。社会教育とは、学校の教育

課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組

織的な教育活動をいうと社会教育法の第２条に明記をされております。 

 このように、公民館は教育施設でもあり、社会教育活動が中心であって、社会教

育活動以外では一定の使用制限があることが確認ができました。 

 次の再質問でございますけども、４点目でございますけども、生涯学習は、公民

館以外でも実施が可能となったということから、公民館の看板を取り替えて、コミ

ュニティセンター化しても、これまでの社会教育施設として担ってきた社会学習の

場に、生涯学習の場に加え、まちづくり、地域交流の場として、新たな住民のニー

ズにも対応した、より使いやすい施設にしていくことが可能になったと理解をして

よろしいのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 教育部長、岡田晃昌君。 

○教育部長（岡田晃昌君） 先ほど申し上げました地方分権一括法では、社会教育法を

はじめ、１３の法律が改正されましたが、この法の改正の趣旨からしますと、今、

議員がおっしゃられたような理解をしていただいてよろしいかと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ５番、北浦博憲君。 

○５番（北浦博憲君） では次に、５点目の再質問でございますけども、公民館をコミ

ュニティセンターに移行した場合、地域にとってどういうメリットがあると考えら

れるのか、お尋ねをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 創造戦略部長、大角勇治君。 
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○創造戦略部長（大角勇治君） コミュニティセンターは、地域の自主的、主体的なま

ちづくり活動を行い、地域の連携を深め、住民主体のまちづくり活動拠点として利

用していただく施設でございます。 

 こうしたことから、これまでの公民館での生涯学習活動に加えまして、地域で暮

らす人々が中心になって、地域の生活や暮らしを守るため、地域課題の解決に向け

た取組や、地域の特性に応じた地域住民の意向に沿った事業を行うことができるこ

ととなります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ５番、北浦博憲君。 

○５番（北浦博憲君） 社会教育法のそういったふうな仕組みといいますか、そういう

ところから外れて、住民の人たちが使いやすい施設、そしてまた、地域づくりのい

ろんなイベント等にも使いやすい施設になるというふうなことの理解をさせていた

だきます。 

 そして再質問の２番目でございますけども、先ほど地域づくり組織や地域拠点活

動整備の必要性についてお話がありました。第１１０回定例会一般質問でのご答弁

において、地域づくり組織については調査を進めているが、これから内容などの検

討を進めたい、拠点活動整備については、先進事例を参考に検討を加速化していき

たいとの答弁があったところでございます。現時点での検討状況はどうなっている

のか、お尋ねをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 創造戦略部長、大角勇治君。 

○創造戦略部長（大角勇治君） 先ほど市長が申し上げたとおり、コミュニティセンタ

ーを地域住民自ら、地域課題を解決する地域づくりの拠点として位置づけられるこ

とから、地域が連携して課題に取り組む地域づくり組織について検討していく必要

があると考えております。 

 このため、現在は、コミュニティセンターの設置について可能性のある地区で活

動する団体から意見をお聞きしているほか、現状の課題の整理などを進めていると

ころでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ５番、北浦博憲君。 

○５番（北浦博憲君） 県内では、既に坂井市、勝山市、小浜市で、公民館の設置条例

が廃止され、コミュニティセンターやまちづくり会館の設置条例が制定をされてい

ます。 

 現在、課題の整理などを進めているとのことですが、スピード感を持ってコミュ

ニティセンターの設置に向けて取り組んでいただきたいというように思いますが、

市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 
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○市長（森 之嗣君） 繰り返しになりますけれども、地域の皆様のお声をお聞きしな

がら、可能性のある地区から検討を進めてまいりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ５番、北浦博憲君。 

○５番（北浦博憲君） ご答弁ありがとうございます。 

 この一般質問を通じまして、コミュニティセンターの必要性についての確認がで

きて、有意義なやり取りができたというふうに思います。また、取りかかれるとこ

ろから進めていきたいというふうな前向きのご答弁もいただきましたので、本当に

有意義なやり取りができたのではないのかなというふうに思っております。 

 続きまして、次の項目に移らさせていただきます。 

 市長のトップセールスについて。 

 現在、全国の自治体が切磋琢磨して名産品を開発し売り込んでいます。これがよ

く売れるかどうかは、黙っていても売れる時代ではなく、販売努力が大変重要です。

インターネットメディアなどによる販売も増えてきていますが、そこでも口コミ情

報が販売を左右します。 

 市長のトップセールスも大変重要になってくると思います。 

 トップセールスというと、安倍元総理のインドやアメリカへの新幹線の売り込み、

杉本達治知事の福井県企業立地港セミナーｉｎ東京での企業誘致プレゼンテーショ

ン、お隣の坂井市長の県外ラジオ番組への出演など様々な形で行われています。 

 新幹線芦原温泉駅の開業を来年３月に控え、あわら市の産業をどう紹介し企業誘

致につなげ、旅行商品や産品を売り込み、観光客を誘致し市の活性化につなげてい

くか。新幹線の開業日も決まり、さらなる市長自らが動くトップセールスが求めら

れていると思います。トップが自らセールスをすることによって、関係団体や市職

員の頑張りの後押しにもなります。 

 総理大臣自ら新幹線の売り込みをする時代です。市長もあわら市のナンバーワ

ン・セールスマンとして、さらに取り組んでいただきたいと思い、次の２点につい

てお伺いをいたします。 

 １点目、市長自らが特産品の売り込みや企業誘致を行うトップセールスをどう考

えているのか。 

 ２点目、今後のトップセールスの予定についてお伺いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） １点目の市長自らが特産品の売り込みや企業誘致を行うトップ

セールスをどう考えているのかというご質問にお答えをいたします。 

 来年春の北陸新幹線芦原温泉駅の開業により、首都圏などからのアクセスが向上

し、観光客やビジネス関係者が当市を訪れる機会の増加が大いに期待されます。 

 この機会を逃さず、新幹線開業効果を最大限に引き出すために、市長自らがトッ

プセールスを行っていくことは非常に重要な取組であると認識をしております。 
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 これまでも市内で開催される競技かるたやカヌーの全国大会においては、全国か

ら訪れる参加者の方々と交流を持ちながら、市のＰＲを行いました。 

 また、市民の皆様の生活を豊かにし、市の経済発展に必要であると考え、ショッ

ピングセンターを手がける企業や市の特産物の魅力を引き出してくれるような企業

に対して、私自らアプローチをしてまいりました。 

 特に特産品の売り込みや企業誘致は、市の活性化と経済成長を促進するために不

可欠なものと考えております。 

 市長自らが地元への愛着を持って、市の特産品等を広く紹介することは、新たな

観光客や消費者を呼び込む効果的な手段であると考えております。 

 また、企業誘致においても、私自身が市の計画やビジョン、支援制度を積極的に

発信していくことで、企業の当市に対する信頼性が高まり、新たなビジネスチャン

スが生まれ、雇用創出や経済活性化に貢献することができるものと考えております。 

 今後とも、あわら市のトップセールスマンとして、市の魅力を最大限に広め、市

の新たな未来を切り開くために全力を尽くしてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の今後のトップセールスの予定についてお答えします。 

 まず、今月１５日には、スポーツ愛好者の中で競技志向の高いシニア世代を対象

としたスポーツの祭典である日本スポーツマスターズ２０２３福井大会の開会式が、

清風荘にて開催されます。 

 また、９月２８日からは日本女子オープンゴルフ選手権が芦原ゴルフクラブで開

催されます。どちらも当市に多くの方が訪れることになろうかと思います。この機

会を捉え、大いに市をＰＲしていこうと考えております。 

 １０月には、商工会が主体となって東京都渋谷において実施する出向宣伝会に参

加し、市の観光と特産品のＰＲを実施する予定でございます。 

 また、１１月には、福井県企業立地・港セミナーが大阪で開催され、多くの企業

が参加します。絶好の機会でありますので、トップセールスに努めてまいりたいと

考えております。 

 来年度においても、北陸新幹線福井延伸の効果を最大限高めることを目的に、地

元自治体とＪＲグループ６社が共同で実施する日本最大の観光誘致キャンペーンで

ある北陸デスティネーションキャンペーンが実施されます。 

 こうした機会をしっかりと捉え、積極的にトップセールスに取り組んでまいりた

いと考えているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ５番、北浦博憲君。 

○５番（北浦博憲君） 市民の皆さんの中には、なかなか市長の顔が見えてこないとい

う話も聞きます。市長のトップセールスが縁で企業誘致や農産品の販路拡大、観光

客の誘客につながったとか、成果を上げた際には、遠慮しないでどんどん発信をし

ていっていただきたいと思います。それが市民の皆さんも一緒に頑張ろうという意

識づくりにつながってくると思います。 
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 市長自ら全国各地に足を運び、あわらの特産品と温泉の魅力、まちの魅力を売り

込む。先頭に立って、シティーセールス活動を牽引していっていただきたい。そし

てまた、それを発信していただきたいというふうに思います。市長の意気込みをお

聞きしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ありがとうございます。市の魅力や取り組んでいる事業のほか、

特産品、新商品のＰＲ、そして、企業や団体への働きかけなどを私自ら精いっぱい

行い、また、私のトップセールスの活動を市民の皆様に広く知っていただくために、

しっかり発信していきたいと思っております。 

 あわら市のトップセールスマンとして、市の魅力を最大限に広め、市の新たな未

来を切り開くために全力を尽くし、そして、成果を上げていきたいと今、考えてお

るところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ５番、北浦博憲君。 

○５番（北浦博憲君） この質問を通じ市長の強い意気込みを感じることができました。

私も十分に納得をしたところでございます。市長のトップセールスに期待をしたい

と思います。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。 

                                        

◇青柳篤始君 

○議長（毛利純雄君） 続きまして、通告順に従い、２番、青柳篤始君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ２番、青柳篤始君。 

○２番（青柳篤始君） 議長のお許しを得られましたので、通告順に従い、２番、青柳

篤始の一般質問を始めさせていただきます。 

 今日の質問は大きく分けて二つです。一問一答方式にて質問をさせていただきま

す。前回もお昼前のこの時間でした。今日は若干余裕があるので、ゆっくりと質問

を楽しんでさせていただきたいなというふうに思います。 

 まず最初に、歳入に関して。一般会計におけるあわら市の主要な歳入は市税と地

方交付税を中心に構成されています。この収入は、人口の規模や町の発展状況によ

り大きく差が生まれるものです。今後、人口減少が進むと、この収入が減少し、行

政サービスの質を維持できなくなる、維持が難しくなると言われています。 

 あわら市は、この収入を確保するため、どのような計画を立て、どのように行政

運営を進める予定ですか。歳出削減はもちろんのこと、極力削減を行った上での歳

入の確保の方法や、収入の減少を緩和するための方策について考えをお聞かせくだ

さい。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 青柳議員の収入を確保するためにどのような計画を立て、どの

ように行政運営を進める予定かというご質問にお答えいたします。 

 あわら市では、合併以降、数次にわたる行財政改革大綱や行財政改革プランによ

りまして、継続的に行財政改革に取り組んできました。 

 現在は、令和３年３月に策定した行財政改革プランに基づき、人、組織、働き方、

財政の四つの柱から改革を進めております。 

 その中でも、財政の改革では、経常的経費の抑制や選択と集中による事業の重点

化などを掲げており、歳入面では、ふるさと納税やクラウドファンディングなどに

よる新たな自主財源の確保を推進し、あわら市総合振興計画に掲げる各種施策の実

現に向け、継続的かつ安定的な行財政運営を行うこととしております。 

 しかしながら、全国で人口減少、少子高齢化が進行し、自治体を取り巻く地域間

競争が激化する中、扶助費、人件費などの義務的経費や、移住定住の促進、子育て

支援策などの政策的経費を削減することは、極めて難しい状況となっております。 

 さらに、昨今の物価高騰や、蓮如の里あわらやアフレアの開設に伴う新たな財政

需要のほか、数年後にピークを迎える公債費や老朽化が進むインフラへの対応など、

経常的経費は確実に増加傾向にあり、厳しい財政状況にあると認識しております。 

 このような状況の中、今後とも多様な自主財源を確保し、歳入の減少幅を緩和し

ていくためには、まず一つ目として、人口減少の抑制につながる戦略的な施策を展

開していくこと、二つ目として、人を引きつける魅力あるまちづくりを進めること、

三つ目として、税収増をもたらす企業誘致を進めること、四つ目として、ふるさと

納税などの税収以外の歳入を確保していくことなどが極めて重要な課題であると考

えております。 

 私といたしましては、これら課題の解決に向け、市民や地域団体、民間企業、学

術機関等と連携の上、よりレベルの高い市政を押し進めていく必要があると認識し

ております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ２番、青柳篤始君。 

○２番（青柳篤始君） 答弁には、自主財源を確保するための四つの重要な課題が挙げ

られていました。その中で、人口減少に歯止めをかける政策が注目を集められてい

ます。 

 先日も、統計学を活用し、人口減少を食い止め、あるいは増加させるための要因

を探る様々なアプローチを模索する姿を見かけました。行動を起こさなければ何も

変わらない、その姿勢を強く感じました。 

 人を引きつける手段は多岐にわたりますが、平成８年以降の人口減少のトレンド

を見ても、問題の難しさを痛感しています。多くの事例を参照しても、単によい環

境を羨むだけで、革新的なアイデアを見いだせてはいません。共に新しいアイデア
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や意見を出し合い、人口上昇へと転じる努力を続けたいと思います。 

 さて、３番目の重要課題として、税収増をもたらす企業誘致が挙げられていまし

たが、その理由をもう少し分かりやすくしたいと思います。 

 市税のうち、法人が納めている市税と住民が納めている市税の比率を教えていた

だけますでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 総務部長、江守耕一君。 

○総務部長（江守耕一君） 法人あるいは個人に対する市税の課税割合につきましては、

令和４年度の個人住民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税を合計した課税額

のうち、法人に対しての課税額が約４６％、個人に対しての課税が約５４％となっ

ています。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ２番、青柳篤始君。 

○２番（青柳篤始君） 法人からの税収が合計で４６％、約半分を占めているというデ

ータから、人口減少がもし進んだとしても、税収の減少幅は相対的に穏やかになる

と考えられます。この事実が、答弁にも挙げられていたような重要政策の背景にな

っていたんだと思います。 

 あわら市は、製造業が特に強みとしてあります。この地に栄えた企業の背景には、

勤勉で真面目な市民や企業を育む地域風土があります。これが世界で競争する企業

を生み出す土台となっていると私は感じています。 

 企業誘致はもちろん大切ですが、その先に「世界で戦える企業を育むあわら市」

というキャッチを掲げ、優れた企業や有能な経営者を輩出する環境をさらに整備し、

スタートアップ支援にも力を注いでほしいと思います。 

 市税に関して、多くの人が市民からの税金というイメージを持っていますが、実

際には法人からの収入も大変大きな割合を占めているのです。 

 さらに、地方交付税も重要な収入源となっています。この地方交付税の額は、基

準財政需要額によって決められていますが、過去数年間、あわら市の基準財政需要

額の推移はどのようになっているのでしょうか。 

 また、注目すべき点や変動の要因など特に重要な部分はありますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 総務部長、江守耕一君。 

○総務部長（江守耕一君） 基準財政需要額には、それぞれの年度の地方債の交付税算

入分などが含まれているため、それらの公債費算入分や臨時財政対策債振替分、錯

誤額などの変動額、特殊要因を除いた額で比較いたしますと、令和元年度から令和

５年度までの５年間は、約６０億円前後で推移しています。この５年間での最高額

は令和３年度の約６５億円です。 

 これは、令和３年度の需要額の費目に、地域デジタル社会推進費や臨時経済対策

費、臨時財政対策債費償還基金費などが新たに創設されたことによるものです。 
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 人口減少、少子高齢化が進行し、国・地方ともに予断を許さない財政状況にあり

ますが、国においては、地方交付税に密接に関連する地方財政計画の中で、地方公

共団体からの要求を踏まえ、地域のデジタル化や脱炭素化などの新たな財政需要を

織り込む形で、ここ数年は、ある程度、地方の一般財源総額を確保しているものと

認識しております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ２番、青柳篤始君。 

○２番（青柳篤始君） 人口減少が進む中で、国からの変わらぬ支援があることは非常

に感謝しています。確かに、目的を設定した施策には一部制限があります。言い換

えれば、これによって、地域間での格差が生まれにくいものだとも考えられます。 

 次に、収入面から考えると、ふるさと納税やその他の収入は大変重要なポジショ

ンにあります。その理由として、ふるさと納税の増加はあわら市の知名度向上や関

係人口の増加といった指標と密接に関連しています。さらに、事業所の収入や入湯

税など、歳入全体を押し上げていく効果もあります。全国的に行われているふるさ

と納税は、競争原理が働き、見える化による透明性も高まっています。 

 このふるさと納税について、過去数年間の傾向やデータを詳しく教えていただけ

ますでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 創造戦略部長、大角勇治君。 

○創造戦略部長（大角勇治君） 近年のふるさと納税は、認知度の向上や利用規模の拡

大等により、全国的に給付額が増加を続けております。 

 あわら市のふるさと納税につきましては、令和２年度末時点における返礼品数が

２７４種類で、寄附額は約１億１,０００万円、３年度末時点で返礼品数が４８９種

類、寄附額が約２億２,８００万円、４年度末時点で返礼品数が８００種類、寄附額

が約４億８,６００万円と、年々、返礼品の種類の増加に伴い、より多くの皆様にご

寄附を頂いております。 

 今年度については、７月末日現在の返礼品数が９１８種類、寄附額は９,８１６万

円と、前年度の同時期と比較しまして約１.５倍となっており、好調を維持している

状況でございます。 

 返礼品の種類の増加につきましては、新規返礼品の開拓ももちろんでございます

が、１度の申込みで一定期間に何度も返礼品が届く定期便という新たな出荷方法が

確立されたことも起因しており、今年度はお米とフルーツの定期便が特に人気とな

っております。 

 引き続き、全国に向けてふるさと納税の支援拡大に向けた取組を進めるとともに、

多くの方から、あわら市を応援したいと思っていただけるような魅力の向上に努め

てまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ２番、青柳篤始君。 
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○２番（青柳篤始君） ふるさと納税において商品点数の増加が納税額の増大に寄与し

ていることは明らかで、また、定期便など、その成果は所管課の努力によるものと

高く評価しています。 

 しかしながら、商品点数を増やすというアプローチには限界点が存在します。事

業の成長期、成熟期、そして衰退期の三つのライフサイクルを鑑みると、現在我々

は明らかに成長期に位置しています。この方針は現段階では適切であると感じます

が、成熟期や衰退期に備え、新しい取組や戦略の策定が必要と考えます。 

 ポータルサイトの充実など、ふるさと納税の入り口を広げる取組も重要である一

方、他の市町で行われているふるさと納税３.０やＮＦＴのような新しい取組も参考

にすべきです。特にＮＦＴはあわら市の地域イベントや桑野遺跡との結びつきで大

きな機会を生みます。 

 今年の金津祭りや湯かけ祭りでは、私も市外から友人知人を招きました。その方々

の感想で、根づいた文化や治安のよさ、礼儀正しさを称賛していました。これらの

要素も、ふるさと納税のさらなる成長の鍵となると思われますので、しっかりとし

た戦略を策定し、実行に移してください。 

 「来年は子どもを連れてきたい」という私の知人の言葉がどれほど私にとって心

温まるものだったか。それは、あわら市が持つ魅力が確かに存在することの証です。

しかし、この魅力はまだ多くの人々には伝わっていない。その魅力を効果的に伝え

るための方法、つまり、どう届けるのかを真摯に考える必要があります。 

 例えば、北海道町上川町、住民という概念を持たない未来をつくりたいという先

進的な取組を実施しています。彼らのように新しいアプローチで市の魅力を伝える

入り口として、メタバースやＮＦＴ、アンテナショップなど様々な手法が考えられ

ます。 

 どう届けるか。あわら市においても、市の魅力を最大限生かしながら、行財政改

革を進め、さらに豊かなあわら市のまちづくりを進めていっていただきたいと思い

ます。 

 次の質問に移ります。 

 次に、事業継続計画、ＢＣＰに関する質問を行います。 

 ＢＣＰは、災害や事故、重大なシステム障害、感染症の大流行など予期しない状

態が発生した場合に、事業の継続を確保するための計画や手続を策定するものです。

あわら市も平成３０年１月にＢＣＰが策定されています。 

 近年、予想を超える自然災害が次々と発生し、１０年に一度とされる災害が毎年

のように訪れているのが現状です。行政のＢＣＰは住民の命に直結する内容で、そ

の重要性は計り知れないものがあります。特に７月に発生した大雨の際、総務課の

職員が情報収集に当たり、避難所の準備や設営に他の職員と協力し合っているのを

見て、その取組を頼りに思いました。 

 しかし、あわら市全体が被災する場合や、職員自身が被災者となるシチュエーシ

ョンも考えられます。このような状況を踏まえ、ＢＣＰの核となる部分について伺
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いたいと思います。 

 ＢＣＰの主な手順として、リスク評価、分析、回復戦略・計画の策定、トレーニ

ング・テスト、そして、計画の見直し・更新が挙げられます。中でも、リスク評価

と影響分析、計画の見直し・更新は特に重要と考えられます。あわら市のＢＣＰ運

用は、これらの点を中心にどのように進めているのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 総務部長、江守耕一君。 

○総務部長（江守耕一君） 災害など予期しない状況下において事業の継続性を確保す

る計画である事業継続計画（ＢＣＰ）の運用方法はとのご質問にお答えいたします。 

 業務継続計画（ＢＣＰ）は、発災時の急激な業務増加に対応するため、あらかじ

め、通常業務の中から非常時優先業務を抽出し、発災直後から迅速に応急対策業務

に取り組みながら、災害時における市民生活や経済活動への影響を最小限に抑える

ことを目指しています。 

 庁内の各部局においては、地域防災計画に記載された災害応急対策業務と、中断

することができない通常業務を抽出し、それらの業務の開始時期について優先順位

をつけています。 

 優先順位は、Ｓ１、Ｓ２、Ａ、Ｂ、Ｃの５段階に分けられ、非常時優先業務ごと

に発災後３時間以内・１日以内・３日以内・２週間以内・１か月以内の業務開始目

標時間を設定しています。 

 発災後３時間以内に着手する非常時優先業務のＳ１には、家屋倒壊や道路・河川

の被害状況の把握、水道施設の被害調査及び飲料水の確保、緊急輸送道路の確保な

どの業務が挙げられています。 

 また、災害時において、災害応急対策業務と非常時優先業務を遂行していくため

には、必要な人的・物的資源をいち早く確保することが極めて重要です。本市では、

県内外の自治体・各種事業所と災害時応援協定を締結し、災害時の協力体制や緊急

時の食料その他防災資機材の供給体制の確立に努めています。 

 発災時には、参集できる職員も少なく、通常業務と全く異なる災害応急対策業務

にも携わらなければなりません。 

 このため、平時の取組として、総務課防災安全対策室では、全庁の非常時優先業

務を取りまとめ、各課への情報共有を図り、さらには、防災訓練などを利用し、協

力体制の強化を図っております。 

 業務継続計画の見直しと更新については、令和２年４月に職員への新型コロナウ

イルス感染症の拡大が懸念されたため、必要な見直しを行ったところです。 

 今年度は、１１月に実施予定の市総合防災訓練時の職員初動対応訓練において、

その実効性を確認し、見直しを行い、各課で情報共有を図り、発災時には迅速な対

応が取れるよう努めてまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ２番、青柳篤始君。 



47 

 

○２番（青柳篤始君） 事例は年々増えています。評価と分析、対応の見直しをしっか

りお願いしたいと思います。 

 その中で、リスク評価の際、私たちの手の届かない事象もあると考えられます。

実際に、企業がＢＣＰを策定する過程で、対応が難しい状態があります。そうした

場合に、総務課への相談が適切だと思いますが、あわら市では、このような相談窓

口や民間との連携について、どのような方針を持っていますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 総務部長、江守耕一君。 

○総務部長（江守耕一君） 令和元年９月に、福井県が県内の事業所を対象に実施した

防災対策への取組に関する調査の結果では、県内の中小企業のＢＣＰ策定率は７.

５％、一方で大企業は６７.１％が策定していることが示されています。規模の大き

な事業所ほど、ＢＣＰの策定が進んでいる状況がうかがえます。 

 ＢＣＰを策定しない理由については、策定に必要なノウハウやスキルがないため

が最も多く挙げられており、次いで、自社に必要性を感じないため、ＢＣＰを策定

する人的余裕がないためとなっています。 

 県では、ＢＣＰ策定無料セミナーの開催のほか、ＢＣＰを策定した事業所に対し

ての融資制度などを行っています。 

 市といたしましては、総務課防災安全対策室にご相談いただければ、県やあわら

市商工会などの関係機関と連携し、市内事業所のＢＣＰ策定を支援してまいりたい

と思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ２番、青柳篤始君。 

○２番（青柳篤始君） 適切な支援、そして窓口をどこかということでどんどんどんど

んそういった、備えあれば憂いなしなんて言葉もありますけれども、そんなことで

は済まされない状況がありますので、ただ、備えだけは重要になりますので、どん

どん発信をしていただいて、仲間を増やしていただきたいなというふうに思います。 

 現代社会では、突如として発生するリスクや災害への備えが不可欠です。コロナ

感染症パンデミックはその最たる例であり、事業所は予測や準備の重要性を痛感し

たことだと思います。我々の想定を超える災害がいつ発生してもおかしくない世の

中でもあります。備えだけは、何度も言いますが、お願いしたいと思います。 

 また、解決できない問題は、これまで様々な事情により、共有できなかった内容

でも、他との連携で解決することも多く存在します。たとえ解決に至らなくても、

ヒントとなる場合もあります。自然災害が我々の想定を超えてくるのなら、我々も、

また、今までの想定を超えるような連携や協力で乗り越えていく。そうすれば、こ

れまで不可能だったことも可能になるかもしれません。 

 弱点は、至らない点ではない。協力して解決すべき点であると私は思っています。

行政、民間事業者、各種団体など、住民全体で、防災意識といったものを高めてい

けたらと思っています。 
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 ＢＣＰの策定における核となるのは、リスク評価とその管理です。実際、ＢＣＰ

やＩＳＯ、ＩＳＭＳなどの枠組みにおいて、リスク管理とその適切な更新が行われ

ていれば、内容の大部分は達成されると言われています。 

 しかし、分厚いマニュアルを全関係者に理解させるのは非現実的であることが多

いです。そのため、リスク、取るべき対策、そして対策後の残存リスクをシンプル

な表形式でまとめる手法が推奨されています。この視覚的に分かりやすい形式は、

実際のマニュアルの基盤となり、さらに具体的な手順や対応を明記して文書として

発展していきます。このアプローチは、各関係者がリスクを共有し、問題発生を予

防する上で非常に効果的です。 

 リスク対策分析法は他の業務や部署でも適用可能であり、様々な局面でその有効

性が証明されています。例えば、子育て支援課での運用例を聞いています。 

 様々なリスクへの対策や将来への方針決定にこの手法が役立つため、リスク分析

やその更新を継続的に行い、住民サービスと住民自体の安全を守り続けることをお

願いしたいと思います。 

 今回の一般質問では、日々の積み上げによる成果に焦点を当て、異なるアプロー

チの質問を試みました。私の好きな言葉はイノベーションです。この言葉は革新的

という意味を持ちますが、私はイノベーションが日々の小さな積み重ねから生まれ

るものだと信じています。同様に、アイデアもこの日常の努力から生まれるもので

す。 

 最近、私は、ＡＩ関連の講習会を頻繁に実施しております。市役所の方々も勤務

時間外に参加していただいていることに心から感謝しています。講習会を行う背景

には、日々の努力の結果として、生成ＡＩを活用することで新しい視点や結果がも

たらされるのではないかという期待があります。 

 今年に入り、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の考え方がトランスフ

ォーメーションウィズデジタルへと進化しています。 

 私は、行財政改革やＢＣＰが日々の積み上げを基盤にして進化するものと考えて

います。生成ＡＩの活用を通じ、どのような変化や成果がもたらされるのかを楽し

みにしています。そして、私自身もそのようなアプローチを続けていきたいと思っ

ています。 

 最後に、市長を中心として、さらなる豊かなあわら市を目指し邁進していただく

ことをお願いして、私の一般質問を終わります。 

                                        

◇堀田あけみ君 

○議長（毛利純雄君） まだ時間が２５分ほどありますので。 

 続きまして、通告順に従い、６番、堀田あけみ君の一般質問を許可します。これ、

分割質問でございますので、１番のフレイル予防事業の現状と今度の方向性につい

てのみ質問だけして、答弁につきましては、ちょっと時間がかかりますんで、午後

からにしたいと思います。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） 議長のお許しが出ましたので、通告順に従いまして、６番、

堀田あけみ、一般質問をさせていただきます。分割質問分割答弁方式で行います。 

 フレイル予防事業の現状と今後の方向性について質問させていただきます。 

 東京大学高齢社会総合研究機構（ＩＯＧ）とは個々の加齢と地域社会の両面から

高齢社会の重要課題に対して、全学的な知を集結して取り組み、地域社会に還元、

実装する研究機構です。 

 そのＩＯＧが考案したフレイルチェックは高齢住民であるフレイルサポーターが

担う住民主体活動であり、全国多数の自治体が展開しております。ちなみに福井県

は全国で唯一、県内全市町にフレイルチェックを実施しております。 

 平成２９年、東京大学とのジェロントロジー共同研究に基づき、坂井市、あわら

市をモデル地区として、在宅において介護と医療を切れ目なく受けられる仕組みを

整備する事業として始まり、７年になります。 

 その間、フレイルサポーターの育成やステップアップ研修などを行ってきており、

フレイル予防とサポーター自身の生きがいづくりにもなっております。フレイルサ

ポーターも、現在、７期生となっております。 

 この仕組みは、高齢者が増えていく現状にとって、高齢者の健康寿命を延ばすた

めに優れた仕組みであると思います。 

 私は、この仕組みは本当に重要な施策だと思いますが、市は積極的に進めようと

しているのか、若干疑問に思えるため、質問させていただきます。 

 一つ目、サポーター養成は順調に進んでいるのですか。目標人数はあるのですか。 

 二つ目、他のデータでは、７５歳以上の１割近くがフレイル、６５歳以上の４割

がプレフレイルというデータがあります。実際にフレイルチェックをして、あわら

市のフレイル、プレフレイルの割合・実数はどのぐらいでしょうか。 

 三つ目、昨年、フレイル事業を実施した市民はどの程度いらっしゃいますか。 

 ４番目、相当数のフレイル・プレフレイルがいると思うのですが、実際フレイル

チェックをして、講座を何人ぐらいこれから受講させる目標かを聞かせていただき

たいと思います。 

 五つ目、フレイルサポーターは、人数もさることながら、個々のやる気を促し、

サポート自体を楽しんでもらうべきであります。そのレベルアップのための施策は

あるのですか。例えば、坂井市は福井大学と連携していると聞きます。また、あわ

ら市は他市との交流は考えているのでしょうか。 

 六つ目、トリムクラブやトリムパークでは、健康ウォーキングの教室やヨガ、そ

してトレーニングジムに高齢の方がたくさん参加していると聞いております。その

ほか、文化活動や趣味の分野、栄養や食事の分野、行政はいろいろなサービスを提

唱しております。仕組みはあるのですから、それらと連携して、楽しく活動し、そ

れがフレイル予防になるという仕組みを構築してはいかがでしょうか。 
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 以上、最初の質問とさせていただきます。 

○議長（毛利純雄君） ここで暫時休憩をさせていただきます。なお、答弁は再開後に

答弁いただきたいと思います。再開は１３時からといたします。 

（午前１１時４０分） 

                                        

○議長（毛利純雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

                                        

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 堀田議員の、まず、１点目のサポーター養成は順調に進んでい

るのか。目標人数はあるのかとのご質問にお答えをいたします。 

 平成２９年度から福井県と東京大学高齢社会総合研究機構との協定に基づく共同

研究において全国に先駆けたモデル地区として、本市と坂井市がフレイル予防事業

に取り組み、今年７年目となります。 

 フレイル予防事業を推進するため、地域の健康づくりの担い手となるフレイルサ

ポーターを養成しています。年１回、フレイルサポーター養成講座を開催し、受講

後、フレイルチェックの運営や、フレイル予防の普及啓発等の活動を担っていただ

いております。 

 年間１０名程度を目標にフレイルサポーターを募集し、現在活動しているサポー

ターの数は３３名であり、４０代から８０代まで様々な年齢層の方々に活躍してい

ただいております。 

 次に、２点目のあわら市のフレイル、プレフレイルの割合、実数はどのぐらいか

とのご質問にお答えします。 

 東京都健康長寿医療センターの調査では、全国のフレイルの割合は８.７％、プレ

フレイルの割合は４０.８％とされており、福井県を含む中部ブロックにおいては、

フレイルの割合が８.０％、プレフレイルの割合が４２.６％とされています。 

 本市におけるフレイル、プレフレイルの割合、実数についてですが、フレイルチ

ェック後のデータは、全て東京大学高齢社会総合研究機構に提供しており、これま

でのデータの分析結果については、自治体や参加者にフィードバックされていない

ことから、把握できておりません。今後、県を通じてデータの還元がされる予定で

あると聞いております。 

 次に、３点目の昨年、フレイル事業を実施した市民はどの程度かとのご質問にお

答えいたします。 

 昨年度のフレイル事業の入り口であるフレイルチェックの参加者は１１５名でし

た。 

 次に、４点目のフレイルチェックを何人して、講座を何人くらい受講させるか、

目標を聞かせてほしいとのご質問にお答えします。 
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 現在のフレイルチェックについては、市内５地区で１５０人を目標に実施してい

ます。 

 他市町の方法も参考に、この５地区だけでなく、出前講座や市内各地区のサロン

などで簡易チェックを実施していき、気軽にフレイル予防について知ってもらえる

機会を徐々に増やしていくことで、市内全ての地区でフレイル予防を意識した取組

が実施されることを目標に事業を展開していきたいと考えています。 

 次に、５点目のレベルアップのための施策はあるのか、他市との交流は考えてい

るかとのご質問にお答えします。 

 現在、フレイルサポーターのステップアップ研修や他市町との交流会を、広域連

合が中心となって企画、実施しています。 

 議員ご指摘のとおり、フレイルサポーターは、サポーター自身が生きがい、やり

がいを持って楽しみながら活動していくことがとても重要です。引き続き、サポー

ターのモチベーションの向上やレベルアップにつながるよう内容を広域連合と一緒

に考えてまいります。 

 最後に、６点目の今後いろんな分野、サービスと連携し、フレイル予防による仕

組みを構築してはどうかとのご質問にお答えいたします。 

 健康長寿課で実施している各種教室等は、市の保健師や管理栄養士等の専門職を

はじめ、医療機関等専門機関の理学療養士、作業療養士などの専門職やトリムクラ

ブの健康運動指導士を講師に招き、様々な視点からの教室を実施しております。 

 今後は、公民館講座やアフレアのイベントなど、様々な場所でフレイルチェック

を行う機会を設けてみるなど市内全域に広げていくことが大切であると考えており

ます。 

 また、大学やＮＰＯ団体等、市以外の団体とも連携していくことも非常に大切な

ことであると考えております。様々な主体との連携を図りながらフレイル予防事業

の促進に取り組んでまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） では再質問させていただきます。 

 現在、活動できるサポーターは３３名、実活動ができるサポーターが３３名とい

うことは年間１０名程度のサポーターを目標としているということはこれ実活動が

できる人数を年間１０名程度ということで理解してよろしいのではないかなと思う

んですが、私は、各集落に１人はこういうサポーターがいたほうがいいのではない

かと思いますが、募集のときにそのことを踏まえて募集などは考えておりますでし

ょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず、フレイルサポーターは年間１０名程度を目標としており、募集につきまし
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ては、広報紙やホームページなどでの募集をはじめ、現役サポーターのお力もお借

りし、各種教室や地域等での声かけなども行っております。 

 また、サポーターが各集落に１名ずついたほうがいいのではないかとのことです

が、まずはフレイル予防の取組を地域全体に広げていきたいと考えておりますので、

市内１２の地区に少なくとも１名ずつのサポーターを養成することを目標としてい

きたいと考えております。 

 現在、活動いただいているサポーターは３３名ですが、サポーターがいない地区

もございます。まずは１２地区全てにおきましてサポーターを養成し、フレイル予

防の取組を推進していきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） 全域に広げることを目標としているのであれば、当然そのサ

ポーターの方も全地区にいるような形をして、そこからまた、フレイルの広がりを

持っていく方法もあるかと思いますので、ぜひその点やっていただきたいと思いま

す。 

 フレイルチェックをしても、あわら市ではフレイル、プレフレイルの把握ができ

ていないということですが、県のほうからのデータでは、福井県はこれだけだとい

うデータは来ていても、あわら市独自のデータが来てないということかなと思うん

ですが、把握ができてないということは、やってもやりっ放しで、きつい言い方を

すれば、評価がされていないというふうに思われますが、どうでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 議員のおっしゃるとおりなんですけれども、フレイル

チェック後のデータにつきましては、全て東京大学高齢社会総合研究機構に提供し

ておりまして、自治体や参加者にフィードバックされていないことが課題となって

おります。 

 今後、県を通じてデータの還元がされる予定であると聞いておりますので、デー

タが届き次第、その参加者に還元し、また、データの分析を行うことで、これまで

の評価もきちっと行ってまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） やっぱり、実は昨日もフレイルチェックがあったんですが、

前よりは赤が増えたからとか青が増えたからという自己判断しかできてなくて、全

体的に自分がどこが弱いのか、ここをやらなくてはいけないとかというようなこと

が、本人もそれからサポーター自身も分かっていないのが現状でありますので、ぜ

ひ、そういうこと、早く県からいただくようにお願いして、せっかく受けた一人一

人にその結果が分かるように、どうすれば効果ができるか、分かるようにしていた

だきたいと思います。 
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 今のちょっと話ですけど、市としてこのフレイル事業をしてどのような効果、具

体的に見られていますかね。また、今後はどのような効果を期待しているんでしょ

うか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 現在、データの分析がなされていないことから、データによる効果の確認はでき

ておりませんが、フレイル予防の大切さや予防を意識した取組は、少しずつ浸透し

ているものと考えております。 

 また、今後は、還元されましたデータを踏まえた取組を行うことで、健康寿命の

延伸や介護認定率の上昇を抑えていく効果を期待したいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） そうですね。フレイルの方がフレイル手前で止まれば医療費

も、あわら市は結構、医療費が高いので、その医療費も少し減るのかなと思います。

そういう効果も出てくるのではないかなと思いますので、こういういい企画を続け

ていっていただきたいと思います。 

 市内全ての地区でフレイル予防を意識した取組が実施されることを目標としてい

るという答弁、いただきましたが、これに対してどのような具体的に取組を考えて

いらっしゃいますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 現在、開催しております出前講座や、市内各地区での

サロンなどにおいて、簡易チェックなどを取り入れることによりまして、フレイル

チェックに触れる機会を増やしていきたいと考えております。 

 市民一人一人が日常生活で体を動かすことによる予防、改善のポイントをつかむ

など、効果的な運動等を行うことで、生き生きとした暮らしを続け社会参加も推進

できるよう、フレイル予防を意識した取組を進めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） 今のお答えのちょっと続きになるかなと思うんですけど、フ

レイルの事業としましては、大きく二つ行われていると思います。 

 一つはフレイルサポーターを増やすこと。二つ目はフレイルサポーターを行い、

フレイルの予防をすること、これは大きな柱かなと思います。 

 一つ目のサポーターを増やして、市として、今後、この事業をどうするお考えで

しょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 
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○健康福祉部長（山田佳子君） フレイル事業は、フレイルの兆候を早期に発見するた

め、予防として、まずはご自身の身体の状況を把握することが大切です。その手段

として有効なフレイルチェックは、今後も、フレイル事業を推進していく上で継続

していくことが重要であると考えます。 

 先ほどのご質問でも申し上げましたが、出前講座や市内各地でのサロンなどにお

いて、簡易チェックなどを取り入れることにより、フレイルチェックに触れる機会

を増やしていきたいと考えております。 

 また、今後は、公民館講座や市民体育祭、アフレアのイベント等、様々な場所で

フレイルチェックを行える機会も設け、フレイル事業を推進していきたいと考えて

おります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） フレイルサポーターを増やして、このフレイルサポーターの

活動をどのように今後考えているかということで、例えば、平塚市のほうでは、市

の取組がサポーター一人一人、よく考えれる場を行政がつくり、サポーターのやる

気を出しているとか、令和４年の４月には、鯖江市のほうで、指輪っかの会という

フレイルサポーターの会を設立しております。 

 あわら市も、行政主導ではなくて、フレイルサポーターの会みたいなのを設立す

るように指導するという、そういうことを考えていらっしゃいますかね。そうすれ

ば、先ほどおっしゃったミニ講座とか出前講座の開催なども、もしかしたらできる

のではないかなと思いますが、その点いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 本市のフレイルチェックも７年目を迎えまして、チェ

ックの内容に計測が多いということもありまして、参加者やサポーターからも新し

い取組を望む声が聞かれるようになっております。 

 今、議員さんおっしゃられましたとおり、サポーターさん同士からの動きとか、

そういったものが出てくると、言葉は悪いんですけど、マンネリ化も防げるのでは

ないかなと考えております。 

 先ほど議員さんがおっしゃられました、坂井市が福井大学の研究事業と連携して

実施しております体操教室、これは参加者からとても好評であるということをお伺

いしております。 

 本市としましても、新たな取組を取り入れるため、坂井市を含めた、鯖江市とか、

他の自治体の先進事例なども参考に、フレイル事業をさらに上達できるよう考えて

取り組んでまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） フレイルサポーターさんの意識を、もうちょっと、自分たち
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でもしなくちゃいけないと、そう思うような、そういう指導の仕方を行政のほうで

考えていっていただきたいと思います。 

 あと、今の坂井市の行っている福井大学との体操教室は本当にとても評判がよく、

１年、２年、評判がいい一つの原因としまして、医師が直接、受けた方ですか、ア

ドバイスを受けているんです。どこどこが弱いからこういう運動をしなさいとか、

そういうことが、直接こう受けられるということが、評判のいい一つにもなってお

ります。 

 このモデル地区としましては、丸岡町から始まりまして、今年から春江、江留上

コミセンですか、それから、磯部、城のまちという３か所を増やしております。来

年は２か所増やす予定ということですので、あわら市もぜひ、こういう動きに参加

していってほしいと思いますが、参加するような考えはございますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 先進事例はぜひ坂井市のほうにも足を運ばせていただ

きまして、実際に体験するなど、調査研究をしっかりしてまいりたいと考えており

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） ぜひ、いいことはどんどん取り入れていってほしいと思いま

す。 

 最後に、フレイル予備軍とも言えるこのプレフレイルですが、市内に多数いると

思われます。それで、こういう優れた事業は、市役所全体でフレイル予防に取り組

むべきだと考えます。それが高齢者の生きがいづくりにも直結するのではないでし

ょうかね。 

 そこで市長、市長もフレイル予備軍の一人として、お考えをお聞きしたいと思い

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 議員ご指摘のとおり、私もフレイル予備軍だと思っております

ので、そういうことを認識しながら今、部長が答弁させていただいたとおり、今後

も坂井市の状況とか、また、他市町の現状なんかを研究させていただきたいなと思

っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） ありがとうございます。 

 では、次の質問に行かせていただきます。 

 民生委員・福祉推進員の現状と今後の課題についてです。 

 全国２４万人います民生委員・児童委員が昨年１２月１日に一斉に改選されまし
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た。このときの改選におきまして、全国で１万５,１９１人の欠員が生じ、戦後最多

となりました。 

 現時点でも、あわら市でも東部地区、西部地区のそれぞれ１地区ずつが未選出と

なっております。 

 成り手不足の要因としまして、全国民生委員児童委員連合会が、これからの民生

委員児童委員制度と活動の在り方に関する検討委員会報告を取りまとめたものによ

りますと、福祉分野のみならず、災害対策、消費者保護、交通事故予防など幅広い

行政からの協力依頼が増加している、各分野の行政機関の間での調整がなされてい

ない、民生委員でなくとも対応可能な事項まで協力要請がある、縦割り行政の弊害

と行政職員における理解不足がある、社協からの協力依頼事項が多いなど、まだ幾

つかの指摘がありました。 

 また、あわら市の高齢者世帯の推移を見ますと、総世帯数は平成２２年から令和

２年にかけて４.３％増加しているのに対し、高齢者のいる世帯数は１３.７％と約

３倍増加しています。こういう現状から考えましても、民生委員、福祉推進員の役

割、存在は重要になってきます。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 成り手不足で数年来、見守りが行き届かないなどの問題があるのではないかと思

われますが、あわら市として成り手不足にどのように対処していますか。 

 二つ、１人で受け持つ標準世帯は何世帯ですか。また、あわら市の最大受持ち世

帯数は何世帯ですか。１０万人未満の市では、１２０から２８０までの数で世帯数

ごとに１人という規定だと思いますが、規定内でしょうか。 

 三つ目、民生委員を取り巻く環境整備や住民相談の行政対応の課題をチェックす

る仕組みが必要だと思いますが、どう考えていらっしゃいますか。 

 四つ目、民生委員に個人情報をどの程度伝えていますか。同じく、福祉推進員に

はどの程度提供していますか。 

 五つ目、福祉推進員と市との直接の交流の場所がありませんが、今後つくる考え

がありますか。 

 以上、１回目の質問といたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） １点目の成り手不足の対処はしているのかについてお

答えします。 

 民生委員・児童委員は、住民の身近な相談相手として厚生労働大臣から委嘱され

ており、地域住民の福祉向上や子どもたちの健全育成を支援する重要な役割を果た

しています。 

 厚生労働省の数値によりますと、全国の民生委員は約２３万人となっており、定

数による委嘱数の充足率は９０％台後半で２０年間は横ばいを推移しています。 

 あわら市の充足率は９６.９％で、国や県と比べても決して低い数値ではありませ
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んが、現在、二つの地区で民生委員・児童委員が不足しているのが実情です。 

 近年、少子高齢化の影響で、地域での適任者の不足が深刻な問題となっています。

また、成り手不足の背景には、定年退職後も働くシニア層が多くなり、多岐にわた

る活動が負担になっていることも要因として挙げられます。 

 この課題に対し、民生委員への理解を深めてもらうため、機関紙「ふれあい」を

発行し全世帯へ配布するほか、活動強化週間には、駅や市内に横断幕を掲げ、イベ

ント時にチラシを配布するなどしてＰＲしました。 

 先日は、一人暮らし高齢者への見守り活動が新聞紙に掲載され、若い世代を含む

幅広い層に対して活動を伝えることができたと考えております。今後もこのような

広報を強化し、人材確保への取組を推進してまいります。 

 また、仕事をしながらでも活動できるように、訪問する時間帯を工夫し、効率よ

く見守りを行うことや土日の活動を行うなど、活動内容を見直し負担軽減を図って

まいります。 

 次に、２点目の１人で受け持つ標準世帯は何世帯ですかとの質問にお答えします。 

 民生委員・児童委員の定数については、人口１０万人未満の市は、１２０世帯か

ら２８０世帯ごとに民生委員・児童委員１人となっています。当市でも同じ基準と

なっています。また、最大受持ち世帯数は約４００世帯となっております。 

 ３点目の民生委員を取り巻く環境整備や行政対応の課題をチェックする仕組みを

構築する考えはあるかについてお答えします。 

 民生委員・児童委員の環境整備と行政対応への課題に対しては、民生委員への協

力依頼が多いことや、行政機関との調整が日々の活動の中で負担となっていると考

えられます。 

 そこで、精神的な負担を抱え込まないように、民生委員同士が気軽に問題や悩み

を共有できる体制を構築していく必要があると感じています。 

 市においては、東部地区、西部地区民生委員協議会の運営委員と連携しながら、

課題の解決に当たるサポート体制を強化し、民生委員・児童委員のフォローアップ

に努めていきたいと考えております。 

 今後も、相談体制の向上に努め、声を上げられない方の困り事を必要な支援へと

つなぎ、誰一人取り残さない市政運営を進めてまいります。 

 ４点目の民生委員に個人情報をどの程度伝えていますか、同じく、福祉推進員に

はどの程度提供していますかについてお答えします。 

 民生委員は、民生委員法第１５条により守秘義務があります。 

 個人情報につきましては、民生委員の活動に必要であると判断した場合には、個

人情報保護法など各種法令を遵守の上、提供しています。 

 一方、福祉推進員は、社会福祉協議会からの委嘱を受けて活動しており、区長や

民生委員・児童委員と共に区内の福祉、全般にわたる支援のサポートを行っていま

す。 

 このため、各地区において、個人情報の取扱いを決めて、認識の共有を図ること
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が必要だと思われます。したがいまして、行政から直接、個人情報を提供すること

は考えておりません。 

 ５点目の福祉推進員と市との交流の場をつくる考えはあるのかとのご質問にお答

えします。 

 これにつきましては、社会福祉協議会により令和５年３月から４月にかけて、地

区ごとに４回の福祉推進員活動説明会・交流会が開催され、福祉推進員７７人、民

生委員３４人の参加による顔合わせやグループワークが行われました。 

 本年１０月頃には、地区ごとに福祉推進員カフェ交流会が予定されています。こ

のとき、福祉課職員も参加させていただく予定です。 

 今後も、よりよい地域づくりのため、市、民生委員・児童委員、福祉推進員の連

携を強化し、市内の福祉施策や支援活動において協力関係を築いてまいりたいと考

えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） では、再質問をさせていただきます。 

 規定では１２０から２８０世帯を１名で受け持つことになっていますが、答弁の

中に、４００世帯を１人が受け持っているというところも、地域があるとのことで

すが、この４００世帯を１人で受け持つことに対しての負担はないんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 現在、４０６世帯となる地区が１件ございます。当該

地区におきましては、年齢構成等により民生委員の負担感を検討しますと、若年層

が比較的多い地区のため、現状としては無理のない範囲と捉えています。市としま

しても、民生委員の負担増とならないか注視しながら、適切な支援を行いたいと考

えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） 倍近くの世帯を持つことになりますので、十分そこのところ

をまた考慮しながら聞いていってあげていただきたいと思います。 

 あわら市では、成り手不足の状況下で、新たな担い手の発掘とか委嘱はどのよう

に行われているのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 少子高齢化により、民生委員に限らず、どの分野でも

担い手が不足しております。 

 民生委員の職務につきましては、民生委員法第１条に、社会奉仕の精神をもって、

常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める

ものとするとされておりまして、現在は、地域に精通しております区長等から推薦
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の候補者の紹介をお願いしているところです。 

 今後も地域に密着した人材を確保することが重要であり、区長のご協力の下、共

に進めていきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） その区長も成り手がなかなかないというのが現状だと思いま

す。 

 新たな担い手の発掘とか、これ、言い換えますと、その経路とかステップを経て

委嘱に至っているのですから、その解決策を考える上でも意味あることに思われる

のですね、どのようにしてこの委嘱に至ったかということは。 

 他市ではいろんなケース、確かにあると思います。民生委員自身が探すところも

あるみたいですし、民児協に関係のある団体とか、地域の有力者といいますかね、

その中には区長も入っていると思うんですけど、などの情報を行政に持ち込んでい

ただくとか、あと、インターネットで募集するというようなところもあるみたいな

んですが、いろんなこの方法で、そういうことも加味しながら、これから考えてい

っていただきたいと思います。 

 この成り手不足の原因に、先ほど幾つか申し上げましたが、行政の相談体制の不

十分というのは掲げられておりますが、その解決策として、課題の解決に当たるサ

ポート体制の強化、フォローアップ、相談体制の向上に努めるとのことですが、こ

れまた具体的には何か考えがございますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 民生委員の置かれている環境を注視し、過剰な負担が

かからないよう、民生委員の協力依頼をできるだけ減らすことにつきまして、行政

内部での調整はしっかり行っていきたいと思います。 

 また、先ほどの答弁でも申し上げましたが、委員同士が気軽に問題や悩みを共有

できるサポート体制、これが大事だと思います。 

 そこで、民生委員協議会の運営委員と連携しながらフォローアップに努めること

に加えまして、現在できました福祉まるごと相談室、これを中心に、複合的な課題

の解決に当たりましては当事者としての民生委員・児童委員を支えるなど、相談体

制の向上に努めていきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） なかなか行政の方も忙しくて、相談に行っても１か所ではい

かず、次、あそこへ行ってほしい、ここへ行ってほしいということもあると聞いて

おりますので、そこのところは連携して相談に当たっていただきたいと思います。 

 民生委員と福祉推進員の役割分担ですが、同じ動きをしてはいるんですが、違い

はどうなっているんでしょうかということと、福祉推進員は市からの情報が得られ
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ないということなんですが、民生委員と福祉推進員との共通の個人情報を持つこと

は必要だと思いますが、それについてはどうお考えでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） まず、民生委員と福祉推進委員の違いについて申し上

げます。 

 民生委員は民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務

員となります。社会福祉の増進のために、地域住民の立場から、生活や福祉全般に

関する相談援助活動を行っており、創設から約１００年の歴史を持つ制度です。 

 一方、福祉推進員は、区からの推薦を受けまして、あわら市社会福祉協議会会長

が委嘱いたします。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、見

守りが必要な人や世帯の困ったにいち早く気づき、民生委員・児童委員や社会福祉

協議会などの関係機関につなぐ役割を持っています。 

 また、区長や民生委員・児童委員と共同して、地区の福祉問題に取り組む体制を

つくっていく役割も担ってくださっています。 

 次の民生委員・福祉推進員と共に共通の個人情報を持つ、このことにつきまして

は、民生委員、福祉推進員それぞれが個人の同意を得て取得した情報につきまして

は共有していただけますが、市から民生委員にお渡ししました個人情報につきまし

ては、法律により市の許可なく福祉推進員と共有することはできないことになって

おります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） よく分かりました。 

 福祉委員会というのを立ち上げているところもあります。まだそんなに多くは、

半分ぐらいですか、ここの福祉委員会のほうで、そういう情報交換ということがで

きればもっとスムーズに行くのではないかなと思いますので、こちらのほうも、今

後、これは社協のほうの役割だと思いますので、そちらのほうに働きかけるように、

また市からもお願いいたします。 

 次回の民生委員の改選は令和７年になると思います。高齢化が進展していけば、

受け持つ世帯も増えるし、民生委員の担い手もいなくなります。この民生委員のこ

とについてだけですが、今こそこの制度設計をすべきではないかと私は思っており

ます。 

 昔は集落自体が自治が機能して、集落が独り暮らしを把握し、その見守りも行っ

てまいりました。それが成り立っている考えで民生委員が制度化され、自治体が支

援しているというのが今の現状です。 

 しかし、集落のコミュニティが崩壊しています。もちろんコミュニティの再生に

力を入れることは大事でありますが、コミュニティが崩壊していく自治体も、今後

現れる可能性はあります。 
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 そういうことを見据えまして、制度設計はすべきではないかと思いますが、民生

委員の効率化、福祉推進員について、令和７年に区長に推薦依頼を出すまでに、こ

の時代に即応した制度設計をする考えというのはございますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 議員おっしゃるとおり、民生委員は３年ごとの改選で

ありまして、次回は令和７年度となります。 

 民生委員の活動としましては、在宅高齢者の生活支援や児童の健全育成、子育て

支援、障がい者の自立生活支援など、活動範囲は幅広く、地域福祉の増進、向上の

ためには欠くことのできない存在となっております。 

 このような中、民生委員を含みます地域共生社会の実現に向け、各種福祉政策の

充実をまず図ってまいりたいと考えております。その中で、それぞれの地域の実情

に合わせました民生委員の定数などにつきましても、見直しを行う場合には、県と

適切に協議をしながら、きちっと判断してまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ６番、堀田あけみ君。 

○６番（堀田あけみ君） 近い将来、こういうことが絶対起こり得ると私は思っており

ますので、ぜひそれまでに、その現場になってからでは遅いと思いますので、もう

今からそういうことを考えて、見据えて行動していっていただきたいと思います。 

 １００年余りの歴史を持つこの民生委員制度が、人材不足によりその機能を果た

せずに途絶えてしまわぬように、民生委員の置かれている環境を注視し、過剰な負

荷がかからないようにすることが今求められていると思います。早急に取り組むこ

ととして、縦割り行政の弊害に巻き込ませないよう庁内調整を十分に行った上で、

民生委員・児童委員に協力依頼し、良好な関係性を形成していくことが求められて

いるのではないでしょうか。 

 また、福祉推進員の立ち位置も市として関わっていくべきだということを考えて

いただいて、私の一般質問を終わらせていただきます。 

                                        

◇八木秀雄君 

○議長（毛利純雄君） 続きまして、通告順に従い、１２番、八木秀雄君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １２番、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） 議長のお許しをいただきましたので、１２番、八木秀雄が二つ、

金津本陣にぎわい広場の用地の譲渡について、二つ目、県水の過剰供給水量のあわ

ら市分の分担について、一問一答で質問をさせていただきます。 

 まず、金津本陣にぎわい広場の用地の譲渡について。 

 金津本陣にぎわい広場の土地の一部をホテルプライムイン福井あわらに駐車場と
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して譲渡する計画があるということをお聞きしています。かなり進んでいると聞い

ていますが、その進捗状況について詳しく答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 金津本陣にぎわい広場、土地の一部をホテルプライムイン福井

あわらの駐車場として譲渡する計画があり、かなり進んでいると聞いているが進捗

状況はというご質問にお答えをいたします。 

 金津本陣にぎわい広場の一部をホテルプライムイン福井あわらへ有償譲渡する計

画の進捗状況について、これは有償譲渡の計画につきましては、令和４年９月定例

会の産業建設教育常任委員会及び全員協議会において、資料を用いまして、対象エ

リアや用地の譲渡から国庫補助金の返還までのスケジュール等を説明させていただ

きました。 

 譲渡計画の進捗状況ですが、今年度に入り、市とホテル事業者との協議の下、事

業者による譲渡予定地の測量を実施し、譲渡予定地の正確な面積を決定いたしまし

た。 

 現在は、市による不動産鑑定評価を実施した上で、ホテル事業者との譲渡価格に

ついて交渉を行っているところでございます。 

 また、国に対しても、財産処分の承認申請に向けて、事前協議を同時に進めてい

る状況です。 

 この手続につきましては、今年度末までに完了させたいと考えております。 

 今後、この財産処分の結果につきましても、議会に報告させていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １２番、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） 今、市長のほうから、ホテル側と話が進んでいると。そして、

これだけの面積と、それもちょっとお答えしてほしいんですけど、本陣広場の南側

ですね。それで、これだけの面積を今、譲渡すると。それもあと、鑑定士を使って、

それだけの単価で譲渡すると、そういうふうな話ですね。 

 それをちょっともう少し詳しく説明してほしいのと、それからなんですかね。国

に対しても、事前協議を同時に行っていると。それをできたら、今年中に、きちん

と確立したいというお話なんですけど、協議をしていると、国と話をしている、そ

の中身についてもう少し、やっぱり我々は聞きたいですので、こういう協議をして、

例えばスムーズに行っているとか、いや、それはなかなか難しいとか、その辺の内

容もご答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） ただいまのご質問にお答えします。 

 まず、面積ですが、令和４年の９月にご説明、約１,４００㎡とお伝えしていると

思うんですけれども、これについては、事業者が測量をいたしまして、今１,５００



63 

 

㎡ほどになります、１,５００ですね。面積については以上でございます。 

 それから国との調整、これにつきましては、今、国から言われていますのは、そ

の土地をどのような価格で売買するのかというのを聞かれております。それに基づ

いて、国が国庫補助金の返還額をどう算定するというまでの段階ではございません。

今、実情を国から聞かれているような状況でございまして、どういう経緯でこうい

う形に至ったのかという理由と、それから面積が幾らぐらいになるのか、あと不動

産鑑定についてどれぐらいの金額で、売買価格は今後どうなるのかという、現状を

今お知らせするような段階でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １２番、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） 今、お話を聞きますと１,５００㎡と。本陣広場の半分以上です

か。そういう具合ですね。 

 あとは今、国との協議をしているということで、部長の話ではうまくいっている

というような感じをしますね。そういうような状況だと、そのように思います。お

聞きします。 

 それで、次のちょっと質問なんですけど。金津繊維ですか、あそこから用地を取

得したということで、僕らも本当に駅前の西口の場所で、あの場所にあの当時、僕

らも議員ですけど、変な、変なって失礼ですけど、いろんな業者がいますから、先

手を打って、あわら市が金津の繊維の場を今購入したということで、非常に僕はも

う、当然そのときは、よかったなと思います。 

 その後に、どういうことですかね、暫定的にあの広場をどういう活用をしなけれ

ばならないということで、我々議員もいろんな協議して、平面的な広場、そしてａ

キューブをつくるとか、いろんな状態で行っていたわけですね。 

 それで、これで１２年たちまして、新幹線も何年度までには完成するということ

で、それにはやっぱり対応しなければならないということで、ホテルを誘致しなけ

ればならないということで進んだわけですね。 

 それと同時に、立体駐車場、大きな雪害がありました。もう２週間ぐらい芦原温

泉駅が麻痺してしまったと。これはもう本当に、車で通う人、それからいろんな方

が、もう車を使えないということで、これもやはり、立体駐車場を造らなきゃなら

ないということで、これは前市長が頑張って、３００台の駐車場を造ったと。非常

によかったわけですよ。 

 それと同時に、先ほど言いましたように、ホテルも誘致しなければならないとな

ったわけですね。 

 もう新幹線の芦原温泉駅は、駅前の前に立体駐車場がある。雪が降っても大丈夫

ですよと。富山、勝山とか、永平寺から、坂井市からも来られるような、そういう

ものを造らなければならない。 

 そして、今度はやはり温泉の駅前に、身近なところに足を運ぶためにホテルを造

らなければならない。これは進んでいくのは当たり前ですよ。ね。 
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 それがですよ、それが、立体駐車場もありながら、ホテル側がぜひ駐車場が欲し

いんだと。これね、私から言うと、私でしたら、立体駐車場がありますから、これ

を何とか利活用して、あわら市のためにも、よろしいですよと。そこにある暫定的

な広場も、市民の宝である、憩いの場であるところを１０年間使っているんですよ、

はっきり言いまして。 

 それが、今、市長の説明では、もう進んでいると、こうなっているわけや。森市

長、あなたも市長になりまして、これを進めている一員ですよね。先頭に立って進

めたいわけでしょう。そうでしょう。 

 私が言いたいのは、立体駐車場がありながら、なぜ、それは都会のど真ん中じゃ

ないですよ。なぜあそこを残して、広場として、引き続きこれは市長がやりたいと。

ホテル側に駐車場を譲渡したいんだと。なぜそういう思いになったのか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 駐車場の用地の件につきましては、ホテルの誘致段階からホテ

ル事業者から強く要望しているという引継ぎを受けておりました。 

 昨年、ホテル事業者のほうからの要望に応じる形で、市として広場の有償譲渡に

ついて検討を行いました。 

 金津本陣にぎわい広場は、議員ご指摘のとおり、１０年前に整備したものでござ

います。１０年前と現在では芦原温泉駅周辺整備が着実に進み、状況が変化してお

ります。 

 まず、令和５年３月に芦原温泉駅西口賑わい施設「アフレア」が完成し、情報発

信やにぎわい創出という機能は、アフレアを核として実施していくこととなります。 

 また、市では、ＪＲ芦原温泉駅周辺地区竹田川周遊整備構想の素案をまとめ、竹

田川とまちなかを結ぶ周遊拠点となる駅前児童公園のリニューアルを計画しており

ます。構想につきましては、８月２１日から９月４日までの期間でパブリックコメ

ントを実施いたしました。 

 金津本陣にぎわい広場の人々が集い楽しむ安らぎ空間の機能につきましても、今

後リニューアルを計画しております駅前児童公園により補完はできるものと考えて

おりました。 

 このように、状況が変化していることに加え、ホテルの誘客力を高めるには、Ｊ

Ｒ芦原温泉駅前やあわら市全体のにぎわい創出に有効であると総合的に判断をして、

用地の有償譲渡を決断したということでございますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １２番、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） 今、市長、ご答弁の中に、駅周辺、それと竹田川、そこを連結

して計画を立てれると。例えば、あそこの広場の代わりに、新富地区のあの下にあ

る児童公園を活用するという構想もありますよ。そしてなおかつ、竹田川にも、嵩
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がありますから。 

 広場が、そこで２分の１になったと。児童公園に行きましょうと。僕ね、これね、

児童公園、私も見ていますよ。私も議員１９年やっていますけど、児童公園で僕は

実際にはそこで、自分の目でですよ。そこで、何というかイベントをやっているの

は、僕はあんまりちょっと見たことがないんですよ。 

 そこへ代わりに持っていくような言い方をちょっとされていますので、そのよう

な感じですわね。それで、それはそれでいいんですよ、市長ね、そういう具合にす

ればいいんですけど、だけど、くどいようですけど、あそこの広場を私はぜひ、市

長、市長がホテル側といろんな契約をしているということも聞いていますよ、はっ

きり言いまして。ですけど、それを市長が、何とかあそこを、立体駐車場がありま

すので、何とか、私は市長としてあこの広場を残したいんだと、そういうようなこ

とを僕は期待しているんですけど、いかがですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 繰り返しになりますけども、やはり、ＪＲ芦原温泉駅周辺整備

が進みまして、アフレアが完成したことで、このにぎわいづくりの中心がアフレア

に移ったというふうに私も感じておりますし、また、ＪＲ芦原温泉駅周辺地区の竹

田川周遊構想、これも、皆さんにいろいろお示しさせていただいて、まだ素案の段

階でございますけども、そういうふうにしてまち歩きをしていただきたい、児童公

園のところでまたイベントなんかもしていただきたい、そんな思いもございます。 

 やはり、ホテル事業者のやっぱり、なんですか、その誘客ということを考えます

と、事業者が自由に使える駐車場が必要になるだろうなという思いもありますし、

これは誘致の時点からいろいろと要望されていたものでございますというふうに聞

いております。ですから、そういうふうにして、全体的に眺めて芦原温泉駅周辺の

活性化につながればいいなと、そのように思っておりますので、どうぞご理解いた

だきますようにお願いいたします。 

 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １２番、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） 今、市長のご答弁の中から、あなたが市長になる前から、そう

いう話が決まっているような話だったね。違うの。前市長がそういうような形を取

って、市長がそれを引き継ぎたい、引き継ぐということで、いろんなホテルができ

ることによって、駅前の周辺に対しても、あわら温泉にも非常に、何というんです

か、効果があるというんですか、そういうことを言われました。 

 それも大事ですけど、私はもう、何しろ、くどいようですけど、広場を残してほ

しいと。残すと、残すように努力すると、こういうご答弁を期待していたんですけ

ども、市長の考えはよく分かりました。これで一つ目の質問を終わらせていただき

ます。 
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 続きまして、二つ目の質問をさせていただきます。 

 県水の過剰供給水量のあわら市分の負担金について。 

 県水の過剰供給水量については、龍ヶ鼻ダムより、現２市、旧坂井郡の６町なん

ですけど、が供給を受けているが、金額としては３７万８,０００円、年間にして、

１億４,０００万の大きな負担を被っていると言いますが、県においての水量につい

ての見直しの場が設けられたこともなく、一方は過剰な負担を続けています。 

 この経緯について何回も話が出ていることなので省略をさせていただきますが、

この金額の負担は市には行財政に非常に負担であり、市の運営にも大きな支障を来

すと思います。 

 市長は認識されておりますか。また、過剰水量の問題解決のためにどのようなお

考えを持ちか、お聞きしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 県水の供給を受け、あわら市は年間１億４,０００万円もの負担

を負っているが、市の行財政に非常に負担であり、市の運営に大きな支障を来すこ

とは認識しているか、また、過剰水量問題解決のためにどのような考えを持ってい

るかというご質問にお答えをしたいと思います。 

 県水の供給を受けまして、あわら市は年間１億４,０００万の負担を被っておりま

す。 

 本市では、昭和６３年から坂井地区水道用水供給事業によりまして１日当たり１

万６,１８２㎥を責任水量として受け入れております。 

 しかしながら、人口減少や節水型給水器具の普及によりまして、令和４年度には、

１日当たり平均で１万６８０㎥しか利用しておらず、１日当たり５,５０２㎥の、年

間にして約２００万㎥分の水道料金を過剰に負担していることとなります。 

 平成の初め頃からこの問題を認識し、事務レベルで過剰供給水量の是正を要望し

てきました。その結果、平成１２年、平成２２年、令和３年に県により給水単価の

引下げが行われ、合計で１㎥当たり２２円の財政負担の軽減が図られました。 

 ただ、それでも過剰供給水量に係る現在の財政負担は１億４,０００万に上り、厳

しい市水道事業の財政状況の中で大きな負担となっていることは私も重々認識をし

ております。 

 毎年要望する県への要望がこの過剰供給問題が改善するために最良の手段だと考

えておりました。平成３０年度からは責任水量の引下げを知事への要望項目として

要望し、令和２年度からは最重要事項として知事に直接要望しているところでござ

います。 

 今年度は、他県の水道用水供給事業の料金体系や責任水量の見直し状況を調査し、

近年、他県で料金体系の変更が行われた事例が多いことを確認しております。 

 これを提示して、本県においても新たな費用負担方法を検討するよう知事に対し

要望する予定でございます。 
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 毎年要望する県への要望がこの過剰供給問題を改善するために最良の手段だと考

えており、今年度も知事に直接要望してまいります。 

 なお、責任水量の見直しはあわら市だけではなく、坂井市とあわら市に共通する

課題であるため、旧坂井地区水道用水事務組合の事務が移管されました坂井地区広

域連合を通して、坂井市と協議を重ねてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １２番、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） 今、市長のご答弁の中で、この責任水量ですね。これは昭和６

３年からその責任水量を……。そのトン数が１万６,１８２トン、こういう具合に言

われます。ご答弁がございました。 

 これは私なりにちょっとまた関連で調べた結果、これは、正確には、平成１６年

（２００４年）の合併からのお話でございます。それはちょっと置いておきます。 

 それと、今言いましたように、市長はここに、例えば、完全な共通利用となった

のが平成７年（１９９５年）からと認識しております。それから、何年ごとに金額

が下がってきて、最終的には平成１２年（２００１年）から平成２１年の２００９

年までに６５円という金額になってきたわけですね、市長。 

 これは本当に、僕がちょっと疑問なのは、我々は合併したときからの話ですから、

最初の金額が８５円だったんですかね。でなくて、２２年、減ったということは、

やはり、合併してからの金額でございますので、我々市民が聞くと、何ですごく下

がったんだと、努力しているんだという具合に思われますけど、現実にはそうでは

ないということがちゃんと数字で出ているわけですよ。 

 それで、そういうことがございまして、あとは、市長は、それについて、令和に

入ってからね、市長と知事と膝を交えて直談判もしているんですけど、その直談判

ってどういうふうなことを強く言っているのか。それをちょっと教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 土木部長、西川秀和君。 

○土木部長（西川秀和君） 議員、今のご質問のこれまで県へ要望した結果ですけれど

も、先ほどご説明しましたが、これまで県に対し過剰供給水量の是正を要望し、平

成１２年、平成２２年に合計で１㎥当たり給水単価が２０円、年額にして約１億３,

０００万円の引下げが行われました。 

 県へ責任水量の引下げ要望を行った際には、県からは、給水単価は、坂井市とあ

わら市へ水道用水を供給する浄水場や送水管を整備するために借り入れした企業債

の償還財源をベースにして確定していると。坂井市とあわら市に配分した責任水量

で負担を求めている以上、あわら市の配分減は坂井市に負担増を求めなければいけ

ないと。そのため、ちょっと見直しは難しいとの回答がありました。 

 そのため、令和２年度には、単価の見直しだけでもできないかとさらに最重要要

望事項にして強く要望しまして、令和３年度からは、単価をさらに６５円から６３

円に２円、年額にして約１,３００万円の引下げをしていただいたところです。 
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 ただ、それでもやはり責任水量の引下げを行わなければ、過剰負担の解消は解決

しないと考えまして、令和３年、４年度は、他県の見直しした事例なども例に示し

ながら、責任水量の引下げを要望しました。ただ先ほどお話ししたように、坂井市

への影響もあるため、坂井市との調整をするように県から求められております。 

 新聞等で取り上げられているように、坂井市においては現在、水道料金の料金改

定を予定しているところで、そのような中で、責任水量の引下げの協議を行うまで

には至っておらず、現在、時間を要するものと思われます。 

 ただ、今後、坂井地区水道用水供給事業の浄水場や送水管についても県は更新す

る必要があり、これにはまだ莫大な費用を要することになります。当然それを補う

財源については、今後、県水の収入が大きく影響してくることから、県や坂井市と

しっかり協議をしてまいります。 

 また、先ほどご説明しましたが、他県の水道用水供給事業を調査したところ、責

任水量を見直しているというふうに加えまして、責任水量制ではない水道料金体系

になっている都道府県もありまして、今年度はその事例などを県に提示して要望し

てまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １２番、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） 今、部長が説明しているのは事務レベルの話なんですよ。そう

でしょう。僕はそういうことを聞いているんでないの。事務レベルでは時間がかか

っているんですよ。時間がかかっていて、今、部長が言うように、坂井市を含めて

話をしなさいということなんですよ。坂井市はあわら市と、私が調べた結果、非常

に負担額、人口が減って、水量でいくと負担が軽いんですよ。あわら市はすごく負

担が大きいんですよ。この差で坂井市とあわら市がしゃべっていても、これはうま

くいくわけには、私はいかないと思いますよ、部長。そう思いませんか。 

 ですから、私は市長に言いたいのは、直接、知事と森市長が、この困難の１億４,

０００万の負担は大変だと、あわら市の市政を運営するには大変だということを直

接、僕が市長に言っている内容をあなたにしゃべってほしいということを言ったわ

けや。いかがですか。 

 いいですよ、答えなくても。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １２番、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） 市長ね、この１年間に１億４,０００万を市長のこの直談判で知

事を動かしてほしいんですよ。動かしてほしいんです。そうすれば、それが例えば

１億４,０００万が１億円になったとか、半分の７,０００万になったと、こうなる

わけです。それを僕は市長に期待をしているんです。やってほしいんですよ。 

 ちょっと待って、聞いてください。 

 それで、そうすればですよ。今、あなたが、市長が公約している給食、給食費を

ゼロ円にしますと。これに負担できるんですよ。例えば半分の７,０００万になれば。
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そこまでかけてやらなければ、あわら市の市政は厳しいと。これを努力してやって

ほしいんですよ。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） これ、最終になりますけど、私、先ほどの答弁で、直接、知事

要望のところで、知事要望のあわら市の要望の一丁目一番地でお願いをしているん

だというお答えをさせていただきました。だから、私は直接、知事にお願いをして

いるということです。 

 ただ、今の話、いろいろなかなか難しいのは、もともとは旧坂井郡６町で全部の

水量を決めたといういきさつがあるらしいんです、これは。ですから、坂井市は無

関係だとおっしゃいますけども、県はそういうふうに取っていただけないというこ

とでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １２番、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） 市長ね、県はそういう具合に言ってないと。それは知事、そう

いって言いますよ。あんたらがそこら辺でしっかりと協議しながらやりなさいと。

それはもう絶対、そうなれば、なかなかこれは解決をしないと、私は思うんですよ。

ですから、市長に強く言っているのはそこなんです。 

 厳しい言い方もしましたけどね、それぐらい、あわら市の財政が逼迫していると

いうことなんですよ。だから皆さん、皆さんの税金とか交付金とか、それを当てに

して事業をしなければなりませんけど、やはり、今、二つの質問をしましたけど、

あわら市というところは、さすがあわら市だというようなことで僕は進めてほしい

ということでございます。 

 終わります。 

○議長（毛利純雄君） 暫時休憩をいたします。なお、再開は１４時３０分といたしま

す。 

（午後２時１８分） 

                                        

○議長（毛利純雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時３０分） 

                                        

◇平野時夫君 

○議長（毛利純雄君） 続きまして、通告順に従い、８番、平野時夫君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ８番、平野時夫君。 

○８番（平野時夫君） 通告順に従いまして、８番、平野時夫、分割質問分割答弁で一

般質問をさせていただきます。 
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 まず、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業について、質問させていただきます。 

 認知症高齢者の増加が見込まれる中、認知症高齢者等とその家族が安心して暮ら

せる社会づくりのためには、地域全体の見守り体制の構築が大切であります。 

 本市においては、あわら市安心生活ネットワーク事業によって、対象者となって

いる認知症高齢者や知的障がい者など、一人歩きにより行方不明となるおそれがあ

る方を見守る体制が整備されております。 

 しかし、認知症の高齢者等が、日常生活における偶発的な事故、例えば誤って線

路に立ち入って電車を止めてしまったり、ホテルなどの備品を壊してしまったり、

自転車に乗っていて歩行者にぶつかってけがを負わせてしまった等々によって、そ

の賠償金を保険で補償する事業は、いまだあわら市には導入されておりません。 

 このことを踏まえ提案いたします。 

 県内で認知症高齢者等個人賠償責任保険事業を導入している市町はあるのでしょ

うか。また、導入している市町の活用状況はどうかお伺いします。 

 次に、地域でより安心して生活できる環境を整備することを目的に、仮称であり

ますが、あわら市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業を導入することについて、

市長のご見解を伺います。 

 １回目の質問といたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） まず、１点目の県内で認知症高齢者等個人賠償責任保

険事業を導入している市町はあるのか、また、導入している市町の活用状況はどう

かとのご質問にお答えします。 

 厚生労働省の推計では、令和７年には認知症高齢者は約７００万人に達し、６５

歳以上の高齢者の５人に１人が認知症になるとみられています。 

 福井県では、現在、高齢者の１割が認知症となっており、あわら市においても、

令和元年４月時点の１１.８％から令和５年４月時点の１１.３％と、５年間、高齢

者の約１割で推移しています。 

 このような中、高齢化の進展により、認知症の方が引き起こしてしまう事故やト

ラブルが増えることを懸念し、個人賠償責任保険への加入を支援する自治体も見ら

れるようになりましたが、県内では、現在のところ導入している、または導入を予

定している自治体はございません。 

 次に、２点目の認知症高齢者等個人賠償責任保険事業の導入についてお答えしま

す。 

 市では、現在、認知症になっても自分らしく安心して暮らすことができるよう、

認知症や家族の応援者である認知症サポーターの養成や認知症の方とその家族、サ

ポーターをつなぐ地域づくりの仕組みであるチームオレンジの構築などを通して、

地域の中で、認知症についての正しい理解を普及し、事故の未然防止や認知症に対

する正しい知識と理解が促進されるよう支援を行っております。 
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 また、認知症の高齢者の見守りや徘回者の早期発見につながる、地域全体で支え

ていく取組である、あわら市安心生活ネットワーク事業への登録推奨や警察との連

携、認知症等で保護された高齢者の適切な支援につなげられるよう、ケアマネジャ

ー等との連携などにも努めております。 

 認知症高齢者等個人賠償責任保険は、保険料が比較的安価で、個人でも加入しや

すいものもあるようでございます。保険制度を導入することで、認知症高齢者ご本

人と介護するご家族の不安と負担の軽減につながることが期待されますが、認知症

の方が引き起こす損害を公費で費用負担することについては、いまだ公平性は保た

れないと考えており、当市としましては、現在のところ制度を導入することは予定

ございませんので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ８番、平野時夫君。 

○８番（平野時夫君） ただいまの答弁で、県内では、現在どこも導入してない状況で

すけれども、残念に思っておりますけれども、ところで先ほどの答弁の中で、認知

症の方が引き起こす損害を公費で費用を負担することについて、いまだ公平性は保

たれないとのことですが、その理由を説明していただきたいと思います。 

 ちなみに、この個人賠償責任保険は様々なケースで補償され、保険期間は１年間、

１億円の補償をつけても、保険料は年間数千円で済むというものでございます。 

 先ほどの質問にお答え願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） いまだ公平性は保たれないということの点についてな

んですけれども、繰り返しになりますが、認知症高齢者等個人賠償責任保険の保険

料は比較的安価で個人でも加入しやすいものとなっております。その上で、賠償責

任保険の費用を市が負担することにつきましては、認知症の方及びその家族のみを

限定した保険でよいのか、例えば、障がい者の方に対する制度も必要ではないのか

など、その対象を含め、公費負担の公平性について、高齢者への支援を総合的に進

める中で、施策の効果を検証するなど、慎重な検討が必要であると考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ８番、平野時夫君。 

○８番（平野時夫君） この制度を導入している自治体はまだ少ないですけれども、導

入している自治体も増えてきておりますので。 

 本年６月には、認知症の人が尊厳を保ち、希望を持って暮らせるよう、国会にお

いて共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立しております。 

 その中に、地方公共団体の責務の第５条には、抜粋ですが、地域の状況に応じた

認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。また、基本

理念として、第３条の５には、同じく抜粋ですが、認知症の人及び家族等が地域に

おいて安心して日常生活を営むことができるようにすることとの記述があります。 
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 家族への支援に関する法制度でもあり、大変意義深いことであると思っておりま

す。 

 そこで、私はこの基本理念に鑑みて、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業は、

市民生活を守るセーフティーネット的役割を担い得るすばらしい施策ではないかと

考えております。ぜひ前向きに検討していただきたいと。再度、検討をお願いした

いということなんですけども、部長でも市長でもちょっとどちらでも結構です。お

答え願えればありがたいです。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 現在、本市では、認知症の方が引き起こした重大な事

故やトラブルの事例などはなく、認知症サポーターやあわら市安心安全生活ネット

ワークなどの見守り支援の体制が適切に機能しているものと考えております。 

 認知症高齢者等個人賠償責任保険事業につきましては、現在のところ導入の予定

はございませんが、今後、認知症施策を進めるに当たりましては、高齢者への支援

について総合的に検討する必要があると考えておりまして、施策の一つとして、個

人賠償責任保険事業につきましては、まずは他の自治体の先進事例などを調査研究

してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ８番、平野時夫君。 

○８番（平野時夫君） 誰しもが無関係ではいられません。認知症の人が希望を持って

暮らせる社会に向けては、医療の進歩に加えて、認知症の人やその家族の相談体制

の整備、福祉サービスの提供体制の構築など、支え合う環境づくりは欠かせません。

本市の認知症高齢者に対する見守り体制は整っていると思います。 

 しかし、当事者である本人が加害者となってしまって、賠償責任が発生した場合

の対応策については現状は未整備でございます。私が保険制度の存在を初めて知っ

たときに、率直にこれはいい制度だと思いました。何度もくどいようですが、市民

生活の大きな安心につながる非常に重要な事業でございます。この認知症高齢者等

個人賠償責任保険制度、ぜひあわら市が先駆をきって導入することを大いに期待し

てこの質問を終わらせていただきます。 

 二つ目の質問に、移ります。 

 高齢者運転免許証自主返納支援についてでございます。 

 ２０１９年に池袋で高齢者の運転による暴走事故によって、母親と幼い娘さんの

２人が死亡との衝撃的なニュースは、まだ記憶に新しいのですが、ブレーキと間違

えてアクセルを踏み続けて進行した過失と認定され、当時８７歳の被告がただいま

実刑を受けております。 

 最愛の妻子を突如として失ったご遺族の悲しみは計り知れないものがあると思い

ます。この事故を契機に高齢ドライバーの安全対策の必要性について、社会的な関

心が高まりました。 
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 悲劇を防ぐ多角的な対策の一つが、病気や加齢などによる身体機能の低下や判断

力の低下を自覚し、運転に不安を感じる方などが免許の有効期間内に自主返納する

制度でございます。 

 運転免許を返納した高齢者の方が、運転経歴証明書を提示することで様々なサー

ビスが受けられます。 

 福井県も、平成２９年度からは、運転免許証を返納した高齢者が外出しやすい・

外出したくなる環境づくりと、家族と共に外出する機会を増やすため、免許を返納

した本人だけでなく、同行する家族も一部サービス、例えば商品の割引やプラスポ

イントの付与等を受けられるようにしました。 

 さて、県内各市町による支援サービスの内容は様々ですが、現在、あわら市にお

いては、このほど高齢者外出支援助成事業として、本年７月１日から乗合タクシー

の新サービスが実証実験として開始されました。そして、６５歳以上の高齢者で運

転免許を自主返納した方には、乗合タクシー１００円引きとなっています。 

 運転免許を返納した場合に、その後の生活を支える手だてにも目配りする必要が

あります。具体的には、交通手段の確保が重要であります。交通手段が充実してい

ないことにより、免許返納をためらう人はかなり多いと思います。 

 そこで、市内に在住する６５歳以上の免許返納者はどのくらいおられるのでしょ

うか。 

 私は、あわら市の免許返納者に対する支援内容が、県内他市町と比較してサービ

スが少ないのではないかと感じています。さきに述べた乗合タクシー以外では、移

動支援の一層の充実が必要ではないかと考えているのですが、市の所見を伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 市内在住の６５歳以上の免許返納者はどのくらいいるのかとい

うご質問にお答えをいたします。 

 あわら市内における６５歳以上の運転免許証を返納した人数につきましては、福

井県警察によりますと、過去５年間における年別での免許返納者は、平成３０年は

９６名、令和元年は１２５名、令和２年は１２０名、令和３年は１０６名、そして、

令和４年は８８名となっており、過去５年間は、年間約１００名の方が運転免許を

返納されている状況でございます。 

 次に、運転免許証自主返納者の移動支援の今後の支援策は、についてお答えいた

します。 

 近年、令和元年の東京都池袋での高齢者の運転による死亡事故など、高齢者の事

故は増加傾向にあります。 

 このような悲惨な事故を減らすには、高齢者が運転免許証を返納してよかったと

思えるような支援策が必要であります。 

 本市の現状といたしましては、市内全域をカバーする乗合タクシーが、高齢者や

運転免許証返納者の足となっておりますので、そこに重点を置いて支援をしており
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ます。 

 支援策の一つとしまして、議員がおっしゃいましたとおり、本年７月１日から実

証実験としまして、７５歳以上の高齢者に対し、乗合タクシー利用後に、最寄りの

停留所から自宅までの料金を２００円で乗車できるタクシーチケットを交付する高

齢者外出支援助成事業を開始しております。 

 また、乗合タクシーの従来からの大きな支援策としまして、６５歳以上の高齢者

が運転免許証を自主返納した場合、無期限の１００円割引があります。 

 例えばお一人で乗車すると、４００円の利用料金から１００円を割引し、３００

円で乗車することができます。 

 支援額で言いますと、病院やスーパーでのお買物などで乗合タクシーを週１回利

用した場合、月４回の利用でも、往復で８回、つまり月８００円が割引され、年間

では９,６００円を市が毎年、利用者に支援していることになります。 

 また、週２回利用した場合では、年間で１万９,２００円の支援額となり、あわら

市としましては、厳しい財政状況の中ですけども支援をしていると私は感じており

ます。 

 しかしながら、このような制度があっても市民に周知されなければ意味がござい

ません。そのため、高齢者だけでなく、そのご家族など若い世代の方にも周知でき

るよう努めてまいります。 

 今後、高齢者外出支援助成事業のアンケート等の結果や、全国の先進的な事例を

参考にし、高齢者が免許を返納してよかったと思えるような支援策を検討していき

たいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ８番、平野時夫君。 

○８番（平野時夫君） ちょっと飛ばしましたので、すみません。 

 一例ですが、長崎県の諫早市では、市内在住の６５歳以上の免許返納者に１万円

分のタクシー等利用券を支給している。加えて７５歳以上の免許返納者には毎年５,

０００円分の利用券を配布しているということです。 

 これらの利用券はタクシーやバス、地元の鉄道で使用できて、６５歳以上対象の

１万円分に関しては、交通系電子マネーでの受給もできるそうであります。 

 免許を返納、返してよかったと、また、外出が楽しい、健康になった、経済的負

担が軽くなったと思えるよう、あわら市のそういった環境を整えていただきたいと

思っております。 

 あわら市が重点を置いている支援制度は高齢者に向けての、運転免許返納すると

いうきっかけにはあまりなっていないような気がします。 

 そこで今後、あわら市はどのような働きかけを具体的に行っていくのか、お聞き

いたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市民生活部長、山下綱章君。 
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○市民生活部長（山下綱章君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 市では、高齢者の方が運転免許証を返納しやすい環境づくりや、支援体制が必要

だと考えております。今年７月１８日に、市とあわら警察署が連携し、運転免許証

自主返納臨時出張所をあわら市役所内に開設いたし、５名の高齢者の方が運転免許

証を返納されました。 

 ９月２７日にも同様に臨時出張所を市役所内に開設いたし、運転免許証返納を呼

びかける予定をしております。 

 また、市が重点を置いて進めております乗合タクシーへの利用を運転免許証返納

者へ積極的に推し進めていくために、現在、あわら警察署において、運転免許証自

主返納の手続の際に、あわら警察署でも乗合タクシーの登録ができる取組を行って

いるところでございます。 

 運転免許証の自主返納は高齢者事故防止対策の一つであることから、今後は、あ

わら市交通安全協会や各種団体、各事業者などの協力を得ながら、高齢者が運転免

許証返納しやすい支援体制づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ８番、平野時夫君。 

○８番（平野時夫君） 免許証を返すとこのような特典やメリットがありますよと、免

許自主返納支援内容について、多く発信をしていただいて、広く市民に周知してい

ただきたいと思います。 

 理想論かもしれませんが、交通弱者がいつしかなくなるような環境を官民挙げて

つくっていく必要があると思います。 

 多くの課題克服に取り組む中で、地元の鉄道やバス、タクシーと、交通事業者と

利用者、双方が潤っていければすばらしいなと思っております。当局には、なお一

層の支援策を求めてこの質問を終わらせていただきます。 

 次に、補聴器購入費の助成について質問させていただきます。 

 全国的に高齢化が進む中、多くの人が難聴で困っております。 

 男性の場合、７０歳代では５、６人に１人が日常生活に支障を来すほどの難聴を

抱えているようです。かくいう私も若干きていますが、放っておくと会話や社会的

交流が減り、鬱や無気力、認知機能の低下につながり、フレイルが進行してしまい

ます。 

 そこで補聴器を使うことで一部の認知機能の低下を防ぎ、認知症予防に一定程度

の効果が期待できます。補聴器は身の安全のためにも必要であります。 

 しかし、新しく補聴器を購入したくても、高すぎて手が出ないとの声があります。

補聴器は片耳の値段で数万円から数十万円と高額であります。購入に二の足を踏む

人も多いのです。 

 また、良い補聴器を誰しもが安心して利用できるように、購入費用の負担軽減を

望む声が多くあります。 

 身体障害者手帳の交付対象外で、比較的、軽度の難聴の人には助成がありません。
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このことから、近年、児童の言語発達の機会を失わないよう、また高齢者において

は、生活の質の向上など、実情に照らし合わせた上で、自治体による独自の助成制

度の整備が全国的に広まってきております。 

 しかし、補聴器購入費助成制度を実施している自治体は、２０２３年４月２８日

現在、一般社団法人日本補聴器販売店協会の調査によると、３４道府県で実施、１,

７４７市区町村のうち１４３市区町村であります。県内はゼロでございます。 

 補聴器購入費助成の対象の年齢は、主に１８歳以上で２１％、６５歳以上が５９％、

助成金額の限度額は２万円から３万円、高くて５万円であります。 

 相模原の実例を紹介させていただきます。 

 自治体における介護予防などの取組を幅広く支援する国の保険者機能強化推進交

付金というのがあります。これを活用して財源を確保しているのです。 

 相模原市の介護予防事業と連動する形で、住民非課税世帯の６５歳以上の市民を

対象に２万円を上限に補聴器の購入を助成するという事例でございます。 

 私は、令和元年１２月定例会において、人工内耳を装用している人への助成、い

わゆる補聴器の購入費、買換え、空気電池や充電式電池、充電器のいずれかについ

て質問したところ、あわら市には現在、対象となる児童がいないために、助成制度

を設けることは考えていないということでございました。 

 そこでお伺いいたします。現時点でも、人工内耳を装用している児童は存在して

いないのでしょうか。また、児童を除く対象者もおられないのでしょうか、お聞き

いたします。 

 相模原市のように、国の保険者機能強化推進交付金を財源に充て、補聴器購入費

の助成を実施する考えはございませんか。 

 １回目の質問とさせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） １点目の現在、人工内耳を装用している児童は存在し

ているのか、また、児童以外はいないのかとのご質問にお答えします。 

 令和元年度と同様、現時点においても、聴覚に関する人工内耳装用を理由に身体

障害者手帳取得した事例はなく、市役所やこあらっこへの相談は１件もないことか

ら、人工内耳を装用している児童は市内にいないと推測されます。また、児童以外

も同様です。 

 次に、２点目の保険者機能強化推進交付金を財源に充て、補聴器購入費を助成す

る考えはないのかとの質問にお答えします。 

 高齢者が補聴器を必要とする原因の一つとして加齢性難聴が挙げられます。加齢

性難聴は、誰にでも起こる可能性があり、老化による聴覚機能の低下であるため、

根本的な治療がないと言われており、日常生活での聞こえづらさを補うために、補

聴器の使用が有効な手段とされています。 

 議員ご指摘のとおり、補聴器につきましては、精密な医療機器であり、また、使
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用者それぞれの聴力に合わせて何度も調整を行う必要があるなど、高価なものとな

っております。 

 本市における補聴器購入に対する補助につきましては、身体障害者手帳をお持ち

の聴覚障がいのある方に対し、障害者総合支援法に基づく補装具として、所得に応

じて、購入費用の全額もしくは９割の補助を行っているところでございます。 

 身体障害者手帳に該当しない加齢性難聴者の補聴器購入費への補助につきまして

は、聴覚機能の低下がみられる高齢者全般に関わるものであり、全国市長会の障害

者福祉施策に関する国への提言の中で、補聴器の交付基準・修理基準を実情に合っ

たものにすること、軽度・中程度の購入についても対象とすることなどについて、

必要な措置を講じることを国に求めているところであります。 

 現時点では、議員ご指摘のとおり、相模原市など一部の市町では、独自の助成を

行っておりますが、当市としては、国の支援制度の創設の動向を注視したいと考え

ております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ８番、平野時夫君。 

○８番（平野時夫君） 再質問ですけれども、人工内耳装用の児童及び児童以外の対象

者はいないそうでございますが、身体障害者手帳の交付対象になっていない軽度、

及び中等度の難聴の児童、及び片方の耳だけ難聴の方や児童はいないのでしょうか。

分かったらお答えください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） ご質問にお答えいたします。 

 軽度、中程度、難聴の児童で補聴器を購入している児童は、現在、５人おります。 

 身体障害者手帳を取得する際、聴力については、両耳で判断されることや、補聴

器購入も、両耳で調整を行うため、片耳だけの方については、統計的に把握するこ

とは困難な状況となっております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ８番、平野時夫君。 

○８番（平野時夫君） 所沢市では、２０１３年４月から、補聴器購入助成事業を実施

しております。また、本年度から補聴器の修理費用を助成する事業を開始しており

ます。 

 このような、子どもが生活しやすいように、助成制度の幅を広げております。高

齢者に対しては、補聴器を購入しやすくすることで、積極的に社会参画の推進につ

ながるものと考えます。 

 私も、そう遠くない時期に補聴器のお世話になることになります。さきのご答弁

では、現時点では云々、国の動向を注視したいとのことでございました。あまり注

視し過ぎて目を悪くしないようにしていただきたいと思います。 

 市として何らかの支援策を講じていただくことを強く求めて私の一般質問を終わ
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らせていただきます。 

                                        

   ◎延会の宣言 

○議長（毛利純雄君） お諮りします。 

 本日の会議はここまでとし、明日に延会したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

 なお、明日９月７日は午前９時３０分から会議を再開します。 

○議長（毛利純雄君） 本日はこれをもって延会いたします。お疲れさまでした。 

（午後３時０７分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  令和  年  月  日 

 

               議  長 

 

 

               署名議員 
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   ◎開議の宣告 

○議長（毛利純雄君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（毛利純雄君） 本日の出席議員数は、１４名であります。 

 １０番、吉田太一君、１１番、山田重喜君から欠席の届けが出ております。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（毛利純雄君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前９時３０分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（毛利純雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１２番、八木秀雄君、

１３番、笹原幸信君の両名を指名します。 

                                        

   ◎一般質問 

○議長（毛利純雄君） 日程第２、これより昨日に引き続き一般質問を行います。 

◇室谷陽一郎君 

○議長（毛利純雄君） 通告順に従い、７番、室谷陽一郎君の一般質問を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 皆様、おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、通告順に従いまして、７番、室谷、分割質

問分割答弁にて、本日最初の一般質問を行いたいと思います。 

 さて、本年令和５年の３月に芦原温泉駅西口に賑わい施設「アフレア」の誕生祭

がありました。また、４月には道の駅「蓮如の里あわら」がオープンしました。来

年の春の北陸新幹線芦原温泉駅開業、３月１６日と発表がありましたが、それに向

けてのイベントも順次用意されております。 

 私は、ここで改めて新幹線駅開業後の森市長の市政運営、まちづくりの事業をど

のように考えているかを質問したいと思います。 

 森市長が掲げた公約を参考に、今後の運営とその進捗状況をお伺いいたします。 

 一つ目、公約に挙げた駅と竹田川を一体的なまち歩き空間として整備するについ

て、具体的にどのように考え進めているかを質問します。 

 二つ目、同じく公約に、芦原温泉街と金津市街を結ぶ幹線道路沿線への大型商業

施設の誘致に努めるとありましたが、現在の進捗状況はどのようになっているのか

を質問します。 

 三つ目、あわら市の人口は合併当初は３万１,０００人ほどでしたが、現在は２万

７,０００人を切っています。二十数年後には２万人を切るという予測もされており

ます。「少子高齢化に挑む」として、学校給食の無償化の達成、子育て世代の負担軽
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減についてどのように考えているかを質問いたします。 

 四つ目、あわら市の６５歳以上の高齢者人口が全体の３３％を超えています。近

隣の市町に比べて少子高齢が進行している状況です。高齢者への介護支援、福祉に

ついてどのように進めていこうと考えているのかを質問いたします。 

 以上、理事者の答弁を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） おはようございます。 

 室谷議員の１点目の、駅と竹田川を一体的なまち歩き空間として整備するについ

てというご質問にお答えをいたします。 

 竹田川周遊整備は、ＪＲ芦原温泉駅から竹田川までにおいて、竹田川や都市公園、

市道などの既存施設を活用した、市民や来訪者などが日常的に集い、周遊したくな

る魅力的な拠点と周遊軸の整備を目的としております。 

 昨年度策定しました竹田川周遊整備構想では、駅から竹田川などを巡る周遊軸を

設定し、駅前児童公園を周遊の拠点と位置づけました。 

 「水、緑、人が優しく融け込む、お気に入りのテラス」をコンセプトに、竹田川

の河川敷を見渡せる視点場を整備し憩いの場とするほか、散歩やジョギングなど日

常的に様々な用途で利用できる公園とするため、幅の広いフラットな通路やスロー

プなどのユニバーサルデザインを取り入れるなど、竹田川周辺の景観を楽しめる整

備構想となっております。 

 今年度に入りまして、地元の方々や金津まちなか創成会などの団体と、整備構想

の内容について協議を重ねております。 

 協議の中では、竹田川河川公園を活用したキャンプやカヌー体験の実施に不可欠

なトイレや駐車場などの施設を駅前児童公園に整備することについて、要望の声を

いただいております。 

 また、夏場の利活用を促すためには、日差しを遮る屋根つきの施設が必要との意

見もいただきました。 

 さらに、取りまとめた整備構想について市民の皆様からご意見をいただくため、

８月２１日から９月４日までパブリックコメントを実施しました。 

 その中では、竹田川河川公園のエントランス機能として駅前児童公園を整備する

ことはよいが、駅から児童公園、そして竹田川へと導くルートの整備もしっかり考

えていただきたいとの意見が寄せられました。 

 今後は、駅から竹田川までの一体的なにぎわいづくりを目指し、市と地元地区が

意見を交換しながら、素案をより具体的な事業計画に仕上げ、来年度の新規事業化

を行い、令和８年度末までの供用を目標に進めていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 次に、２点目の芦原温泉街と金津市街地を結ぶ幹線道路沿線への大型商業施設の

誘致の進捗状況についてお答えをいたします。 
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 大型商業施設の誘致活動でございますが、企業名は公表できませんが、総合小売

業の企業やディベロッパーへのアプローチに加え、企業の情報を把握している金融

機関に対しても紹介を依頼するなど、様々な角度から活動を実施しております。 

 中でも、あわら市に興味を示していただいた県内で大型商業施設を展開している

企業に対し、坂ノ下から重義に至る県道９号線沿いの農地を進出場所として提案し、

数回、交渉の機会を持ちました。交渉においては、別の場所の提案も含め積極的に

行い、企業側から市場調査を行ってみるというところまで至りました。 

 この案件は、残念ながら相手先から今年回答があり、マーケティングや市場調査

を行った結果、物価や資材が高騰しているため、投資額を回収することは困難であ

るとのことで、残念ではありますが誘致には至りませんでした。 

 この案件以外にも、ディベロッパーからは、市の集客施設の整備と商業施設の誘

致を併せる形は取れないかとの提案がありましたが、誘致に対する補助金に加え、

新たな市の施設の整備に対しても億単位の財政出動が必要となるなど、実現には幾

多のハードルがあると考えております。 

 このように、大型商業施設の誘致はなかなか進んでいないのが現状でありますが、

市といたしましては、商業施設が進出しやすいように魅力あるまちづくりに努め、

立地が可能な場所を様々な企業に提案し、粘り強く誘致活動に取り組んでまいりた

いと考えております。 

 ３点目の、学校給食の無償化の達成と子育て世帯の負担軽減についてどう考えて

いるのかというご質問にお答えをいたします。 

 まず、学校給食費につきましては、私が市長に就任してから、学校給食に係る保

護者負担の軽減に取り組み、令和４年９月から、市内の小中学校の学校給食費の半

分を市が負担する給食費保護者負担金半額支援を実施しております。 

 今後も、市の財政状況を勘案しながら事業を継続するとともに、学校給食完全無

償化の実現に向けて、その時期や財源を検討してまいります。さらに、学校給食の

無償化を行う市町の財政負担を軽減するため、国や県に対して必要な措置を講じる

よう働きかけてまいります。 

 次に、子育て世帯の負担軽減につきまして、本市では、学校給食の保護者負担の

軽減と併せて、子育て世帯の負担軽減を目的に、令和４年９月から、第２子のこど

も園料無償化の適用範囲の拡充に加え、令和５年１月からは、出産・子育て応援給

付金１０万円の支給を開始しております。 

 また、令和５年度からは、市独自の施策として、満１歳を迎えた子どもに、ファ

ーストバースデー祝い金として３万円を支給しております。 

 さらに、これらの経済的支援のほかにも、妊娠期から子育て期までの相談支援体

制の充実や、各こども園での使用済みおむつの持ち帰りを廃止するための支援など、

仕事を持つ子育て世帯に対する精神的な不安や負担を軽減する施策も実施していま

す。 

 このように、少子化対策や人口減少対策の取組の一つとして、学校給食無償化を
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含めた子育て世帯の負担軽減策を継続、拡充してまいりたいと考えております。 

 ４点目の高齢者への介護支援・福祉について、どのように進めていこうと考えて

いるかとのご質問にお答えをいたします。 

 まず、本市の令和５年４月１日時点の６５歳以上の高齢者人口は９,２７２人で、

総人口に占める割合は３４.７％となっており、高齢化がさらに進行していくことが

見込まれています。 

 このような中、あわら市高齢者福祉計画では、いつまでも自分らしく健康に暮ら

せるまちづくりと高齢者が住みやすいまちづくりの二つの目標を掲げて、各種施策

に取り組んでおります。 

 目標１のいつまでも自分らしく健康に暮らせるまちづくりでは、高齢者が趣味・

生きがいを持つことで、介護予防や自立支援、健康づくりに結びつくものとしてい

ます。 

 本市では、各種教室や公民館での活動、地域のサロン活動等を通じて、社会との

関わりを持ちながら生きがいのある生活を維持でき、参加者としてだけでなく教室

などの運営の担い手としても活躍できるように支援を行っております。 

 今後も、高齢者同士の触れ合いや世代間交流を図るための取組、住民主体による

居場所づくりに対する支援体制の強化を図ってまいります。 

 また、本年７月から、高齢者の外出支援を図るため、乗合タクシー事業を強化し、

自宅付近の停留所から自宅までの料金を定額２００円で乗車できるタクシー助成券

を交付する実証実験を開始しております。 

 加えて、エーテンラボ株式会社、福井工業大学との産学官連携事業として、スマ

ートフォンの習慣化アプリ「みんチャレ」を活用した乗合タクシーの利用による高

齢者等の健康増進効果の検証も行う予定です。 

 これらの実証実験などを踏まえ、今後の取組をさらに充実していきたいと考えて

おります。 

 目標２の高齢者が住みやすいまちづくりでは、介護や支援を受ける状態になって

も、住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、介護サービスの整備だ

けでなく、医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が受けられ、地域全

体で支える体制、いわゆる地域包括ケアシステムのより一層の深化、充実が重要で

あるとしております。 

 本年４月には、重層的な支援体制を整備するため、「福祉まるごと相談室」を開設

しました。８月末時点で相談件数は延べ１５２件で、そのうち高齢者を含む世帯の

相談は全体の２５％程度となっており、ご本人からの相談はもちろんのこと、ご家

族や区長、民生委員などからの相談を受けております。 

 一つ一つの案件に対し、社会福祉士や保健師などの専門職と社会福祉協議会や相

談支援事業所などの専門機関が連携し、８０５０問題や、ダブルケアなどの複合化、

複雑化する課題にも丁寧に対応しております。 

 近年の多様化する課題の解決には、行政からの支援に加え、住民が共に支え合う
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こと、分野を超えてつながること、地域を共につくっていくことが大変重要である

とも考えております。 

 今後も、人と人、人と社会のつながりを大切にし、誰一人取り残さないまちづく

りを目指してまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 答弁いただきました。 

 全般にわたった一般質問になると思うんですけども、一つずつ、ちょっと再質問

させていただきます。 

 まず、一つ目の駅と竹田川を一体的なまち歩き空間として整備するについてです

が、整備事業費をどれぐらいと考えているかお答えください。また、その財源をど

のように考えているかを教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 土木部長、西川秀和君。 

○土木部長（西川秀和君） 総事業費ですけれども、今現在の整備構想の段階ですけれ

ども、概算で約１億５,０００万円ほど見込んでおります。 

 また、その事業費ですけれども、国の補助事業であります、まちなかウォーカブ

ル事業というのがございまして、その事業を活用しますと補助率が２分の１いただ

けますので、約７,５００万円ほどの国庫が補塡されるものと思われます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 費用面でのことは分かりました。 

 竹田川周辺整備におきまして、市民が日常的に集い周遊したくなる施設整備でな

くてはなりません。特に地元の方に愛されることが大事かなと思っております。周

遊施設整備について、地元への相談や説明を十分に行っているのでしょうか。また、

今後の予定などありましたら教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 土木部長、西川秀和君。 

○土木部長（西川秀和君） 地元の説明ですけれども、今答弁しましたように、金津ま

ちなか創成会とか、景観まちづくり協議会とか、あるいは地元の区長さんですね、

新富区とか水口区とか、区長さんと今回のこの整備構想について、何回か話合いの

場を持たさせていただいております。 

 ただ、当然こちらから、こういう整備構想ですよという説明を一方的にしている

段階で、ご意見はありませんかというお話をしている段階ですので、本来は公園が、

地元にとって地元の公園という意識づけをしっかりしていただくのも大事かなと思

っていますので、そういう地元からの意見を吸い出せるような、そういうふうな場

を今後持っていっていきたいなと、そういうふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 全く、答弁いただいたように、自分も感じておる次第でござ

いまして、どうしてもやはり、「市が勝手につくっていった」では、これは全然愛着

も湧かないし愛情も湧かないので、やはりそこにはいろんな手法を使いながら意見

を吸い上げて、自分たちの公園なんだ、自分たちの周辺整備なんだということをア

ピールというんですかね、そういう意識に持っていくようにぜひともお願いしたい。 

 なかなか、一部の方だと思うんですが、やっぱり冷ややかな声を聞く場合があり

まして、少し悲しい気持ちになりますね。その辺のところを十分配慮していただき

ますように、よろしくお願いします。 

 あわら市への来訪者に対しては、特にあわら温泉に降り立った来訪者に対して、

賑わい施設「アフレア」から竹田川周辺への誘導がどのようになっているか。先ほ

どご答弁もありましたし、それに触れていらっしゃいましたように、これからの課

題だと思うんですけども、やっぱし駅降りたときには竹田川が見えないんですよね。

なので、そこをどう引っ張ってきて、そこの季節感あるところの、まちのど真ん中

を流れている竹田川に持っていくかというところが肝と思うんですけれども、これ、

もし今考えていることがありましたら教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 土木部長、西川秀和君。 

○土木部長（西川秀和君） 今の整備構想の段階では、既存の施設を、市道とか都市公

園を利用するということで、駅を降りた後に、県道の芦原温泉停車場北野線という

のがありますけども、それが線形改良しまして、大きな歩道空間ができました。そ

の歩道空間のところに案内看板等を設けまして、その後ろに飲食店があるんですけ

れども、飲食店の背後にある市道が最も竹田川に近い市道でございますし、公園に

も一番近い市道になってございますので、その市道をカラー舗装するなり石畳舗装

するなりしてちょっと舗装の高質化を図って、そこから竹田川へ誘導していくとい

うふうな今、整備構想になっております。 

 議員おっしゃるとおり、駅を降りた直後に竹田川が見えるかというと、それはち

ょっと今まだ見えないんですけれども、少なくともカラー舗装があって、あそこに

何かあるぞということで、目線がそういうところに行くような仕掛けをしていきた

いなと思ってございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 分かりました。 

 それと、駅から駅前商店街を通って宮谷川からと、竹田川の交流点、ここを曲が

って竹田川のほうに入っていくというような、そういう来訪者もいらっしゃるかな

と思うんですよね。 

 これは前々からの課題になっていると思うんですけれども、やはりそこまでの商

店街の活性化というんですか、何かそういったものが今後の課題にもなってくるの
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ではないかなと。 

 例えば、ある方とちょっと話しましたけど、食べ歩きみたいな感じのそういうと

ころとか、カフェがあって、歩いていくと、そこに周遊のところのスタートライン

にぶち当たると。そして見ると竹田川があってというようなイメージも湧くんで、

もちろん裏側も、裏側って失礼やな、大事なことなんですけど、やっぱし商店街の

ほうを何か工夫することが今後必要かなと。そうすると、おのずからそこからの誘

導ができるんではないかなと自分は思っています。 

 これに関しては何かお考えありますでしょうかね、商店街に対する。特段のこと

はまだですかね。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 土木部長、西川秀和君。 

○土木部長（西川秀和君） 商店街といいますか、今ちょっと、私の思いですけれども、

ちょうど元の勝義書店ですかね、あそこが今、フルーツパフェみたいな格好で、今

日も駅から降りましたけども、９月上旬にオープンということで、少しずつですけ

れども、少し商店街が変わってきてくるかなという気がしています。 

 さらに３月１６日に新幹線が開業すれば、恐らく今の状態は必ず、駅前を歩く人

が、少しずつですけれども、絶対増えてくると思います。そういう増えてくる人が

どういう行動をしていくかというのもしっかり調査しながら、周遊整備構想につな

げていきたいなと思ってございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） ぜひともそのようにお願いしたいと思います。あわら市市街

地の真ん中を流れる竹田川を取り込んだウォーカブル整備構想については、何より

も地元市民に愛されることが重要と考えます。地元との協力体制を進めていただく

ことをこの場でお願いしたいと思います。 

 次に、二つ目の芦原温泉街と金津市街地を結ぶ幹線道路沿線への大型商業施設の

誘致の進捗状況についてですが、再質問させていただきます。 

 今答弁いただきまして、なかなか厳しい状況であるということがよく分かりまし

た。答弁の中に、立地が可能な場所であれば、また様々な企業に提案していくとい

うような話がありましたが、まず市長としては、どうして大型商業施設の進出先と

して坂ノ下と重義との間の県道９号線沿いを選ばれたのか教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 私がまず考えましたのは、大型商業施設誘致を引っ張ってくる

ときに、本市の市街地の核となると思ったんですね、商業施設が。相乗効果が高ま

って市内のにぎわいが広がるという考えで、旧金津市街地とあわら市の温泉街を結

ぶ県道９号線、ここの沿線がいいんじゃないかなというふうな思いがまず湧き起こ

りましたから、そういうふうな思いで今進めておるんですけども、これは相手があ
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ることですから、なかなかこちらの思いどおりにはいかないところもあると思いま

す。 

 また市街地、いろいろなところ、また場所、やっぱり相手先の希望もいろいろ聞

きながらすると、こちらができることもいろいろありますから、そういうことも含

めて考えていきたいなというふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 今、再質問のやつを全てもうお答えいただいたような感じな

んですが、確認の意味で、ちょっとしつこいですが聞かせてください。 

 私は、市長が現在想定している土地にこだわらず、企業が求める市内のあらゆる

場所を候補地として誘致活動を行っていくべきではないかと思っているんです。で

きれば当初の考えのところが、中心地ですからいいことはいいんですけれども、や

はり相手さんがあることですから、いろんなところでもよいかなと私は思っている

んですが、今お答えいただいたとおりですが、念のためにお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 今申し上げたとおり、県道９号線沿いにこだわるわけではない

んです。ただ、場所的にというんですか、広さ的に、その範囲的にあそこが一番融

通が利くかな、大型商業施設というとある程度の規模が要るなという思いがありま

したので、そこがいいかなという思いで、そういうふうな場所を私としては考えた

わけですけども、先ほども申し上げましたように、相手先がおられるわけですから、

いろんな場面でいろんな場所を考えながら交渉していきたいなと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 国内を取り巻く厳しい環境を、どの誘致相手においても厳し

い状況の中で、慎重な姿勢が出てくるのは必然だと思っています。もちろん、あそ

この位置が一番真ん中でいいなとは自分も思ってはいますけれども、やっぱりここ

に至っては、立地場所も柔軟に粘り強く継続して組んでいくしかないのではないか

なと自分は思っている次第でございます。またいろいろ進捗状況をお聞きすること

になるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。 

 三つ目の少子高齢化に挑むとしてですが、学校給食の無償化の達成で、子育て世

帯の負担軽減についてどのように考えているかについて答弁いただきました。 

 再質問したいと思います。 

 学校給食保護者負担の完全無償化のために必要な事業費の金額はいかほどか。現

在、保護者負担の半額支援しているんですが、その財源は何かお答えください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 教育部長、岡田晃昌君。 

○教育部長（岡田晃昌君） それでは、お答えをさせていただきます。 
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 まず令和５年度の当初予算ベースで申し上げますと、現在、半額支援をしている

金額でございますが、まず対象児童・生徒は１,７７７人でございまして、金額は４,

７０１万５,０００円でございます。 

 これを、ごめんなさい、この財源でございますが、全てふるさとあわらサポート

基金から４,７００万円を充当してございます。 

 全額を支援するという場合には、同額になりますが、追加で、予算ベースでござ

いますが、４,７０１万５,０００円が必要となりまして、総額にしますと、１年度

間で９,４０３万円の金額となります。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 学校給食の保護者負担に対して軽減措置を行っている近隣の

市町の状況はどうか教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 教育部長、岡田晃昌君。 

○教育部長（岡田晃昌君） それでは、お答えをさせていただきます。 

 まず、現在の県内の状況から申し上げたいと思います。県内の状況でございます。

全額を無償化しているのは永平寺町と高浜町の二つの自治体、半額支援でございま

すとか、例えば第３子以降の児童・生徒の無償化、そのように給食費の一部を無償

にしていますのは、本市をはじめとしまして、坂井市、鯖江市、大野市、越前町の

五つの自治体でございます。したがいまして、県内１７市町、１７自治体のうち、

七つの自治体が、給食費の全額または一部を支援しているということでございます。 

 お尋ねのほうでは、今、近隣市町ということでございましたので、お隣の石川県

のことを少し申し上げますと、お隣の石川県加賀市、そしてまた、その隣の小松市

のほうも全額無償化を実施しているという状況でございます。 

 以上です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） これは答弁の中でも、国や県に対して必要な措置を講じるよ

う働きかけていきたいというご答弁をいただきましたので、継続してそのほうに、

できるだけ早く全額負担を、全額市で持つということをやっていただきたいと思い

ます。 

 いろんな考え方があるんですけども、また、議員の中でも、財政負担にもなると

いうことで反対、全額ということはどうかというご意見もあるかと思いますが、私

は一日も早く早期の全額無償化をお願いしたいと思っております。市民は期待して

おります。 

 私見になりますけど、あわら市の子育て支援のシンボル的な政策でございます。

国、県への働きかけと同時に、あらゆる手段を使って、早期の給食費保護者負担の



90 

 

完全無償化をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、三つ目の中で、少子化対策ということ、子育て負担の軽減というのがあり

ましたが、あわら市では、国の少子化対策と連動し、令和２年度を初年度とした、

令和６年度を目標年次とする５年間の計画、第２期子ども・子育て事業計画があり

ます。 

 この計画の進捗状況を含めて、子育て世帯の負担軽減について再質問をしていき

たいなと思っています。 

 市では、未就学児童や就学児童を持つ保護者の子育てニーズを把握するため、平

成３０年度末に、子ども・子育て支援事業に関する第２期ニーズ調査を、未就学及

び小学生を持つ全世帯を対象に実施されています。このニーズ調査の結果から、現

在の教育や保育に関する５年間の需要を想定してこの計画が策定されていると理解

しております。 

 第３期事業計画は令和７年度から始まります。そうしますと、本年度はニーズ調

査の年度に当たりますが、第３期計画策定とそのニーズ調査を行う予定があるかど

うかお聞きします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 令和６年度の第３期子ども・子育て支援計画の策定に向けまして、今年度末に子

育て世帯中の家庭を対象にニーズ調査を行う予定であり、現在、調査項目の選定を

行っているところです。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） そのニーズ調査、しっかりやっていただきまして、第３期の

作成のほうをぜひともお願いしたいと思います。 

 第２期支援事業計画、今の計画ですよね、その中に「あわら市の現状」という章

がありまして、その中にこんな文章があります。子どもが小さい間はこども園に預

けず、家庭で子育てしたいと思っている人が４割います。家庭で見たい年齢につい

ては、平成２５年の末の調査では３歳までと答えた数が一番多かったそうです。平

成３０年、２５年度がそうで、平成３０年の年度末では、１歳までと答えた人が最

も多い調査結果となっています。こども園の入園の低年齢化が進んでいるほか、長

時間の保育を求める保護者が増えているとのことですが、この傾向は現在も変わら

ないのか、また対応をどのように考えているか、教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） こども園に１歳児で入所する児童の割合は７割から８

割で、ここ数年、同じ推移となっております。 

 近年、育児休業制度の普及により、仕事を持つ家庭においても、１年間は自分で
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育児する傾向があると思われます。また、仕事など都合上、こども園での延長保育

を必要とする家庭に対しましては、市内各こども園で実施し対応しております。 

 家庭の事情によりますが、近年の働き方改革や男性の育児参加などにより減少傾

向にあります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） またニーズ調査していただいて、また反映していただければ

と思いますが、さらにちょっと質問なんですけど、平成３０年度までの支援事業計

画の実績において、病児・病後児童保育事業について受入れ施設は１か所でしたが、

平成３０年には、坂井市との広域協定の結果、締結によって５か所になりました。

令和元年度においては福井市内４か所が受入れ可能となって、受入れ施設は９か所

になり、定員も７５名と、受入れ体制を拡大したと。 

 また、子育て短期支援事業は受入れ施設２か所の体制を整え、目標値を達成した

との報告がされています。 

 これ、平成３０年度なんですけど、病児・病後児童保育事業、子育て短期支援事

業の現在の事業と体制はどのようになっているか教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 病児・病後児保育につきましては、あわら市、坂井市

内の医療機関等に加えまして、令和元年度から福井市内の施設が利用できるように

なり、今議員さんおっしゃられたとおり、９施設となっております。 

 また、子育て短期支援事業につきましても、令和２年度から利用できる施設を一

つ追加させていただきまして、現在３か所となっております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 答弁いただきまして、ありがとうございます。 

 保護者の就労状況については、９２％の母親から何らかの形で就労しているとの

報告がこの計画書に書かれておりました。 

 こうした状況を踏まえて、あわら市の全ての子どもが健康に育ち、保護者による

子育てを地域全体で支えていくという環境整備にこれからも尽力を尽くしていただ

くように、切に希望する次第でございます。 

 四つ目の、高齢者への介護支援・福祉についてどのように進めていこうと考えて

いるかの答弁に対しての再質問です。 

 これも、あわら市高齢者福祉計画にのっとって再質問をさせていただきます。 

 この事業計画の中に、令和４年度末時点と令和７年度末の目標値が設定されてい

ます。それと、あわら市高齢者福祉計画というのは、令和３年から令和８年までの

６年計画でございます。それで、中間の令和４年と７年に目標値を設定されて、そ

れに向かって整備していくということですよね。 
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 それでもう令和５年度になりましたので、令和４年度の目標値に対して達成状況

はどうなっているかということを、細かいんで、概要だけで結構なんで、まず教え

てください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 議員おっしゃるとおり、第５期の計画は、計画期間が

３年度から８年度までの６年間となっておりまして、目標値の中間評価をするため

に４年度末での目標値を設定しております。 

 ２３項目ございまして、安心安全ネットワーク事業協力事業所数や、住民主体の

通いの場への参加数など、１０項目において目標値を上回っております。 

 しかし、コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もありまして、目標値達成でき

ていない項目もございます。 

 次の評価予定期間であります７年度末に向けましては、これまでの取組を見直し、

改善すべき点などを洗い出した上で、各種事業に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） どのあたりが達成できてないかとか、今言えますでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 例えば、認知症の検診受診率等がちょっとまだ低くな

っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 私もこの目標指数というのをその計画書の中で見させていた

だいたんですけども、気になる点は、同じくこの認知症の検診受診率です。令和４

年度の末の目標値が１１％になっているんですよ。受診するための目標値が１１％

なんです。これって非常に低いように私、思うんですよ。 

 そもそものこの受診の率というのも説明いただきたいんですが、認知症というの

は、やっぱり早く発見して、早く治療なりトレーニングすることによって、完全に

は治らないにしても、早期であれば重症化を止めることができますし、進行を遅く

することができると聞いています。 

 だから、やはり高齢者に対しての一つの施策としては、まずは早期発見の受診率

を上げるような手だてというのを考えるべきではないかなと。それにはいろんな問

題があって、俺は大丈夫やと、こういうふうにかたくなな高齢者もいらっしゃるの

で難しいのではないかとは思うんですが、でも、これはやっておかなければいけな

い問題だと思うんですが、いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 本市では、健康状態を把握するための基本チェックリ

ストを７０歳、７５歳到達を対象に配布を行っております。その結果から把握しま

した認知症検診対象者に受診を行っているところです。 

 令和４年度末では、この基本チェックリストを８９４人に配布させていただきま

して、受診勧奨の対象となった方が７９人、そのうち受診された方が５人で、受診

率は６.３％となっております。県の平均も同じく６.３％という結果となっており

ます。 

 議員ご指摘のとおり、受診率は県平均と同様であるものの、結果は低く、なかな

か受診いただけない状況となっております。未受診者に対しましては、保健師や看

護師が訪問し、健康状態の把握や未受診の理由などを聞き、受診勧奨を行っており

ます。 

 また、運転免許証の更新や就労ができているなどの理由から、本人や家族は受診

の必要性を感じておらず、検診につながらないケースも多くあります。 

 そのことからも、このようなケースに対しましても、必要時に受診勧奨や介護予

防教室への案内をいたしまして、丁寧にフォローをしております。 

 今後とも、認知症の早期発見、早期治療の重要性を周知、啓発し、受診率向上に

努めるとともに、引き続き未受診者への受診勧奨を行ってまいりたいと考えており

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 今、実際のデータの中身を聞きまして、ちょっと驚愕した次

第でございます。 

 ７０歳と７５歳にチェックリストを渡して、ちょっとまずいなと思われた人が７

９人いてて、でも５人しか行ってないという、これはやっぱり何らかの手を打ちな

がら、別にしなければ本当に大きな問題になっていくんじゃないか。これは県全体

がそうであるということもまたショッキングな話でして、やっぱりあわら市は率先

してこの辺のところ、後に述べますけれども、子育て支援と高齢者福祉に対する支

援、この二つはもうどこにも負けへんぞというようなものも大事かなと私は思って

おります。ぜひとも頑張ってこれを受診していただくような手だてをお願いしたい

と思います。 

 もう一つ、高齢者に対して自分は思ったのは、福祉まるごと相談室の設置ですよ

ね。これ、非常に私はよいと思っております。私にもこういうことがあって、どう

したらいいやろうかと、どこへ行ったらいいやろうかというような市民からのご相

談をいただくときがございます。 

 そのときに、取りあえずは福祉まるごと相談室に行ってくださいと。そこで何ら

かの状況を話したときに、本人さんもしくは親御さん、ご家族の方が話しされて、

何らかの方向性が出ていくので、行ってくださいというふうに自分は言っている次
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第でございます。 

 そのうちの一つですが、高齢者、２５％いらっしゃっていると聞いておりますが、

相談の内容はどのことが多かったか教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 福祉まるごと相談室に寄せられます高齢者を含む世帯

の相談内容としましては、収入、生活のこと、病気、障がいに関することが多く、

そのほか、家族関係のこと、法律相談など、その相談内容は多岐にわたっておりま

す。 

 窓口にお越しいただいた一人一人の相談に傾聴し、他課との連携を密にしながら、

丁寧に対応しているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 窓口として、同じこと言いますが、高齢者福祉計画では、社

会的にリスクを抱えた孤立しやすい高齢者への支援を充実できるように、相談支援、

参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制の整備を促

進すると、計画でもうたっていました。窓口として、福祉まるごと相談室を開設し

たことは大いに期待するところでございます。 

 しかしながら、まだまだ市民への周知は足らないように思います。このような窓

口であるんだぞという市民への周知に対してどのようにしているか、今後またどの

ようにしていくかということを教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 健康福祉部長、山田佳子君。 

○健康福祉部長（山田佳子君） 福祉まるごと相談室は、本年４月に開設したばかりで

ございます。まずは相談室の存在を知っていただくことが必要であることから、市

内の相談支援事業所や教育機関、子ども食堂など様々な機関に出向いて説明をした

り、社会福祉協議会や公民館などにチラシを設置したりするなど、周知、啓発を行

っております。 

 今後も様々な方法でさらなる周知、啓発に努めるとともに、相談者に寄り添い、

必要な支援につなげられますよう、相談体制の強化を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ７番、室谷陽一郎君。 

○７番（室谷陽一郎君） 最後になりましたが、私、多くのことを質問させていただき

ました。 

 私は、子育て世帯の支援、高齢者への介護支援・福祉は、市民にとって最重要課

題だと考えています。この点、あわら市はより先進的な自治体であると思っていま

す。 
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 よりきめ細やかな、より拡大した住みよいまちになるように尽力していただきま

すように希望し、期待しております。よろしくお願いします。 

 以上をもって私の質問を終わります。 

○議長（毛利純雄君） 暫時休憩いたします。なお、再開は１０時３５分といたします。 

（午前１０時２１分） 

                                        

○議長（毛利純雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３５分） 

                                        

◇山川知一郎君 

○議長（毛利純雄君） 続きまして、通告順に従い、１４番、山川知一郎君の一般質問

を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） １４番、日本共産党の山川知一郎でございます。２点につい

て質問をさせていただきたいと思います。 

 第１点は、農業問題でございます。 

 今年も、今ちょうど米の刈取りの最盛期だと思いますが、農家にとっては収穫を

喜べる状況ではないと思います。米の生産費に見合うだけの販売価格や所得が得ら

れず、将来への展望が全くないという状況でございます。 

 今年のＪＡ福井県の米１俵の前渡金は、ハナエチゼンが１万１,２００円、コシヒ

カリが１万２,７００円とのことです。最終精算時には１,０００円前後追加で支払

われるとのことですが、数年前の農水省の発表では、米１俵の生産費は１万５,００

０円から６,０００円。これでは作れば作るほど赤字でございます。 

 国に生産費に見合う価格なり所得を補償する制度をつくらせるとともに、市とし

ても農業に展望が持てる支援をすべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 まず、実態について幾つか伺いたいと思います。 

 ２年ほど前から肥料や農薬、家畜の飼料代などが値上がりしており、生産費はさ

らに上がっていると思いますが、現在の米１俵の生産費は幾らでしょうか。 

 また、農業従事者が減り、耕作放棄地が増えていると思いますが、５年前と比較

して、農業従事者数、耕作放棄地の面積はどうなっているでしょうか。 

 また、相変わらずイノシシなどの被害が続いておりますけれども、５年前と比較

して、鳥獣害による被害額、また捕獲頭数はどうなっているか伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） １点目の、国に米生産費に見合う価格、所得補償制度

を要望すべきではないかとのご質問にお答えをいたします。 

 米の価格は需要と供給のバランスによって決まるため、供給過多にならないよう
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農業者の皆様に生産調整、いわゆる転作をお願いしており、供給量を調整すること

で価格の安定を図っているところです。 

 米の６０㎏（１俵）当たりの生産費は、農林水産省の農業経営統計調査によると、

令和３年組織法人経営で１万１,２９３円でございます。前年と比べると生産費は

２％減少し、近年は減少傾向にあります。 

 しかし、議員ご指摘のとおり、米生産者の収支は依然として厳しい状況です。 

 今後も、農地の集積・集約化を推進し、生産効率を高めるとともに、転作作物な

どの収益を合わせ、総合的に考えて収支を見ることが重要だと考えております。 

 水田農業につきましては、これまで国の施策に沿って営農が行われており、ご質

問の米生産費に見合う価格などにつきましては、全国の水田農業に係る問題であり、

市として米の生産のみで収益が上がるような施策など、米に特化した要望は考えて

おりません。 

 次に、農業従事者、耕作放棄地、獣害被害額と捕獲頭数などは、５年前と比較し

てどのようになっているかとのご質問にお答えをいたします。 

 農業従事者数は、農林水産省が５年に一度実施している農林業センサスによりま

すと、２０２０年（令和２年）の数は６５１人、その５年前の２０１５年（平成２

７年）は８３４人で、１８３人の減となっています。 

 一方で、個人農家から組織法人経営での営農へ農業の集約化が図られております。 

 耕作放棄地につきましては、平成３０年度においては７３.４ヘクタールであり、

また昨年度（令和４年度）の調査では６２.９ヘクタールと、その面積を減らしてい

ます。 

 新たな耕作放棄地を発生させないよう、今後も関係機関と連携しながら、空き農

地と耕作者の調整を実施していきます。 

 鳥獣による被害ですが、平成３０年度の被害総額は約７６０万円で、昨年の被害

総額は約７８０万円と試算しており、ほぼ変わらない状況となっております。 

 また、イノシシの捕獲数ですが、平成３０年度は３０１頭で、昨年は１２２頭と

なっております。これは、令和元年に発生した豚熱の影響により生息数自体が減少

していることが要因だと考えられます。 

 ただ、令和３年度から再び増加傾向にあり、引き続き捕獲を強化していくことと

しています。 

 以上です。 

 すみません、市の農業の展望、こちらの質問をまとめてお話をさせていただきま

す。 

 次に、市独自の農業に展望が持てる支援をすべきではないかとの、こちらのほう

をお答えさせていただきます。 

 本市をはじめとして地域の農業が抱えている課題として、農業従事者の高齢化や

担い手不足、労働力不足、耕作放棄地への対策、中山間地域での農業の在り方など、

多くのものがあります。 
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 これらの課題を解決するために、市の農業振興については、これまで国、県の事

業に沿って、市の上乗せ補助支援を中心に取り組んできております。 

 また、市独自の事業としましては、転作で二毛作の大豆またはソバの作付に対す

る周年作促進補助金、病害虫防除に対する助成などがございます。 

 市としましては、今後もこれまで同様に、国、県の事業を活用した補助事業を中

心にこれらの課題の解決に取り組むとともに、市独自支援につきましては、財政状

況や農業者の現状を勘案しながら検討してまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） 今の答弁聞いていますと、何かあんまり危機感がないという

か、何とかなっているみたいな答弁だったというふうに思いますが、何か米の生産

費は以前よりは下がっているという答弁でしたけれど、肥料代とか農薬とかいろん

なものが上がっていると言われている中で生産費が下がっているというのは、ちょ

っと訳がよく分からないんですけど、その理由を教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 今の生産費につきましては、今ご答弁させていただき

ました令和３年度の生産費のほう、今発表されているものをお答えさせていただき

ました。 

 ただ、今、資材、肥料高騰などについて、いろいろと単価、上がっておりますけ

れども、その点につきましては肥料高騰対策ということで行っております。 

 今現在把握している金額が１万１,２９３円ということでございますので、それ以

降の価格については、近年のほうの価格についてはまたお調べしたいと思いますけ

れども、今発表されている令和３年でお答えをさせていただいております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） ちょっとそこは私もきちっと調べたいなというふうに思いま

すが、国は数年前から日本の食料自給率は少なくとも５０％を超えるようにしたい

というふうに言っていたと思いますけれども、今現在、日本の食料自給率はどうな

っているかお答えください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 今の現在の食料自給率、米だけで言いますと、これは

ほぼ１００％に近い、九十何％の数字が出ているかと思います。あとは、全体でい

きますと、その九十何％ではなくてさらに、もう半分以下の数字になっていると思

います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 
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○14番（山川知一郎君） 今、日本の食料自給率は、私が調べたところでは全体として

は３６％ぐらいと。それもどんどんどんどん下がっているというふうに言われてお

ります。 

 確かに米の消費拡大、消費は年々年々下がっている。これはだんだん米を食べな

くなっているという状況があると思いますけど、しかし、全体としては、日本の自

給率が３０％台、何か学者の言っているのは、もう１０％台やというふうなことを

言う人もおりますけれども、とにかく米でなくて、小麦を原料にしたパンとかラー

メンとか、そういうものを食べる人が非常に増えている。ところが、その小麦はほ

とんど外国からの輸入で賄われていると。なかなか日本では小麦があまり作りにく

いっていいますかね、そういう状況もあると思いますけれども。 

 そういう自給率が３０％台という状況、これは国としては私はちょっと憂慮すべ

き事態だというふうに思うんですね。結局、外国に頼らなければもう食っていけな

いという状況になっているわけですから、そういう点では、本当に自給率を上げる。

特に私は、日本人にとって、何やかんや言ってもやっぱり米が主食の中心だし、米

の消費を拡大するということも真剣に考える必要があるのではないかなというふう

に思いますが、この米の消費拡大について何か考えていることがあればお願いしま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 米の消費拡大に向けての取組としましては、県と連携

しながら県の米の販売促進をしたり、それからまた、米を消費しましょうという運

動、それから、あわら市では米、おむすびを食べようとか、そういう取組を行って

おります。 

 米の消費拡大を図るということが重要だと市のほうも考えておりますし、今後も

そういう消費拡大に向けての取組は、県と連携しながら一生懸命やっていきたいと

思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） いろいろやっているということですが、私はほとんど成果が

上がってないんじゃないかなと。むしろ、いろいろやっているけども、米の消費は

どんどん減り続けているというのが現状だと思いますが、その点についてはいかが

ですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 米につきましては、やはり需要と供給のバランスとい

うのがあると思います。その中で、どれだけの米の価格を下げずに、生産調整をし

てその価格を維持するかということが重要だと思っております。 

 それには、転作も含めてということで、先ほど小麦のお話もありましたけれども、
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そういう小麦の生産を今増やしているという現状ありますけれども、それは、需要

に見合った策を取って、小麦を作って農業者の収入を安定させる、それから米の価

格も安定させるという施策だと思いますので、そういう取組でやっていきたいと思

っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） 今、私、成果は上がっていないのではないかと、いろいろや

っているけども。その点についてはどうですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） これはやはり、消費、年々少なくなっている、人口も

減少しているのもありますし、そういう食の変化というのもございますけれども、

それは精いっぱい、国、県、市合わせて、これは消費拡大に向けてという取組もし

ていますので、その成果につきましては、なかなか、議員さんおっしゃるとおり厳

しいとこ、あると思いますけれども、これからも精いっぱいやっていきたいと考え

ております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） それから、今、後継者がいないというのは認めていると思い

ますが、私のところの生産組合でも、今、中心になってやっているのは、大体６０

代、７０代の人たちですよね。 

 今やっている人が自分の息子なり娘に、やっぱり農業を継いでやれと、農業をや

れば何とか食っていけるし生活もできるというふうに言えるかというと、全く言え

ないんですよね。結局、もう跡を継いでくれなくてもしゃあないわと。自分らは親

から受け継いだ田んぼ、何とか守っていかなあかんなと思っているけども、自分ら

の子どもらに、引き続き守って頑張ってやってくれと言えるかというと、全く言え

る状況ではない。もうこんなもんやったかって、何ももうからんと。逆に子どもか

らは、そんなもうからんもの、いつまで何でしがみついてやっていくんやと逆に言

われるような状況であるというふうに思います。 

 先ほどの答弁で、私は、国に対して特別要望は考えていないという答弁でしたけ

ど、こういう消費がどんどん減っていると言われて、そしていくら頑張っても黒字

にならない米作り、こういう中で、政府は毎年、アメリカから７７万トン、ミニマ

ムアクセス米というのを輸入しているわけですよね。結局、米余りだと言って転作

を押しつけるとかやりながら、一方ではアメリカからの輸入は全然減らさない。ず

っと輸入し続けている。 

 こういう状況の中でも、国には特別何も要望はするつもりはないという答弁でし

たけど、市長、その点については、私は国としてもっと声を大にして、米の消費拡

大とか価格安定とか補償制度をつくるとか言うべきだというふうに思いますが、そ
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の点についていかがですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 部長の答弁で要望するつもりはないという答弁しましたけど、

それは市単独でするつもりはないということでございまして、今までどおり、県や

ＪＡ、その他いろいろな農業関係団体がいろいろ要望活動はされていると思います。

それに合わせて、行政としてもしっかり支援をして、支援というんですか、要望、

国への働きかけをしていきたいな、それは思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） それから獣害ですけど、これはさっき答弁あったように、一

時、豚熱がかなり流行して、それの影響でかなり減ったというふうに思いますけど、

今またどんどんどんどん増えてきているんですよね。 

 何とかやっぱりこの対策も強化してほしいなというふうに思うんですが、前にも

ちょっと言ったと思いますが、何て言いましたか、熊坂から権世市野々へ行く途中

に……。 

（「テキサスゲート」と呼ぶ者あり） 

○14番（山川知一郎君） それをやっていただいて、あそこはそれで非常に熊坂側へ出

てくるのが減ったというふうに聞いているんですけども。私のとこも、後山から瓜

生へ抜ける市道のところへ、ぜひあれを造っていただけんかなというふうに思うん

ですけども、その費用とか、地元負担というのはどういうふうになっているか、お

答えください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 今のご質問にお答えします。 

 熊坂のほう、グレーチングのようなものを設置してあります。これ、獣害対策グ

レーチングと言っていますけれども、これの設置費用につきましては、約４５０万

円かかります。 

 これ、道路幅７ｍぐらいに、横が４連で２.３ｍぐらいのグレーチングを設置しま

して、Ｕ字溝と組み合わせたものでございます。これが４５０万円。 

 費用負担につきましては、国が２分の１、地元負担２分の１となってございます

という内容でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） ４５０万円で２分の１国の補助ということですけど、地元負

担が結局２分の１ということだと思いますけど、２分の１というのはなかなかきつ

いんですよね、今。特に農業で、さっきから言っていますように、全然もうからん、

こういう状況の中で２分の１地元負担というのは。やっぱりここらも市として何か
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助成を考えていただきたいなと思うんですが、いかがですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 議員さんおっしゃるとおり、地元負担２分の１という

ことで高額となります。 

 このグレーチング設置の場所ですね。それ、今、熊坂のほうで設置してあります

けれども、まずこのグレーチング設置する場合には、防護柵といいますか、今まで

の、山際への防護柵、これがしっかりとされていて、その中でその道路を通ってく

るというような状況。それを確認するために今、市のほうでやっていますのが、道

路にトレイルカメラ、いわゆる赤外線暗視カメラですね。これを設置して、熊坂は

平成３０年度に設置していますけど、このときにそのカメラに映ったのが、毎日頻

繁に、毎日そこをイノシシが通っているような状況でございました。 

 先ほど瓜生・後山線、こちらのほうも、これ、区のほうから要望を受けておりま

す、令和３年に受けていまして、こちらのほうカメラ設置しております。カメラを

設置したところ、１か月に１頭から３頭というような状況でございました。 

 そうしますと、そこにグレーチング、高額なのを設置してもイノシシの被害が多

い、今現状多いということであれば、防護柵といいますか、金網柵とか、それの点

検、補修もひょっとしたら必要な、そこから侵入されている可能性もありますので、

費用対効果、そういう点も含めてやっていきたいなと思っております。 

 補助事業につきましては、またいろいろ費用的なものとか、そういう効果的なも

のを見ながら、必要なものについては検討してまいりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） 後山、防護柵はちゃんとして、毎日見回りも交代でやってお

りますので、そこから抜けてくるということはあまりないと思いますが、ぜひ、後

山だけでなくて、あわら市内でもまだそういうのが必要なところいっぱいあると思

いますので、ぜひ考えていただきたいなというふうに思います。 

 一つ目の問題については以上として、二つ目の問題に移りたいと思います。マイ

ナンバーカードについてでございます。 

 ご承知のように、マイナンバーカードについては、全国的にいろいろ問題が発生

しております。国は発行済みのカードについて再点検を行い、来年秋からは、現在

の健康保険証を廃止して、近い将来、運転免許証も預金通帳も廃止して、マイナン

バーカード１枚で全て処理できるようにするというふうに言っております。 

 しかし、全ての国民にカードを持たせるには無理があり、不可能だと思いますし、

個人情報保護の点でも大きな問題があると考えております。 

 いくら点検をしても絶えず誤りは発生しますし、障がい者や認知症の方にカード

の所持を求めるのは無理だというふうに思います。カードを所持したとしても、紛

失、個人情報漏えいのおそれもあります。 
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 このようなマイナンバーカードを維持するために多額の予算を投入することは、

私は全く無駄遣いだというふうに思います。 

 その点で、まず現在、あわら市におけるカード保有者は何人いるのか。また、今

までにこのマイナンバーカード普及のためにかかった事務費、及びポイント付与に

係る経費は幾らになるのでしょうか。 

 私は、特に、来年秋から健康保険証を廃止してというふうに言っておりますけど

も、これはもう絶対やめるべきではないかなというふうに思いますが、国にマイナ

ンバーカード制度そのものをやめるように求めるべきだというふうに思いますが、

いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市民生活部長、山下綱章君。 

○市民生活部長（山下綱章君） １点目の、あわら市においてマイナンバーカードの保

有者は何人かについてお答えいたします。 

 令和５年７月末現在のあわら市のマイナンバーカード保有枚数は２万と４３６枚

で、人口に対する保有率は７６％となっております。同時点での県平均は７４.６％、

全国平均は７１％となっております。 

 次に、２点目のマイナンバーカード発行までに要した事務費、ポイント付与に係

る経費は幾らかについてお答えいたします。 

 まず、マイナンバーカードに係る経費は、平成２７年度から始まり令和４年度ま

での８年間で合計額は約５,５００万円でございます。主な内容として、人件費やシ

ステム端末経費、ギフト券など、取得促進に係る経費となっております。 

 次に、ポイント付与の支援に係る経費としては、令和３年度、４年度の２年間の

合計額で約２７０万円となっており、主な内容として、人件費や端末経費、広報等

に要する費用となっております。いずれも、ほぼ１００％国の補助金の対象となっ

ています。 

 なお、最大２万ポイント取得そのものの経費については、国が直接本人に負担し

ております。 

 次に、３点目の国にこの制度をやめるよう求めるべきではないかについてお答え

いたします。 

 国は、マイナンバーカードをデジタル社会のパスポートとして、どこで暮らして

いても、教育から生活、医療に至るまで、便利で安全な先端サービスが提供される

社会への移行の加速化を図っております。 

 一方、個人情報漏えいに対応するためのセキュリティー対策として、情報の分散

管理やシステムへのアクセス制御、通知の暗号化などシステム面の保護措置も講じ

ております。さらに、独立性の高い第三者機関が監視、監督を行っています。 

 現在、あわら市では、マイナンバーカードがあれば、コンビニにおいて、休日や

夜間も含め、住民票や印鑑証明などの証明書の取得が可能となっています。利用件

数は、コンビニ交付を開始した平成２７年度の１,０４０件から年々増加しており、
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令和４年度には３,４６５件と約３倍になっております。 

 そのほか、確定申告やふるさと納税、転出届のオンライン申請など利活用が拡大

されており、市民にとって大変便利なものとなっています。 

 全国の医療機関においても、過去に処方された薬剤情報が医師や薬剤師に共有さ

れ、データに基づく最適な医療が受けられるよう推進されております。 

 マイナンバーカードは、本人の申請に基づき交付することを法律で定めています。

そのため、国はマイナンバーカードを取得しない方に対して、来年秋に予定してい

る現行の健康保険証の廃止に伴い、それに代わる資格確認書の交付を予定しておる

ところでございます。 

 また、障がい者や認知症の方に対する暗証番号を設定しないカードの交付につい

ても検討しているところです。 

 以上のことにより、今後も、より一層のマイナンバーカードの普及促進を図るこ

とが重要だと考えております。現段階でこの制度をやめるよう国に要望することは

適切でないと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） 今の答弁について再質問したいと思いますが、今現在、あわ

ら市では７６％ということですが、全国的にこの間いろいろ問題があって、一旦カ

ードを取得したけども返納するという方も相当いるというふうに言われております

けれども、先ほどの数字はそういう返納したものを差し引いたものなのか、そもそ

もあわら市ではどれくらい返納者があったのか、そこらについて伺いたいと思いま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市民生活部長、山下綱章君。 

○市民生活部長（山下綱章君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 全国各地でマイナンバーカードをめぐるトラブルが相次ぐ中、福井県内では今年

５月から７月にかけて、マイナンバーカードの自主返納が４５件ございました。 

 そのうち、あわら市では１１人の方が返納されております。自主返納した主な理

由を三つほど挙げますと、「全国でトラブルが相次ぎ、不信感があった」、「デジタル

庁の対応が不誠実で不満がある」、「マイナンバー関係の不祥事の報道を受け」など

が返納理由となっているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） 国も再点検してきちんとすると言っておりますが、やっぱり

今までの中で、この入力をするときに誤って入力するとか、そういうことは、人間

のやることですから、私はどこまで行ってもゼロにはならんと、やっぱりそういう

誤りは起きるというふうに思うんですね。 

 それから、認知症の方とか障がい者、こういう方に、もう全部とにかく持っても
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らうんやというのが基本ですが、こういう人たちに、認知症の方にきちんとカード

を持ってもらってそれを適正に管理するというのは、これはもう不可能ではないか

なというふうに思うんですが、そういう認知症とか障がい者、そういう方、赤ん坊

もそうですけど、赤ん坊にまでマイナンバーカードを持たせるということは、これ

はもう絶対不可能だというふうに私は思いますけども、こういう点についてどうい

うふうに考えていますか、お答えください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市民生活部長、山下綱章君。 

○市民生活部長（山下綱章君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 高齢者らのマイナンバーカード取得をめぐっては、暗証番号の設定や管理が難し

いといった理由から、カード取得に消極的なケースがあると指摘されておりました。 

 このようなことから、国は今年７月に、マイナンバーカードの管理に不安を感じ

ている高齢者や認知症の患者らを対象に、暗証番号の設定をしなくても申請や交付

ができるようにする方針を明らかにしております。 

 高齢者や認知症の方が安心してマイナンバーカードができるよう、暗証番号の設

定が不要な健康保険証と一体化したマイナ保険証や、本人確認書類としての利用な

どに制限された内容で検討しており、詳細につきましては１１月頃に明らかになる

予定でございます。 

 市では、高齢者や認知症の方も含め、できる限り多くの市民がマイナンバーカー

ドを取得できるよう支援していきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） これは、もう水かけ論かもしれませんけど、どうやっても、

そんな赤ん坊とか認知症とか障がい者とか、そういう方まで含めて１００％という

のは、これはもう私は絶対不可能だというふうに思います。 

 そういう点では、やっぱりこれを、マイナンバーカードを持ちたいという人には

持ってもらえばいいですけど、全部の国民に持たせるというのは不可能で、そんな

ことはやめるべきだなというふうに思うんですが、先ほどの答弁で、マイナンバー

カードを持てば夜間でも何でもコンビニでも利用できると、そういうメリットもあ

るという話もありましたけれども、今までに大体費用は５,５００万にプラス２７０

万でしたか、８,０００万近くかかっているわけですが、これは国から費用が支出さ

れているんで、市にとっては別にそんなに痛いあれではないかとは思いますけども、

しかし、こういう無理のあるものをとにかく何が何でもやるというふうにごり押し

するというのは私はいかがなものかなと。 

 本当にマイナンバーカードが、行政にとってこういうメリットがあるんやと、ま

た市民にとってもやったほうがいいんやということについて、もう一度伺いたいと

思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（毛利純雄君） 市民生活部長、山下綱章君。 

○市民生活部長（山下綱章君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず、行政手続における市民側の利便性といたしましては、マイナンバーカード

を提示することで、社会保障や税関係の申請に係る添付書類が一部不要となるなど、

行政手続はより簡素化され、市民の負担も大幅に軽減されるメリットがございます。 

 一方、行政側といたしましては、各種申請に伴う様々な個人情報の照合、転記、

入力などに関わる時間と労力が大幅に削減され、行政手続による事務処理が迅速で

かつ正確に行われるメリットがございます。 

 また、所得などの受給状況が把握しやすくなり、税や社会保障などの負担を不当

に逃れたり、不正受給を防止するなど、行政にとってのメリットは大きいものと捉

えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） それなりにメリットもあるということですが、何回も言いま

すが、私は１００％というのは絶対無理だというふうに思っておりますが、最後に、

市長、国があくまでこれを進めると、１００％の国民に持ってもらうということを

目指して進めるということになっているわけですけれども、この点について市長は

どうお考えですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 議員おっしゃることも分からんこともないですけども、あくま

でも先ほど部長、答弁させていただいたとおり、現段階でこの制度を国にやめるよ

うに要望することは適切でないと、私もそういうふうに考えているところでござい

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） 国にやめろというのは言えないということですけど、今、全

国では特に、来年１０月からの健康保険証をマイナンバーカードでというのは、国

もちょっと、もう少し柔軟にというか、先延ばしするようなことも言っていますけ

ども、全国、かなりの自治体ではこの点はやめるべきやと。健康保険証は今までど

おりのものも使えるし、マイナンバーと両方併用してやるべきやという意見を国に

出している自治体も、今ちょっと数は忘れましたけど、かなり増えてきつつあると

いうふうに聞いております。 

 そういう点でも、さっきから言うように、全く訳が分からない年寄りとか認知症

の人に、これちゃんと持って、しなさいというのはできっこないというふうに思い

ますので、そこは柔軟に対応していただきたいというふうに思います。 

 以上で、質問を終わります。 
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◇三上寛了君 

○議長（毛利純雄君） 続きまして、通告順に従い、１番、三上寛了君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １番、三上寛了君。 

○１番（三上寛了君） それでは、通告順に従いまして、１番、三上、一般質問をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 まずは、前回、一般質問、一度、ちょっといろいろありまして、しなくて大変申

し訳ございませんでした。あの後ちょっといろいろと、やっぱりこの２日目の時間

はみんな疲れているんで、やっぱりちょっと、こういう元気さも必要ですよねみた

いな声をいただきましたので、非常に真摯に受け止めまして、決意を新たに、今回

も元気に前向きに質問していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 さて、私が議員になってからいつも、あわら市には何が必要であり何が課題なの

か、行政と一緒に話し合うべきことというのは何なのだろうということを常々考え

て質問させていただいております。 

 その中でも、今回については、最も大きな地方の課題と思われる人口の減少、そ

して、それに直接につながっている人手、人的なリソース不足について、行政がで

きる解決策についてぜひ議論させていただきたいというふうに思っております。 

 具体的に言いますと、国が制定しています地域おこし協力隊及び地域活性化起業

人制度の活用状況と今後の方針についてお尋ねしたいというふうに思っております。 

 この後、少し詳細にお聞きしたいというふうに思っているんですけれども、どち

らの制度も上手に活用することで、このあわら市から外、市外の外部人材を採用す

ることによって、市に新たな目線や活力を加えることができるというふうに思いま

す。 

 そして、さらに、市の定住人口の増加にもつながるような非常に可能性を秘めた

制度と思われていますので、ぜひ最大限活用しましょうということを伝えさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

 まずは地域おこし協力隊の制度概要、それから現状からお聞きしたいと思います。

よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 創造戦略部長、大角勇治君。 

○創造戦略部長（大角勇治君） 地域おこし協力隊制度は、平成２１年度から国が実施

している事業であり、都市地域から過疎地域などの条件不利地域に生活の拠点を移

し、地域協力活動に従事する人材を地方自治体が地域おこし協力隊員として委嘱し、

隊員は最長で３年間、行政の支援を受けながら地域に居住して様々な活動を行い、

任期終了後も活動地域に定住・定着を図ることを目的とした取組でございます。 

 隊員の募集に係る経費や任期中の給与、活動費等については、一定の特別交付税

措置を受けられることとなっております。 
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 本市では現在、地域おこし協力隊員を採用しておりませんが、過去には、休校利

活用事業や移住定住、観光事業などの分野において、計５名の隊員を採用しまして、

地域活動に従事していただいております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １番、三上寛了君。 

○１番（三上寛了君） 今のお答えの中で、特に費用面のほうが少し分かりにくかった

ので確認させていただきたいというふうに思うんですけれども、特別交付税措置の

中でこの地域おこし協力隊の制度、行われると思うんですけれども、上限があった

りとか措置対象などがちょっと厳密でないなどの課題があるとは思うんですけれど

も、この地域おこし協力隊に係る経費というのは、国から交付されて、つまり、あ

わら市の費用負担自体はない、もしくは軽減されるような制度であるという理解で

正しいですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 創造戦略部長、大角勇治君。 

○創造戦略部長（大角勇治君） 議員のおっしゃるとおりで、特別交付税措置がありま

して、市の負担は軽減されるということで、議員のおっしゃるとおりでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １番、三上寛了君。 

○１番（三上寛了君） 分かりました。ということは、つまり、費用をあまりかけるこ

となく、都市地域のほうから人材を採用できる制度というふうに捉えていいという

ことだと思います。 

 私のほうで実際調べたところ、福井県でも、令和４年度かな、４５名の地域おこ

し協力隊が活動していまして、あわらと似た人口規模で言いますと、小浜市と勝山

市がそれぞれ６人ずつ地域おこし協力隊を入れて活動を行っているというような実

績があるということを理解しております。 

 一方で、また、これも現状をお聞かせいただきたいと思いますけれども、あわら

市は現在０人ということになっております。少しその内容についてもまた深掘りさ

せていただきたいというふうに思うんですけれども、一旦、その前に、地域活性化

起業人についても、制度概要と現状についてお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 創造戦略部長、大角勇治君。 

○創造戦略部長（大角勇治君） 地域活性化起業人制度は、言わば地域おこし協力隊の

企業版に近い性質のものでございます。 

 三大都市圏に所在する民間企業等の社員を地方自治体が一定期間受け入れまして、

その専門知識や人脈など民間のノウハウを生かしながら、地域独自の魅力と価値の

向上につながる業務に従事してもらっております。さらには、地方への人の流れを

つくり出すことを目指すものでございます。 

 これらにつきましては、派遣人材の人件費相当の経費や、派遣人材が企画、提案
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した事業に関する経費などについて、一定の特別交付税措置がございます。 

 本市における現状は、令和４年３月に包括連携協定を締結しましたＡＫＫＯＤｉ

Ｓコンサルティング株式会社から社員１名をＩＣＴアドバイザーとして受け入れ、

市のＤＸ推進に関する業務全体に全般に携わっていただいております。 

 ＩＣＴアドバイザーの活動内容につきましては、デジタル技術を活用した業務改

善の提案や、職員研修によるＤＸ人材の育成のほか、市民や企業と行政との橋渡し

的な役割を担っていただいております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １番、三上寛了君。 

○１番（三上寛了君） よく分かりました。実際に市役所内で活動されている姿も拝見

していますので、こういう感じで働いていただいているんだなということはいつも

見させていただいています。より地域おこし協力隊に比べると専門性が高いという

ような理解なのかなというふうに思っております。 

 ちなみに、この地域活性化起業人は、導入人数については制限等はあるんでしょ

うか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 創造戦略部長、大角勇治君。 

○創造戦略部長（大角勇治君） 全国では２０人以上を受け入れている自治体もありま

して、上限は設けられておりません。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １番、三上寛了君。 

○１番（三上寛了君） ２０人というのは僕は知らなかったので、もうすごいですね。 

 そういう意味では、人数制限がないということであれば、非常にやはり有用な感

じがするので、専門性が必要な業務について、地域活性化起業人というのは導入の

検討をぜひしていただきたいというふうに思います。 

 個人的ですけど、特に民間でなければノウハウが身につきにくい分野についてぜ

ひ検討いただきたいと思います。 

 例えばですけれども、広報物とか、発信に必要なデザイン関連、それとか、需要

とか市場調査を伴うようなマーケティング人材など、なかなか市役所内では人材育

成が難しい、知識取得が難しいような分野において非常に有用であるというふうに

感じます。 

 ただし、やみくもに導入しても、それが最大限の効率を発揮できるかどうかは分

からないというふうに感じております。ですので、この後、あわら市にとっては、

実際このような人材の採用制度を利用することによって、どのようなメリット、デ

メリットがあるのかというのを少しお聞かせいただきたいなというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 創造戦略部長、大角勇治君。 

○創造戦略部長（大角勇治君） 二つの制度に共通するメリットといたしましては、地
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域外の目線や、専門的な知識、技術を持った人材を登用することで、行政職員とは

異なる視点で課題解決に取り組むことが期待できるという点が挙げられます。 

 なお、先ほどの説明でも申し上げましたが、両制度ともに外部人材の人件費や各

種活動に要する経費に対しまして、特別交付税という形ではありますが、国からの

財政措置を受けられますので、理論的には金銭的な負担はありません。 

 また、地域おこし協力隊に関しましては、全国的な統計では、隊員の任期終了後、

全体の約６５％がそのまま同じ地域に定住しているということで、僅かですが、定

住人口の増加という効果も期待できるものと認識をしております。 

 一方で、デメリットというよりも、制度導入における留意事項に近いものですが、

受入れ側の体制づくりとしまして注意すべき点があると考えております。 

 両制度はいずれも、東京一極集中の打破、地方の活性化という目的を持った制度

であり、単純な労働力の補完という性質のものではございません。 

 地方で何かしたい、地域を盛り上げたいという思いを持った方々を呼び込む上で、

解決すべき課題や役割分担など検討が不十分な状態では、外部人材との意思の共有

がうまくいかず、ミスマッチが生じるリスクがございます。 

 過去に本市で地域おこし協力隊制度を活用した際には、地域活性化に一定の成果

があったものと捉えておりますが、隊員の生活面でのサポート体制を含め、受入れ

面での改善の余地があったと受け止めております。 

 このように、メリット、デメリットが表裏一体で存在しているものと認識をして

おります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １番、三上寛了君。 

○１番（三上寛了君） 今お話しいただいた特にデメリット、デメリットというよりは

ちょっと留意事項だと思うんですけれども、体制づくりの部分、ここが非常に私が

これらの人材採用制度を調べていく中でも重要だというふうに感じていますので、

ちょっと深掘りさせていただきたいというふうに思います。 

 実際、あわら市、これまで５人の方が地域おこし協力隊として入られて活動した

んだと思いますけれども、そのときのことと、それから、その後現状はどうなった

のかをお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 創造戦略部長、大角勇治君。 

○創造戦略部長（大角勇治君） 地域おこし協力隊につきましては、平成２７年度から

令和元年度までに、移住定住事業で３名、温泉街の活性化と休校利活用事業に１名

ずつの活動をしてもらっておりまして、そのうち１名の方が退任後もこのあわら市

に定住をしていただいているという状況でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １番、三上寛了君。 

○１番（三上寛了君） 先ほどお話しいただいたときに、大体全国平均でいうと６５％
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ぐらいが定着、定住ということなんですけれども、あわら市、まだもちろんサンプ

ルは少ないですけれども、大体５人に１人ですから、２０％ぐらいかということに

今なっているんだと思います。 

 ちょっとなかなか答えるのもあれかもしれないですけど、定着しなかった理由、

それと、もしそれをどう改善できるだろうなみたいなことがあったらちょっとお聞

かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 創造戦略部長、大角勇治君。 

○創造戦略部長（大角勇治君） 地域おこし協力隊が定住しなかった４名のうち１名に

つきましては、任期終了後１年程度は市内で居住をしておりましたが、その後、地

元に戻られたということでございます。 

 また、もう１名は、任期の２年目の途中で、ほかに自分がやりたいことが見つか

り、任期途中で退任して別の土地に移っていかれました。 

 残りの２名は、着任後、こちらが求める業務と隊員が考えていた内容に違いを感

じまして、着任後１年を待たずに途中で退任して地元に戻られております。 

 個人それぞれの思いもありまして、事情は異なると思いますけども、市が想定し

ている活動内容をうまくお示しできなかった部分と、任期終了後に向けたサポート

の部分が課題として挙げられると考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １番、三上寛了君。 

○１番（三上寛了君） 課題としては、確かにそのサポートの部分、マッチングの部分

などというのがある。要は、マネジメントがなかなかうまくいかないんだなという

ことを今、お話を聞いて理解できました。 

 では、実際その部分というのは、課題解決としてはどのようなことが挙げられる

のか、もうちょっと深掘りさせてください。ぜひ、少しお聞きさせてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 創造戦略部長、大角勇治君。 

○創造戦略部長（大角勇治君） 今後、制度を活用する際には、どのような課題とか役

割を外部人材に担っていただくのか、また、どのように地域に入っていただくのか

ということをしっかりと整理しておくことが必要であると考えております。 

 地域おこし協力隊に関し、国は、令和８年度までに現役隊員数を１万人とする目

標を掲げております。自治体側と隊員側、双方のハードルを緩和するため、試験的、

段階的な導入を想定した、おためし地域おこし協力体隊制度や地域おこし協力隊イ

ンターン制度など、隊員数増加に向けた新たな施策を実施しております。 

 また、民間においても、行政に代わって隊員の募集、採用を行い、地域活動の支

援、任期終了後の定着といった部分までサポートする、いわゆる中間支援型のサー

ビスを行う事業者が出てきております。 

 さらに、地域活性化起業人につきましても、活用を希望する自治体は年々増えて
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おりまして、総務省においては派遣元企業とのマッチング支援を行っております。 

 こうした制度や事業者をうまく組み合わせることができれば、改善につながると

考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １番、三上寛了君。 

○１番（三上寛了君） 今のお話にあったように、いろいろなサポート体制が現在は提

供されつつあるというふうに感じています。ぜひそれらを、自治体としては意図を

汲み取った上で十分に生かすことを検討していただきたいというふうに考えていま

す。 

 もう少しだけ、さらにちょっとお話をさせていただきたいんですけども、私自身

が実際に地域の現場に行って見てきた話を少しだけお話しさせていただきたいんで

すけれども、私、鹿児島に行ってきまして、鹿児島で実際にその地域おこし協力隊

が根づいている地域でお話を聞いてきたところ、例えばですけれども、その地域で

いうと、ゲストハウスですね、ゲストハウスの運営を、実際にその地域住民の方と

さらに行政と地域おこし協力隊が一体となって進めると。管理をしたりとか事業設

計を地域おこし協力隊の方がされると。 

 そうしていくと、地域とのコミュニケーション、関係性、それと事業性が生まれ

てきて、一旦その地域おこし協力隊の方はその事業から離れるんですけれども、も

う雇用も関係性も生まれていますので、そのまま残り、さらに次の地域おこし協力

隊の方がそれを引き継いで事業したりとか、そうやって継続していって、私は何代

目なんです、私は初代なんですみたいな形で、みんなそこに集まって、楽しそうに

コミュニティを形成している現場というのを僕自身は見てきました。 

 実際そこに行って話を聞いている中で、もう本当にいろんな人が入れ替わり立ち

替わり私に話をしてくれて、実際にお昼ご飯のときとかも、行政職員の方、地域お

こし協力隊の方、ＮＰＯの方、企業の方などが合わさってみんなでご飯を食べてい

て、わいわいと町のことを話すと、そういう現場を実際に見てきました。 

 様々なところでそういうことが起こっているんだろうなと思っており、ぜひあわ

らでもそのような風景を見たいなと思っております。 

 ぜひこのような人材の採用というものを、もちろん難しさはあると思うんですけ

れども、活用することで活力というものが生まれてくると思っております。ぜひそ

の部分について、あわらの活力を高める意思、人材採用制度を活用していく意思が

あるのかどうかをお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 議員ご指摘のとおり、人的資源に限りのある地方自治体におき

まして、行政だけで解決が困難な課題に対する外部人材の活用は非常に有効なもの

だと私も認識をしております。 

 その上で、ミスマッチのリスクを最小限に抑えまして、そしてまた、任期後もあ
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わら市に定着していただけるよう、先ほど担当部長から申し上げたように、国の動

き、民間の動きを注視しつつ、他自治体での事例なども研究しながら、前向きに検

討を進めたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １番、三上寛了君。 

○１番（三上寛了君） ぜひ、前向きにとのお言葉ありましたので、よろしくお願いい

たします。 

 特にこのような地域においては、しがらみに縛られないような、そして異なる視

点を入れてくださるような、そのような人材というのは本当に貴重だというふうに

考えております。 

 ぜひ、この場にいらっしゃる皆さんもそうですし、もしこの放送を聞いていただ

けているとするならば、各課の皆さんも、そのような活力、あわら市にとって必要

な人材、そのようなものをぜひ、これからあわら市が体制をつくって整えていくと

いうことで、前向きに検討をしていただきたいというふうに考えております。 

 市長も前向きにとおっしゃってくれていたので、どんどんと検討して意見を上げ

ていってくれればいいかなというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いし

たいなというふうに思っております。 

 いつも、ほぼほぼ同じ締めとはなりますけれども、そのような制度、市民の協力

も必ず必要というふうに思っていますので、我々市民側もできる限り協力して一体

となってやっていきたいというふうに考えております。共に、ぜひ暮らしやすい魅

力のあるあわら市をつくっていきましょう。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（毛利純雄君） 暫時休憩いたします。なお、再開は午後１時といたします。 

（午前１１時４４分） 

                                        

○議長（毛利純雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

                                        

◇島田俊哉君 

○議長（毛利純雄君） 続きまして、通告順に従い、３番、島田俊哉君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ３番、島田俊哉君。 

○３番（島田俊哉君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、３番、島田俊

哉、一般質問を一問一答のスタイルで行わせていただきます。 

 ２日目でお疲れのところ、また昼からもあるんかというふうなことで、執行部の

皆さんはもう嫌々やと思うんですけども、今日はテーマも一つだけに絞りまして、

来年の３月１６日、芦原温泉にも止まるようになった「かがやき」がごとく超特急
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で、いつものように脱線することもなく進めていきたいなというふうに思います。

よろしくお願いします。 

 それでは、災害時における指定一般避難所のユニバーサルデザイン化の推進につ

いてということで質問を始めます。 

 近年、激甚化、頻発化する地震や豪雨などの気象災害から、市民の生命、財産、

暮らしを守ることが、国や地方自治体に強く求められております。 

 もちろん、災害時においては、自分の命は自分で守るんだという自助が基本では

あります。最終的に突き詰めれば、自分の命は自分で守る人が生き残るというか、

災害から逃れられるんかなと思いますけれども、それでもやっぱり、障がいとか難

病を抱える人もいらっしゃいますし、高齢で体の具合の悪い人もいらっしゃいます。

そういう人は、日常生活を送ることが精いっぱいということでありまして、災害発

生時には自分の力だけでは避難することもどうすることもできない人が存在すると

いうことも、これまた事実でございます。 

 あわら市におきましては、災害対策について、あわら市の地域防災計画を定め、

避難所の運営マニュアルや自主避難所の手引を策定いたしまして、被災による被害

防止に努めていらっしゃいます。 

 また、近年では、そもそも災害に強い国づくりをしようという国の国土強靱化基

本法の趣旨にのっとりまして、あわら市におきましても、あわら市国土強靱化地域

計画を策定いたしまして、災害時に強いまちづくりに取り組んでいただいておりま

す。 

 しかしながら、国内で発生しました過去の大災害での事例を見ますと、平成２３

年の東日本大震災では、ユニバーサルデザイン化されていない指定一般避難所で、

長期の避難生活を余儀なくされた要配慮者が体調を悪化させ死に至るという災害関

連死が多発をいたしました。また、災害が発生するまでは健康だった避難者が、長

期に及ぶ避難生活が原因で要配慮者になってしまうというふうなこともありました。 

 また、平成２８年４月の熊本・大分地震におきましては、要配慮者の方が、指定

一般避難所がユニバーサルデザイン化されていないということから、リスクのある

倒壊寸前の自宅にいたり、また車中泊により避難生活を送る事例や、指定福祉避難

所に住民が殺到したことで、福祉避難所としての本来の役割を発揮することができ

ないという事例が発生をしてしまいました。 

 このような状況を防ぐためにも、指定一般避難所のユニバーサルデザイン化を推

進し、要配慮者や外国人を含め、全ての市民が安心して避難生活を送る避難所の整

備が重要だというふうに考えます。 

 さて、大きな災害が発生しますと、地域の小中学校や公民館などの指定一般避難

所に地域住民が避難し、また要配慮者の方は指定福祉避難所に避難し支援を受ける

ことになっています。 

 しかしながら、指定一般避難所といっても、そもそも避難所として建設された建

物でもございませんし、指定福祉避難所におきましても避難者の受入れの限度とい
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うものがございます。 

 いざというときに備え、指定一般避難所におけるバリアフリー化の取組などハー

ド面の整備はもちろん、避難所運営に関わる人々にユニバーサルデザインの重要性

を認識してもらうようなソフト面の人材育成が重要だというふうに考えます。 

 ユニバーサルデザイン化を含めたソフト面での避難所運営につきましては、あわ

ら市の避難所運営マニュアルに掲載されてございますので、これを運営に関わる人

材を含め、市民の方々にも周知し理解してもらうことが重要ではないかというふう

に考えます。 

 指定一般避難所には、小中学校や公民館などの公共施設が指定されておりますけ

れども、特に学校施設におきましては、なお一層のバリアフリー化を進めることに

よりまして、障がいの有無などにかかわらず、希望する全ての児童・生徒が共に学

ぶというインクルーシブ教育、全てを包み込む教育が、学びの場という観点から推

進をされています。 

 また、学校のバリアフリー化は防災面からも重要でございまして、全国的には公

立の小中学校の９割以上が災害時の指定避難所に指定されていることから、国にお

きましても、既存施設の校舎の多目的トイレの整備やエレベーターや自動ドアの設

置などには、国の補助金の交付率をこれまでは３分の１だったものを２分の１に引

き上げたり、起債、地方債でも充当率を高くし、また、償還には交付税措置のある

有利な地方債起債を用意するなど、学校のバリアフリー化を後押ししてございます。 

 大きな災害が頻発化する中、高齢者や障がい者などの要配慮者が安心して避難で

きる指定一般避難所の整備は、もう一つの避難したくてもできない人にどう支援の

手を差し伸べるかという課題と併せて、重要かつ喫緊の課題だというふうに考えま

す。 

 小中学校を含め、あわら市の指定一般避難所におけるユニバーサルデザイン化の

現状と課題について、市長どのような認識をお持ちであり、また、課題があるので

あれば、その解決に向けてどのような対応をしようとしているのか、ご所見を伺い

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 島田議員の、あわら市の指定一般避難所におけるユニバーサル

デザイン化の現状と課題についてということのご質問にお答えしたと思います。 

 あまりにも大変詳しく質問していただきましたので、答弁するほうも大分これ、

難しいなと思いながら答弁させていただきます。 

 まず、ハード面からの取組といたしまして、市内２２か所の指定避難所では全て

に洋式トイレが整備され、そのうち２０か所でウォシュレットが装備されておりま

す。 

 また、多目的トイレが１４か所で整備されているほか、段差解消のためのスロー

プが１６か所で整備されています。 
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 このほか、プライバシーを確保するための段ボール製間仕切りや、足の不自由な

方も利用しやすいよう和式トイレを洋式トイレに変換できる携帯用トイレを確保し

て、避難所の防災資機材格納庫に用意をしております。 

 また、令和２年度にはカーテン式の間仕切りを、それから令和４年度にはプライ

バシーの確保や屋内外で利用可能なキャンプ用のテントやトイレ用のテントを購入

しております。 

 そのほか、女性に配慮した備蓄品として、令和４年度に生理用品約１,２００枚を

購入したほか、今年度は高齢者に配慮した備蓄品として、大人用紙おむつ約３００

枚を購入する予定でございます。 

 今後も多くの方が安心して利用できるよう、順次、必要な備品を購入し、指定避

難所のユニバーサルデザイン化を進めてまいります。 

 次に、ソフト面からの取組として、避難所運営マニュアルには、障がいのある方

や高齢者、妊婦、乳幼児を連れた家族などの避難行動要支援者に対して可能な限り

小部屋を確保すること、出入口やトイレに近いスペースを優先的に確保すること、

暑さ、寒さ対策を行うことなどが定められています。 

 また、避難者から避難所運営スタッフが一目で分かるように腕章や名札を身につ

けることや、避難所にブルーシートを敷き、個々の避難スペースを確保することな

ども定めています。 

 市では、これら運営マニュアルをより多くの市民の方に理解してもらうため、あ

わら市防災士の会と連携して各区に出向き、避難所受入訓練や避難所設営訓練を行

っています。 

 これまでの避難所運営訓練では、女性参加者からの「夜間の避難所は薄暗く治安

が心配だ」との意見を踏まえ、電池式のランタンや防犯ブザーを各避難所に設置し

たところです。 

 また、熊本地震では、熊本県の指定避難所で「避難所設営シール」と呼ばれるユ

ニバーサルデザイン化されたシールを活用していました。このシールは「受付」、「立

入禁止」、「トイレ」、「ごみ置場」などの記述があり、それぞれの情報は英語表記や

ピクトグラムを使用して分かりやすく表示されています。 

 このデザインは、誰にとっても分かりやすく、迅速に情報を得ることができるよ

う配慮されたものです。本市でも、避難所設営シールの活用を検討していきたいと

考えております。 

 このように、避難所のユニバーサルデザイン化を進めていくためには、ハード・

ソフトの両面からの取組が重要です。先ほど申し上げましたとおり、ハード面にお

ける多機能トイレやスロープの設置は１００％達成されている状況ではありません。 

 今後、計画的かつ着実に整備を進めつつ、避難所受入訓練や避難所設営訓練など

で明らかとなった課題等も参考に、あらゆる人が指定避難所を安心して利用できる

よう、より一層のユニバーサルデザイン化に取り組んでまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（毛利純雄君） ３番、島田俊哉君。 

○３番（島田俊哉君） 答弁ありがとうございます。 

 ハード的には、市内２２か所の指定避難所のうち、多目的トイレが１４か所整備

済み、また、スロープにつきましては１６か所で整備済みだというお話、いただき

ました。 

 また、この前、委員会の管内視察でも見せていただきましたけれども、防災グッ

ズや備品などを計画的に用意しているんだということ、また、ソフト面でも、避難

所の運営マニュアルに基づいて順次進めているんだというふうな答弁、また、英語

表記やピクトグラムを用いた避難所設営シールですか、これはなかなか障がいとか

外国人への情報伝達の手段としてはいいんじゃないかなというふうなことを思いま

す。そういう新しい取組もしたいというふうな答弁をいただきました。 

 現時点では、ハード面では１００％整備はされていないけれども、今後は一層の

ユニバーサルデザイン化に取り組んでいくという答弁をいただきました。 

 ご案内のとおり、先ほどもありましたけれども、あわら市は高齢化が非常に進ん

でおりまして、高齢化率で申し上げますと３４.７％、高齢者９,２７２人の方がい

らっしゃいますし、また手足に障がいのある方、視覚、聴覚に障がいのある方、ま

た身体の内部に障がいをお持ちの方、また知的、精神、発達障がいをお持ちの方、

または難病の市民の方、また妊産婦、乳幼児、外国人の方、このような要配慮者と

言える多様な市民がいらっしゃいます。 

 市が整備し所有しております要援護者名簿というものがありますけれども、以外

でも、例えば、いきなり大地震なんかが発生すると、健康な人でも多数の方が大き

なけがを負い、一瞬にして要配慮者になってしまうようなこともあるというふうに

思います。 

 今後とも少子高齢化がますます進展し、市民の生産する力、また消費する力、ま

た納税する力は減少し、財政的にも厳しい市政運営が求められるんだろうなという

ふうに思います。 

 そのような中におきましても、昨日の市長の一般質問の答弁で、市民の生命を守

ることが市長は私の最大の使命だというふうなご答弁をされておりましたけれども、

誰もが安心して過ごせる避難所を目指してご尽力をいただきたいなというふうに、

終わります。 

 約束どおり早く終わりました。ありがとうございます。 

                                        

   ◎散会の宣言 

○議長（毛利純雄君） 以上で一般質問を終結いたします。 

 本日の日程は全て終了いたしました。 

 明日から９月２４日までは休会とし、休会中に付託されました案件について、そ

れぞれの常任委員会において審査願います。 

 なお、本会議は９月２５日に再開いたします。 
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 本日はこれをもって散会します。お疲れさまでした。 

（午後１時２０分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  令和  年  月  日 

 

               議  長 

 

 

               署名議員 

 

 

               署名議員 
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第１１７回あわら市議会定例会議事日程 

 

                         第 ４ 日 

                         令和５年９月２５日（月） 

                         午後１時３０分開議 

 

１.開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第５４号 令和５年度あわら市一般会計補正予算（第５号） 

日程第 ３ 議案第５５号 令和５年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第 ４ 議案第５６号 あわら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第 ５ 議案第５７号 あわら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第５８号 セントピアあわら条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第 ７ 陳情第 １号 飲酒運転根絶に関する議会決議要望書 

日程第 ８ 陳情第 ２号 四半世紀に及ぶ１日平均１万人以上の乗客の新幹線敦賀駅

での乗換えをやめ、新幹線大阪延伸完成まで、現行の特急

「サンダーバード」「しらさぎ」を存続させるよう国に対し、

意見書を提出することを求める陳情 

日程第 ９ 発議第 ６号 飲酒運転根絶に関する決議 

 

 （散  会） 
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出席議員（１６名） 

   １番 三 上 寛 了     ２番 青 柳 篤 始 

   ３番 島 田 俊 哉     ４番 木 下 勇 二 

   ５番 北 浦 博 憲     ６番 堀 田 あけみ 

   ７番 室 谷 陽一郎     ８番 平 野 時 夫 

   ９番 毛 利 純 雄    １０番 吉 田 太 一 

  １１番 山 田 重 喜    １２番 八 木 秀 雄 

  １３番 笹 原 幸 信    １４番 山 川 知一郎 

  １５番 北 島   登    １６番 卯 目 ひろみ 

 

欠席議員（０名） 

 

                                        

 

地方自治法第１２１条により出席した者 

 市 長  森   之 嗣    副 市 長  前 川 嘉 宏 

 教 育 長  甲 斐 和 浩    総 務 部 長  江 守 耕 一 

 創造戦略部長  大 角 勇 治    市民生活部長  山 下 綱 章 

 健康福祉部長  山 田 佳 子    経済産業部長  中 嶋 英 一 

 土 木 部 長  西 川 秀 和    教 育 部 長  岡 田 晃 昌 

 会計管理者  出 島 瑞 恵    監査委員事務局長  常 廣 由 美 

 芦原温泉上水道財産区管理者  高 橋 啓 一 

                                         

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  渡 邉 清 宏    事務局長補佐  吉 田 さゆり 

 主 事  鍜 川 昂 志 
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   ◎開議の宣告 

○議長（毛利純雄君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（毛利純雄君） ただいまの出席議員数は、１６名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（毛利純雄君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午後１時３０分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（毛利純雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１０番、吉田太一君、

１１番、山田重喜君の両名を指名します。 

                                        

   ◎議案第５４号及び議案第５５号の委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（毛利純雄君） 日程第２、日程第３を、会議規則第３５条の規定により、一括

議題とします。 

○議長（毛利純雄君） これらの議案につきましては、予算決算常任委員会に付託し、

審査を願っておりますので、予算決算常任委員長より、その審査結果の報告を求め

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ８番、平野時夫君。 

○８番（平野時夫君） 予算決算常任委員会に付託されました議案の審査の報告を申し

上げます。 

 当委員会に付託されました議案第５４号、令和５年度あわら市一般会計補正予算

（第５号）、議案第５５号、令和５年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて、二つの分科会を設置し、９月８日と１１日に総務厚生分科会、１２日と１

３日に産業建設教育分科会を開催し、慎重に調査いたしました。 

 これを受け、２２日に委員会を開催し、各分科会長から調査の報告を求め審査を

進めた結果、いずれも賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 まず、議案第５４号、令和５年度あわら市一般会計補正予算（第５号）について、

主な質疑を所管課ごとに申し上げます。 

 初めに、財政課所管について申し上げます。 

 起債の１,４７６万７,０００円の減額について、委員から、臨時財政対策債が当

初９,０００万円見込んでいたが、８月の交付税の本算定を受け、７,５２３万３,０

００円に減額となったが、これは収入が増えたからかとの問いがあり、理事者から

は、直接的な要因ははっきり言えないが、幾つかの要因のうち、臨時経済対策費は、

令和３年度と令和４年度はあったが、令和５年度にはなくなった。総括的には基準

財政収入額が対前年比で増えているので、結果的に総額で減額となったとの答弁が
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ありました。 

 次に、監理課所管について申し上げます。 

 庁舎管理経費の６０１万円の増額のうち庁舎の視覚障害者誘導支援設備工事につ

いて、委員からは、音声誘導装置とはどのようなものかとの問いがあり、理事者か

らは、チャイムが鳴ることにより、視覚障がい者が入り口を認識することができる

装置であるとの答弁がありました。また、庁舎通路途中の両開きの扉については、

あわら市視覚障害者福祉協会と話し合い、自動ドアにしたとの答弁がありました。 

 次に、市民協働課所管について申し上げます。 

 縁結び推進事業の９９０万円の増額について、Ｕ２９夫婦支援金事業は、県内の

他の自治体と比較してどうかと委員から質問がありました。これに対し理事者から

は、事業を実施している他の市町と同等の支援となっている。また、所得について

は、夫婦２人の所得で判断するという答弁がありました。 

 次に、子育て支援課所管について申し上げます。 

 市立認定こども園運営事業の１０３万６,０００円の増額について、委員から、こ

ども園の修繕があるが、国や県の補助はないのかとの問いがあり、理事者からは、

基本的には県は当初に所要額を調査しており、本来なら来年度の当初予算で要求す

るべきであるが、今回は調理室の修繕など緊急を要するものであるため計上したと

の答弁がありました。 

 また、あわらっこ出産・子育て応援事業の１７万５,０００円の増額について、委

員から、出産・子育て応援給付金を現金ではなくデジタル地域通貨で給付すると２,

５００円を上乗せするということだが、市内で使用できる登録店は幾つあり、来年

度以降も継続するのかとの問いがあり、理事者からは、市内の登録店は５８店舗あ

り、令和６年度においても県は実施する予定だと聞いているが、それ以降は未定で

あるとの答弁がありました。 

 次に、農林水産課所管について申し上げます。 

 新規就農者支援事業の小農具等整備奨励金５０万円の増額について、委員からは、

どのような小農具を購入するのかとの問いがあり、理事者からは、５０万円未満の

小農具を整備する場合に活用できる補助金で、今回は噴霧器を購入する申請があっ

たとの答弁がありました。 

 次に、商工労働課所管について申し上げます。 

 商工振興経費の電気・ガス料金高騰対策支援金２,０００万円の増額について、委

員からは、支援金は農業者も給付対象かとの問いがあり、理事者からは、業種を限

定した支援金ではないため、条件に該当すれば農業者も給付対象になるとの答弁が

ありました。 

 また委員からは、農業者に十分周知してほしい。申請窓口も商工労働課だけでな

く、農林水産課も協力するなど方法を検討してほしいとの意見があり、理事者から

は、広報やホームページで周知する。農業者にも分かりやすい窓口を検討するとの

答弁がありました。 
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 次に、教育総務課所管について申し上げます。 

 給食センター給食事業経費の設備修繕料４０万円のうち、食缶・食器用消毒保管

機表示パネル取替えに係る２６万円の増額について、委員からは、設備１７台のう

ち５台が故障したとのことだが、一度に全てを更新せず、都度更新していくのかと

の問いがあり、理事者からは、今年度計画する設備更新計画に沿って順次更新して

いくとの答弁がありました。 

 なお、そのほかの所管課については、特段の質疑はありませんでした。 

 最後に、議案第５５号、令和５年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて、調査の過程で議論されました主な質疑を申し上げます。 

 資本的支出の建設改良費のうち、配管整備改良費によって実施する配管布設替工

事１,０６０万円の増額について、委員からは、配水管の形状と距離はどのようにな

っているか。また、布設替えに至った要因は何かとの問いがありました。 

 理事者からは、１５０口径の塩ビ管を下番から新郷地区へ向かう延長約３００ｍ

の農道に布設替えをする。従来の塩ビ管は耐久性が低く、塩ビ管が農機具の荷重に

耐えられなかったことが布設替えに至った要因と考えているとの答弁がありました。

観光振興課所管を抜かしました。報告させていただきます。 

 観光振興課所管について申し上げます。 

 観光推進事業の観光まちづくりビジョン策定に関する報償費２７万２,０００円

及び委託料６３０万円の増額について、委員からは、ビジョンの策定に関わる委員

はどのような構成を考えているのかとの問いがあり、理事者からは、市内の委員に

は、市民や企業・旅館の代表者、観光協会の事務局長を考えている。市外の委員に

は、県の観光誘客課の職員や観光連盟に派遣されている専門家などを考えていると

の答弁がありました。これに対し委員からは、観光分野だけでなく商業、農業、工

業分野にも目を向け、広く意見を集約し、市の強みを考えた上で、どのような発信

をしていくか議論してほしいとの意見がありました。 

 以上で、予算決算常任委員会の報告とさせていただきます。 

○議長（毛利純雄君） これより、予算決算常任委員長の報告に対する総括質疑を許可

します。 

○議長（毛利純雄君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 質疑なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、日程第２、日程第３の討論、採決に入ります。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第５４号、令和５年度あわら市一般会計補正予算（第５号）

について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第５４号を採決します。 
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 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第５４号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第５５号、令和５年度あわら市水道事業会計補正予算（第

１号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第５５号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第５５号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

   ◎議案第５６号から陳情第２号の委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（毛利純雄君） 日程第４から日程第８までを、会議規則第３５条の規定により、

一括議題とします。 

○議長（毛利純雄君） これらの議案につきましては、各常任委員会に付託し、審査願

っておりますので、各常任委員長より、その審査結果の報告を求めます。 

○議長（毛利純雄君） 初めに、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ５番、北浦博憲君。 

○５番（北浦博憲君） それでは、ただいまから総務厚生常任委員会の審査の報告を申

し上げます。 

 当委員会は、去る９月８日、１１日に市長、副市長及び担当部課長の出席を求め、

当委員会に付託されました議案第５６号、あわら市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て及び議案第５７号、あわら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを慎重に審査いたしました。 
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 審査の結果、本案は所要の措置であり、挙手採決の結果、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決しました。また、陳情については、挙手採決の結果、陳情第

１号は採択、陳情第２号は不採択とすべきものと決しました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、議案第５６号、あわら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 

 本案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律が一部改正されたことに伴い、引用する条項を改めるため、所要の改正を行うも

のです。 

 委員からは、特段の意見はありませんでした。 

 次に、議案第５７号、あわら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 

 本案は、国が定める放課後児童健全育成事業実施要綱の一部改正に伴い、放課後

児童支援員の資格要件である認定資格研修の修了期限について、所要の改正を行う

ものです。 

 委員からは、特段の意見はありませんでした。 

 次に、陳情第１号、飲酒運転根絶に関する議会決議要望書、陳情第２号、四半世

紀に及ぶ１日平均１万人以上の乗客の新幹線敦賀駅での乗換えをやめ、新幹線大阪

延伸完成まで、現行の特急「サンダーバード」「しらさぎ」を存続させるよう国に対

し、意見書を提出することを求める陳情について申し上げます。 

 陳情第１号、陳情第２号について、委員からの特段の意見はありませんでした。 

 以上、総務厚生常任委員会に付託されました議案及び陳情の審査経過と結果を申

し上げ、報告といたします。 

○議長（毛利純雄君） 続きまして、産業建設教育常任委員長の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ２番、青柳篤始君。 

○２番（青柳篤始君） 産業建設教育常任委員会の審査の報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る９月１２日、市長、副市長及び担当部課長の出席を求め、当委

員会に付託されました議案第５８号、セントピアあわら条例の一部を改正する条例

の制定について、慎重に審査いたしました。 

 審査の結果、本案は所要の措置であり、挙手採決の結果、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程で議論されました主な事項を申し上げます。 

 本案は、セントピアあわら入浴料金の改定に伴う所要の改正を行うものです。 

 委員からは、入浴者数の目標を２０万人と設定しているのであれば、料金改定に

よって利用料収入が伸びるため、指定管理料を５００万円増額する必要はないので

はないかとの問いがあり、理事者からは、料金改定によって利用者が１割減少する

見込みのため、指定管理料を増額して収支のバランスを調整しているとの答弁があ
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りました。 

 以上、産業建設教育常任委員会の報告といたします。 

○議長（毛利純雄君） これより、各常任委員長の報告に対する総括質疑を許可します。 

○議長（毛利純雄君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 質疑なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、日程第４から日程第８までの討論、採決に入ります。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第５６号、あわら市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、討

論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第５６号を採決します。 

 本案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第５６号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第５７号、あわら市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、討論はありま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第５７号を採決します。 

 本案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第５７号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 
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○議長（毛利純雄君） 議案第５８号、セントピアあわら条例の一部を改正する条例の

制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第５８号を採決します。 

 本案に対する産業建設教育常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成多数です。 

 したがって、議案第５８号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 陳情第１号、飲酒運転根絶に関する議会決議要望書について、

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、陳情第１号を採決します。 

 この陳情に対する総務厚生常任委員長の報告は採択であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、陳情第１号については、委員長報告のとおり採択することに決定い

たしました。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 陳情第２号、四半世紀に及ぶ１日平均１万人以上の乗客の新幹

線敦賀駅での乗換えをやめ、新幹線大阪延伸完成まで、現行の特急「サンダーバー

ド」「しらさぎ」を存続させるよう国に対し、意見書を提出することを求める陳情に

ついて、討論はありませんか。 

○議長（毛利純雄君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川知一郎君。 

○１４番（山川知一郎君） 陳情第２号に賛成の討論をさせていただきたいと思います
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が、もう今まで何回も同じようなことを申し上げておりますが、新幹線が敦賀まで

開業したとしても、今、直通で関西や中京に走っている「サンダーバード」「しらさ

ぎ」のような利便性は、かえって損なわれる。まず、敦賀で乗換えをしなければな

らない。また、先日発表されましたが、料金も今に比べれば高くなると。現在、あ

わら温泉に来られる方の７割は大体関西か中京からのお客と言われております。こ

れらの方が、利便性が悪くなる、料金も高くなる、乗換えしなければならない、こ

ういうことになれば、今以上にお客が増えるということは、到底考えられないとい

うふうに思います。 

 ぜひ、新幹線大阪延伸完成までの間は、現行の「サンダーバード」「しらさぎ」を

存続させるように強く求めるものでございます。 

 各議員の賛同を心からお願いして、討論といたします。 

○議長（毛利純雄君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） これで討論を終わります。 

○議長（毛利純雄君） これより、陳情第２号を採決します。 

 この陳情に対する総務厚生常任委員長の報告は不採択であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成多数です。 

 したがって、陳情第２号については、委員長報告のとおり不採択とすることに決

定いたしました。 

                                        

   ◎発議第６号の上程・趣旨説明・質疑・討論・採決 

○議長（毛利純雄君） 日程第９、発議第６号、飲酒運転根絶に関する決議を議題とし

ます。 

○議長（毛利純雄君） 本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ５番、北浦博憲君。 

○５番（北浦博憲君） 議長のご指名がありましたので、発議第６号、飲酒運転根絶に

関する決議を申し上げます。 

 交通事故のない安全で安心して暮らせる社会の実現は、私たちあわら市民全ての

願いであり、長年の課題である。 

 しかし、全国各地では、今も多くの交通事故が発生し、とりわけ重大な犯罪行為

である飲酒運転による悲惨な事故がいまだに後を絶たない現状であり、あわら市に

おいても、このような飲酒運転による事故で市民が犠牲になるかもしれないという
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不安は解消されていない。 

 あわら市から飲酒運転を根絶させるためには、運転者はもとより、同乗者、その

家族や職場、さらには地域が一体となって、内外に向け、飲酒運転は絶対にしない、

させない、許さないという強い意思を示さなければならない。 

 あわら市議会は、さらなる交通死亡事故抑止対策を進め、改めて飲酒運転の危険

性を強く市民に呼びかけ、関係機関、団体との連携を深め、改めて飲酒運転の危険

性を強く市民に呼びかけ、市民と一体となって、あわら市からの飲酒運転の根絶に

向け、全力を挙げて取り組むことを決意する。 

 以上、決議する。 

 所定の賛成者を得て提案をさせていただきましたので、議員各位のご賛同をお願

いいたします。 

 なお、決議案については、お手元に配付のとおりでありますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（毛利純雄君） 本案に対する質疑を許可します。 

○議長（毛利純雄君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 質疑なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、討論、採決に入ります。 

○議長（毛利純雄君） 発議第６号、飲酒運転根絶に関する決議について、討論はあり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、発議第６号を採決します。 

 本案を提案のとおり決議することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、発議第６号、飲酒運転根絶に関する決議は、提案のとおり可決する

ことに決議しました。 

                                        

   ◎散会の宣言 

○議長（毛利純雄君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 明日から１０月１２日までは休会とし、本会議は１０月１３日に再開します。 

 本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。 

（午後２時０７分） 
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  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  令和  年  月  日 

 

               議  長 

 

 

               署名議員 

 

 

               署名議員 
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第１１７回あわら市議会定例会議事日程 

 

                          第 ５ 日 

                          令和５年１０月１３日（金） 

                          午後１時３０分開議 

 

１.開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第４４号 令和４年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３ 議案第４５号 令和４年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ４ 議案第４６号 令和４年度あわら市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ５ 議案第４７号 令和４年度あわら市農業者労働災害共済特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第 ６ 議案第４８号 令和４年度あわら市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第４９号 令和４年度あわら市水道事業会計決算の認定について 

日程第 ８ 議案第５０号 令和４年度あわら市公共下水道事業会計決算の認定につい

て 

日程第 ９ 議案第５１号 令和４年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定

について 

日程第１０ 議案第５２号 令和４年度あわら市水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１１ 議案第５３号 令和４年度あわら市公共下水道事業会計剰余金の処分につ

いて 

日程第１２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

日程第１３ 議員派遣の件 

 

１.閉議の宣告 

１.市長閉会挨拶 

１.議長閉会挨拶 

１.閉会の宣告 



131 

 

                                        

 

出席議員（１６名） 

   １番 三 上 寛 了     ２番 青 柳 篤 始 

   ３番 島 田 俊 哉     ４番 木 下 勇 二 

   ５番 北 浦 博 憲     ６番 堀 田 あけみ 

   ７番 室 谷 陽一郎     ８番 平 野 時 夫 

   ９番 毛 利 純 雄    １０番 吉 田 太 一 

  １１番 山 田 重 喜    １２番 八 木 秀 雄 

  １３番 笹 原 幸 信    １４番 山 川 知一郎 

  １５番 北 島   登    １６番 卯 目 ひろみ 

 

欠席議員（０名） 

 

                                        

 

地方自治法第１２１条により出席した者 

 副 市 長  前 川 嘉 宏    教 育 長  甲 斐 和 浩 

 総 務 部 長  江 守 耕 一    創造戦略部長  大 角 勇 治 

 市民生活部長  山 下 綱 章    健康福祉部長  山 田 佳 子 

 経済産業部長  中 嶋 英 一    土 木 部 長  西 川 秀 和 

 教 育 部 長  岡 田 晃 昌    会計管理者  出 島 瑞 恵 

 監査委員事務局長  常 廣 由 美    芦原温泉上水道財産区管理者  高 橋 啓 一 

                                        

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  渡 邉 清 宏    事務局長補佐  吉 田 さゆり 

 主 事  鍜 川 昂 志 
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   ◎開議の宣告 

○議長（毛利純雄君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（毛利純雄君） ただいまの出席議員数は、１６名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（毛利純雄君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午後１時３０分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（毛利純雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１０番、吉田太一君、

１１番、山田重喜君の両名を指名します。 

                                        

   ◎議案第４４号から議案第５３号の委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（毛利純雄君） 日程第２から日程第１１までを、会議規則第３５条の規定によ

り、一括議題とします。 

 これらの議案につきましては、予算決算常任委員会に付託し、審査願っておりま

すので、委員長よりその審査結果の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） ８番、平野時夫君。 

○８番（平野時夫君） 予算決算常任委員会の審査の報告を申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案第４４号、令和４年度あわら市一般会計歳入歳出

決算の認定についてをはじめ１０議案について、二つの分科会を設置し、９月２７

日、２８日に総務厚生分科会、９月２９日、１０月２日に産業建設教育分科会を開

催しました。 

 これを受け、昨日、委員会を開催し、各分科会長から調査の報告を求め、審査を

進めた結果、議案第４４号及び議案第４５号は賛成多数、その他８議案は全員賛成

で認定及び可決すべきものと決しました。 

 なお、審査内容はかなり膨大なものとなりますので、報告につきましては主な意

見と要請の結果についてのみ報告させていただきますことをご了承願います。 

 最初に、総務課所管について申し上げます。 

 防犯カメラの設置について、各集落が設置する上で参考になるため、防犯カメラ

の設置理由を、補助金の調査を行う際に把握してほしいとの意見がありました。 

 次に、監理課所管について申し上げます。 

 ゼロカーボンシティを宣言している中で、市庁舎照明の全てのＬＥＤ化や公用車

を電気自動車に入れ替える時期など、具体的な計画を定めるべきではないかとの意

見がありました。 

 次に、政策広報課所管について申し上げます。 



133 

 

 「広報あわら」について、区長の業務削減の意味からも、インターネット閲覧を

今までより便利に見やすくし、多くの人が見るように進めてほしい。また、休校利

活用の中で波松小学校エリアへの教育旅行受入れについて、新幹線開業も見据え、

旅行会社と十分に連携しながら進めてほしいと要請しました。 

 次に、市民協働課所管について申し上げます。 

 縁結び推進事業について、カップルになった人へのフォローをしっかりして、結

婚や移住定住に結びつけてほしいと要請しました。 

 次に、生活環境課所管について申し上げます。 

 デマンドタクシーについて、市の垣根を越えて市外へも行けるような取組と、今

後は電話予約だけでなくアプリを使った予約もできるように前向きな検討を要請し

ました。 

 また、リチウムイオン電池や充電器の回収場所を市内に設置するよう要請しまし

た。 

 次に、福祉課所管について申し上げます。 

 福祉推進員について、民生委員や区長などと共に地域福祉活動において重要な役

割を担っており、しっかりとした支援を要請しました。 

 次に、健康長寿課所管について申し上げます。 

 老人福祉センターの運営について、利用者が固定化されてきており、今のニーズ

に合わせた運営内容を検討してほしいとの意見がありました。 

 次に、農林水産課所管について申し上げます。 

 新規就農者に関する事業全般について、新規就農者が農業で生計を立てることが

できるよう関係機関と連携したサポート体制を続けるよう要請しました。 

 次に、観光振興課所管について申し上げます。 

 所管の指定管理事業について、指定管理者から提出された収支報告書において、

修繕費や衛生費など予算に対して支出が極端に少ない費目があった。これを踏まえ、

所管課は指定管理者から提出された収支報告書をうのみにせず、内容を精査し、そ

の結果を指定管理者にフィードバックすべきであると意見をしました。 

 次に、商工労働課について申し上げます。 

 商店街等集客力向上支援事業補助金について、ゆ～ｉ夢カードのデジタル化に伴

い、ゆ～ｉ夢カードだけでなくほかのポイントカードや地域通貨などそれぞれのサ

ービスがどのような用途や目的を果たすのかを見極めた上で、適切な運用がなされ

るよう要請しました。 

 次に、建設課所管について申し上げます。 

 屋外広告物手数料について、看板設置に対して賦課される手数料の公平性が保た

れるよう、設置申請の有無を把握しながらパトロールを行い、看板によって手数料

の賦課漏れが発生しないよう要請いたしました。 

 次に、教育総務課所管について申し上げます。 

 カウンセリング事業について、適応指導教室などの利用件数が令和４年度は減少
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したものの、長期間で見ると利用件数は増加傾向にあるため、指導員の負担軽減対

策に注力するよう要請しました。 

 最後に、文化学習課所管について申し上げます。 

 あわら市文化会館について、解体に向けて地権者と協議を行う段階になった場合

は、地権者の理解を得られるよう数回にわたって交渉を進めるよう要請しました。 

 以上、審査での概要について述べましたが、各所管の審査においては、財政的見

地はもちろん、事務事業の執行方策などについて、多くの指摘・要望等を行ってお

ります。委員からの要望や意見、また指摘事項については、次年度の予算編成や行

政運営に生かされることを強く期待します。 

 以上、予算決算常任委員会の審査結果を申し上げ、報告といたします。 

○議長（毛利純雄君） これより、予算決算常任委員長の報告に対する総括質疑を許可

します。 

○議長（毛利純雄君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 質疑なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、日程第２から日程第１１までの討論、採決に入りま

す。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第４４号、令和４年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認

定について、討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 山川議員。 

○14番（山川知一郎君） 議案第４４号、令和４年度あわら市一般会計歳入歳出決算の

認定について、反対の討論をさせていただきたいと思います。 

 私は従来から、新幹線建設については、非常にいろいろ問題があるということで、

基本的には反対をしてまいりました。 

 金津町と芦原町が合併してあわら市になってから今まで、新幹線開業に向けてと

いうことで、皆さんもご承知ですが、芦原温泉駅前のａキューブ、県境の館、それ

から風羽里の駐車場、それから東口駐車場、立体駐車場、それからアフレア、道の

駅、これらが皆、新幹線開業に向けてということで進められてきました。令和４年

度も道の駅あわらに４億６,０００万円ぐらいの事業費が支出されております。 

 今申し上げたものを全部累計すると大体７０億前後になると思いますが、果たし

て本当に、今申し上げたものが市民生活にとって必要なものかどうか。特に私は、

ａキューブ、県境の館、風羽里の駐車場、これらは税金の全く無駄遣いではなかっ

たかというふうに思います。改めて、この新幹線開業に向けて進めてきた事業が市

民に本当に必要なのかどうか検証する必要があるというふうに思っております。 
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 特に、令和４年度も道の駅に４億６,０００万円投入されました。またこれからも

新幹線開業に向けて、いろいろ負担金とかですね、そういうものを支出されていく、

そういう点では、基本的に非常に問題がある。新幹線よりも、あわら市の基幹産業

である農業振興とか、また暮らしや福祉、こういうところにこそ予算を振り向ける

べきではないかというふうに考えて、反対とするものでございます。 

 どうか議員各位のご理解とご支援をお願いしたいと思います。 

○議長（毛利純雄君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） これで討論を終わります。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第４４号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成多数です。 

 したがって、議案第４４号は、委員長報告のとおり認定することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第４５号、令和４年度あわら市国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定について、討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） まずは、原案に反対者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） １４番、山川議員。 

○14番（山川知一郎君） 議案第４５号、令和４年度あわら市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について、反対の討論をさせていただきます。 

 私は、国民健康保険料とか保険税とか言われますが、基本的には税だと思います

が、税は、市民の負担能力に応じて支払うべきものと。ところが、今の国民健康保

険税の保険料算出の基準は、所得割、そして資産割、それに均等割、平等割と四つ

の基準で算定をされております。しかし、資産割、それから平等割、均等割という

のは、所得に関係がない。負担能力のない人にも、家族が多ければそれだけ負担が

増える。それから平等割は、所得に関係なく１世帯幾らと。こういうものが非常に

国民健康保険税を高いものに、払いたくても払えないという状況を生み出している

というふうに考えます。 

 市の説明では、今年、近く資産割は廃止をするということですので、その点は評

価をいたしますが、令和４年度については資産割もかかっていると。 
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 私は、さらに、基本的には所得割１本にすべきだというふうに思います。そうで

ないと、本当に国民健康保険税は高過ぎる。多くの方が何とかならんかという悲鳴

を上げております。 

 そういう点では、この保険料算定の基準に非常に問題があるということで、反対

をするものでございます。 

 議員各位のご理解をお願いをして討論といたします。 

○議長（毛利純雄君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） これで討論を終わります。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第４５号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成多数です。 

 したがって、議案第４５号は、委員長報告のとおり認定することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第４６号、令和４年度あわら市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第４６号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第４６号は、委員長報告のとおり認定することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第４７号、令和４年度あわら市農業者労働災害共済特別会

計歳入歳出決算の認定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



137 

 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第４７号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第４７号は、委員長報告のとおり認定することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第４８号、令和４年度あわら市公共用地先行取得事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第４８号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第４８号は、委員長報告のとおり認定することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第４９号、令和４年度あわら市水道事業会計決算の認定に

ついて、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第４９号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 
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○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第４９号は、委員長報告のとおり認定することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第５０号、令和４年度あわら市公共下水道事業会計決算の

認定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第５０号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第５０号は、委員長報告のとおり認定することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第５１号、令和４年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計

決算の認定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第５１号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第５１号は、委員長報告のとおり認定することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第５２号、令和４年度あわら市水道事業会計剰余金の処分

について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 
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○議長（毛利純雄君） これより、議案第５２号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決とするものです。 

 委員長報告のとおり可決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第５２号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（毛利純雄君） 議案第５３号、令和４年度あわら市公共下水道事業会計剰余金

の処分について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 討論なしと認めます。 

○議長（毛利純雄君） これより、議案第５３号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決とするものです。 

 委員長報告のとおり可決することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 表決漏れなしと認め、表決を確定します。 

○議長（毛利純雄君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第５３号は、委員長報告のとおり可決することに決定いたしま

した。 

                                        

   ◎常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（毛利純雄君） 日程第１２、常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題と

します。 

○議長（毛利純雄君） 総務厚生常任委員長及び産業建設教育常任委員長から会議規則

第１０４条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調

査の申出があります。 

○議長（毛利純雄君） お諮りします。 

 各常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、各常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定いたしました。 
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   ◎議員派遣の件 

○議長（毛利純雄君） 日程第１３、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件につきましては、お手元に配付した資料のとおりであります。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、資料のとおり派遣することに決定いたしました。 

                                        

   ◎閉議の宣告 

○議長（毛利純雄君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて、会議を閉じます。 

                                        

   ◎市長閉会挨拶 

○議長（毛利純雄君） 閉会に当たり、副市長より発言の申出がありますので、これを

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（毛利純雄君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） 閉会に当たりまして、市長になり代わり、一言ご挨拶を申し

上げます。 

 本定例会におきましては、８月２８日の開会以来、４７日間の長きにわたり、提

案いたしました議案につきまして慎重なご審議を賜り、また、全ての議案について

妥当なるご決議を賜りましたこと、心より厚く御礼申し上げます。 

 さて、９月２８日から１０月１日にかけましては、芦原ゴルフクラブにおいて４

０年ぶりに第５６回日本女子オープンゴルフ選手権が開催され、期間中には県内外

から約２万６,０００人のギャラリーの来場がございました。 

 連日、選手の熱戦と共にあわらの名前が全国放送で取り上げられ、知名度向上に

大いに貢献いただけたこと、大変ありがたく、また、うれしく思っております。開

催にご尽力された関係者の皆様には心から感謝を申し上げます。 

 また、９月１６日から１０月１日にかけましては、道の駅「蓮如の里あわら」に

おきましてオープン１５０日祭が開催され、地元の農産物の販売やまんじゅうまき

などが行われました。市内外から約２万５,０００人の方々が訪れ、多くの方があわ

らの魅力に触れ、おもてなしを楽しんでいただけたものと思っております。 

 そして、１０月１日には、北陸新幹線入線歓迎セレモニーを開催いたしました。

約１,０００人の応募者の中から抽せんで選ばれた約４００人の方々に新幹線を出

迎えていただきました。祝賀ムードに包まれた中、ホームに入ってきた青く輝く流

線形のＷ７系を見た瞬間、本市の魅力をより一層高めていく必要を改めて強く感じ
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たところでございます。 

 さて、今年も夏が終わりを迎え、市内もようやく秋本番を迎えたところでござい

ます。これから市内では、とみつ金時や越前柿など、あわらの特産品の収穫が最盛

期を迎えるほか、かりんて祭などの秋の味覚を楽しむイベントも開催されます。ま

た、市民文化祭や金津創作の森の企画展など、文化芸術のイベントも行われ、多く

の皆様に市内の秋を楽しんでいただきたいと思っております。 

 秋の深まりとともに、朝夕の冷え込みが厳しくなってまいりましたが、議員各位

におかれましては、健康にくれぐれもご留意いただき、引き続き本市の発展のため

ご活躍されますことをご祈念申し上げまして、閉会に当たってのご挨拶といたしま

す。どうもありがとうございました。 

                                        

   ◎議長閉会挨拶 

○議長（毛利純雄君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 ただいま副市長が申しましたように、８月２８日から本日まで４７日間にわたり

まして、大変、今年は猛暑の中で大変な時期でございましたが、議員の皆様方には、

令和５年度の補正予算、あるいは条例案、また令和４年度の決算ということで、大

変慎重に審議を賜り、大変ご苦労さまでした。 

 新幹線開業まであと５か月ということでございます。先般、新聞の報道にもあり

ましたように、県においては嶺北観光の周遊するということで、２次交通について、

あわら温泉並びに芦原温泉駅前経由のルートが発表されたところでございます。さ

きの全協でもいろいろ話題になりましたが、市としてもですね、近隣の市町と共に、

さらなる２次交通についても早急に整備をしていただきたいと考えております。 

 議員の皆様には、これからいろいろな各地区で行事が行われるわけでございます。

大変これから寒くなってまいりますが、体にはご自愛いただいて、活躍をしていた

だきたいと思っております。 

                                        

   ◎閉会の宣告 

○議長（毛利純雄君） これをもちまして、第１１７回あわら市議会定例会を閉会しま

す。 

（午後２時０３分） 
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